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承第２号 
 

専決処分の承認を求めることについて 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和８

年３月２６日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告

し、承認を求める。 

 

令和８年６月５日提出 

 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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令和７年度美濃加茂市一般会計補正予算（第１３号） 

 

令和７年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第１３号）は、次に定めるところに

よる。 

（繰越明許費の補正） 

第１条 繰越明許費の追加及び変更は、「第１表 繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 
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第 　１　 表 繰　越　明　許　費　補　正

千円

1

2

9 6

千円

6 商工費 1 43,296

（追加）

款 項 事　　　業　　　名 金　　額

2 総務費

弁護士活用事業

債権回収業務 537

教育費 保健体育費 牧野ふれあい広場事業 2,000

（変更）

款 項 事業名
金 額

補正前

総務管理費

徴税費

補正後

千円

商工費 中山道観光推進事業 45,996

2,050
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第　２　表 地　　方　　債　　補　　正

（変更）

　起　債　の　目　的

限度額 起債の方法 利　　率 償還の方法 限度額 起債の方法 利　率 償還の方法

千円 千円

総合福祉会館LED化事
業

66,700

子育て支援施設LED化
事業

15,400

保育園施設LED化事業 45,300

林業施設LED化事業 19,300

中山道観光推進事業 38,900

中山道会館LED化事業 12,400

消防施設LED化事業 99,100

中学校施設営繕工事 13,200

生涯学習センター等
LED化事業

50,500

文化会館等ＬＥＤ化事
業

57,000

交流センターＬＥＤ化事
業

55,500

文化施設ＬＥＤ化事業 139,700

スポーツ施設ＬＥＤ化事
業

96,700

前平総合運動場ＬＥＤ
化事業

132,300

学校給食センターＬＥＤ
化事業

78,000

変更なし 変更なし

年4.5％以内
（ただし、利率
見直し方式で
借り入れる資
金について、
利率の見直し
を行った後に
おいては、当
該見直し後の
利率）

変更なし

起 債 の 目 的
補　　　　　正　　　　　前 補　　　　　正　　　　　後

証書借入 年3.0％以内
（ただし、利率
見直し方式で
借り入れる資
金について、
利率の見直し
を行った後に
おいては、当
該見直し後の
利率）

政府資金につ
いては、その
融資条件によ
り、銀行その
他の場合には
その借入先と
協定するもの
による。ただ
し、市財政の
都合により繰
上償還又は低
利に借換えす
ることができ
る。
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承第３号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和８

年３月２６日別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告

し、承認を求める。 

 

 

  令和８年６月５日提出 

 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
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令和７年度美濃加茂市下水道事業会計補正予算（第４号） 

 

（総則） 

第１条 令和７年度美濃加茂市下水道事業会計の補正予算（第４号）は、次に定め

るところによる。 

（企業債の補正） 

第２条 令和７年度美濃加茂市下水道事業会計予算第６条に定めた企業債の利率の

変更は、次のとおりとする。 

（変更） 

起債の目的 

補正前 補正後 

限度額 
起債の

方法 
利率 

償還の

方法 
限度額 

起債の

方法 
利率 

償還の

方法 

建設改良債 

千円 

347,100 

 

証書 

借入 

年 3.0%

以内 

（ た だ

し、利率

見 直 し

方 式 で

借 り 入

れ る 資

金 に つ

いて、利

率 の 見

直 し を

行 っ た

後 に お

いては、

当 該 見

直 し 後

の利率） 

 

政府資金

について

は、その融

資条件に

より、銀行

その他の

場合には

その借入

先との協

定による。

ただし、企

業財政の

都合によ

り繰上償

還若しく

は低利に

借換えす

ることが

できる。 

千円 

 

 

 

 

変更 

なし 

 

 

 

 

 

変更 

なし 

年 4.5%

以内 

（ た だ

し、利率

見直し方

式で借り

入れる資

金につい

て、利率

の見直し

を行った

後におい

ては、当

該見直し

後 の 利

率） 

 

 

 

 

 

変更 

なし 

資本費 

平準化債 
764,400 

下水道事業債 

(特別措置分) 
44,200 

下水道事業債 

(大規模下水

道管路特別重

点調査事業) 

11,600 
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承第４号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和８

年３月３１日次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

 

  令和８年６月５日提出 

 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

 

美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例について 

 

美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

 

                  記 

 

   美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例 

 （美濃加茂市税条例の一部改正） 

第１条 美濃加茂市税条例（昭和２９年美濃加茂市条例第１９号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

（納税証明事項） （納税証明事項） 

第１１条の３ 地方税法施行規則（昭和２９年

総理府令第２３号。以下「施行規則」という。）

第１条の９第２号に規定する事項は道路運

送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５

９条第１項に規定する検査対象軽自動車又

は２輪の小型自動車について天災その他や

むを得ない理由により軽自動車税を滞納し

ている場合においてその旨とする。 

第１１条の３ 地方税法施行規則（昭和２９年

総理府令第２３号。以下「施行規則」という。）

第１条の９第２号に規定する事項は道路運

送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５

９条第１項に規定する検査対象軽自動車又

は２輪の小型自動車について天災その他や

むを得ない理由により種別割を滞納してい

る場合においてその旨とする。 

（納期限後に納付し、又は納入する税金又は

納入金に係る延滞金） 

（納期限後に納付し、又は納入する税金又は

納入金に係る延滞金） 

第１２条 納税者又は特別徴収義務者は、第３ 第１２条 納税者又は特別徴収義務者は、第３
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０条、第３２条の４、第３２条の４の２若し

くは第３２条の４の５（第３４条の７の２に

おいて準用する場合を含む。以下この条にお

いて同じ。）、第３２条の５の４第１項（第

３２条の５の５第３項において準用する場

合を含む。以下この条において同じ。）、第

３２条の６第１項（法第３２１条の８第３４

項及び第３５項の申告書に係る部分を除

く。）、第３４条の７、第４８条、第６７条

第２項、第８０条第１項若しくは第２項、第

８４条第２項、第８７条、第１２６条第１項

又は第１３８条第３項に規定する納期限後

にその税金を納付し、又は納入金を納入する

場合には、当該税額又は納入金額にその納期

限（納期限の延長のあつたときは、その延長

された納期限とする。以下第１号、第２号及

び第５号において同じ。）の翌日から納付又

は納入の日までの期間の日数に応じ、年１

４．６パーセント（次の各号に掲げる税額の

区分に応じ、第１号から第４号までに掲げる

期間並びに第５号及び第６号に定める日ま

での期間については、年７．３パーセント）

の割合を乗じて計算した金額に相当する延

滞金額を加算して納付書によつて納付し、又

は納入書によつて納入しなければならない。 

０条、第３２条の４、第３２条の４の２若し

くは第３２条の４の５（第３４条の７の２に

おいて準用する場合を含む。以下この条にお

いて同じ。）、第３２条の５の４第１項（第

３２条の５の５第３項において準用する場

合を含む。以下この条において同じ。）、第

３２条の６第１項（法第３２１条の８第３４

項及び第３５項の申告書に係る部分を除

く。）、第３４条の７、第４８条、第６５条

の６第１項、第６７条第２項、第８０条第１

項若しくは第２項、第８４条第２項、第８７

条、第１２６条第１項又は第１３８条第３項

に規定する納期限後にその税金を納付し、又

は納入金を納入する場合には、当該税額又は

納入金額にその納期限（納期限の延長のあつ

たときは、その延長された納期限とする。以

下第１号、第２号及び第５号において同じ。）

の翌日から納付又は納入の日までの期間の

日数に応じ、年１４．６パーセント（次の各

号に掲げる税額の区分に応じ、第１号から第

４号までに掲げる期間並びに第５号及び第

６号に定める日までの期間については、年

７．３パーセント）の割合を乗じて計算した

金額に相当する延滞金額を加算して納付書

によつて納付し、又は納入書によつて納入し

なければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第８０条第１項若しくは第２項の申告

書又は第１２６条第１項の申告書に係る

税額（第４号に掲げる税額を除く。） 当

該税額に係る納期限の翌日から１月を経

過する日までの期間 

(2) 第６５条の６第１項の申告書、第８０条

第１項若しくは第２項の申告書又は第１

２６条第１項の申告書に係る税額（第４号

に掲げる税額を除く。） 当該税額に係る

納期限の翌日から１月を経過する日まで

の期間 

(3) 第８０条第１項若しくは第２項の申告

書又は第１２６条第１項の申告書でその

提出期限後に提出したものに係る税額 

(3) 第６５条の６第１項の申告書、第８０条

第１項若しくは第２項の申告書又は第１

２６条第１項の申告書でその提出期限後
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当該提出した日までの期間又はその日の

翌日から１月を経過する日までの期間 

に提出したものに係る税額 当該提出し

た日までの期間又はその日の翌日から１

月を経過する日までの期間 

(4)～(6) （略） (4)～(6) （略） 

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 

第２６条 （略） 第２６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法第２３条第１項第１５号に規定する特

定配当等（次項及び第２６条の１０において

「特定配当等」という。） （同号ロに掲げる

ものを除く。以下この項において同じ。）に

係る所得を有する者に係る総所得金額は、当

該特定配当等に係る所得の金額を除外して

算定する。 

３ 法第２３条第１項第１５号に規定する特

定配当等（この項及び次項並びに第２６条の

１０において「特定配当等」という。）に係

る所得を有する者に係る総所得金額は、当該

特定配当等に係る所得の金額を除外して算

定する。 

４～６ （略） ４～６ （略） 

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除） 

第２６条の８ （略） 第２６条の８ （略） 

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第

１１項（法附則第５条の６第３項又は第４項

の規定により読み替えて適用される場合を

含む。）に定めるところにより計算した金額

とする。 

２ 前項の特例控除額は、法第３１４条の７第

１１項（法附則第５条の６第２項の規定によ

り読み替えて適用される場合を含む。）に定

めるところにより計算した金額とする。 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第２８条の２ 第１６条第１項第１号に掲げ

る者は、３月１５日までに、施行規則第５号

の４様式（別表）による申告書を市長に提出

しなければならない。ただし、法第３１７条

の６第１項又は第４項の規定により給与支

払報告書又は公的年金等支払報告書を提出

する義務がある者から１月１日現在におい

て給与又は公的年金等の支払を受けている

者で前年中において給与所得以外の所得又

は公的年金等に係る所得以外の所得を有し

なかつたもの（公的年金等に係る所得以外の

第２８条の２ 第１６条第１項第１号に掲げ

る者は、３月１５日までに、施行規則第５号

の４様式（別表）による申告書を市長に提出

しなければならない。ただし、法第３１７条

の６第１項又は第４項の規定により給与支

払報告書又は公的年金等支払報告書を提出

する義務がある者から１月１日現在におい

て給与又は公的年金等の支払を受けている

者で前年中において給与所得以外の所得又

は公的年金等に係る所得以外の所得を有し

なかつたもの（公的年金等に係る所得以外の
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所得を有しなかつた者で社会保険料控除額

（令第４８条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命

保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生

控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義

務者（前年の合計所得金額が９００万円以下

であるものに限る。）の法第３１４条の２第

１項第１０号の２に規定する自己と生計を

一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５

万円以下であるものに限る。）で控除対象配

偶者に該当しないものに係るものを除く。）、

法第３１４条の２第４項に規定する扶養控

除額若しくは特定親族特別控除額（特定親族

（同条第１項第１２号に規定する特定親族

をいう。第２８条の３の２第１項第３号並び

に第２８条の３の３第１項及び第２項第４

号において同じ。）（前年の合計所得金額が

８５万円以下であるものに限る。）に係るも

のを除く。）の控除又はこれらと併せて雑損

控除額若しくは医療費控除額の控除、法第３

１３条第８項に規定する純損失の金額の控

除、同条第９項に規定する純損失若しくは雑

損失の金額の控除若しくは第２６条の８第

１項（同項第２号に掲げる寄附金（特定非営

利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２

条第３項に規定する認定特定非営利活動法

人及び同条第４項に規定する特例認定特定

非営利活動法人に対するものを除く。）に係

る部分を除く。）及び第２項の規定により控

除すべき金額（以下この条において「寄附金

税額控除額」という。）の控除を受けようと

するものを除く。以下この条において「給与

所得等以外の所得を有しなかつた者」とい

う。）及び第１７条第２項に規定する者（施

行規則第２条の２第１項の表の上欄の(2)に

掲げる者を除く。）については、この限りで

所得を有しなかつた者で社会保険料控除額

（令第４８条の９の７に規定するものを除

く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生命

保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学生

控除額、配偶者特別控除額（所得割の納税義

務者（前年の合計所得金額が９００万円以下

であるものに限る。）の法第３１４条の２第

１項第１０号の２に規定する自己と生計を

一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５

万円以下であるものに限る。）で控除対象配

偶者に該当しないものに係るものを除く。）、

法第３１４条の２第４項に規定する扶養控

除額若しくは特定親族特別控除額（特定親族

（同条第１項第１２号に規定する特定親族

をいう。第２８条の３の２第１項第３号及び

第２８条の３の３第１項において同じ。）（前

年の合計所得金額が８５万円以下であるも

のに限る。）に係るものを除く。）の控除又

はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療

費控除額の控除、法第３１３条第８項に規定

する純損失の金額の控除、同条第９項に規定

する純損失若しくは雑損失の金額の控除若

しくは第２６条の８第１項（同項第２号に掲

げる寄附金（特定非営利活動促進法（平成１

０年法律第７号）第２条第３項に規定する認

定特定非営利活動法人及び同条第４項に規

定する特例認定特定非営利活動法人に対す

るものを除く。）に係る部分を除く。）及び

第２項の規定により控除すべき金額（以下こ

の条において「寄附金税額控除額」という。）

の控除を受けようとするものを除く。以下こ

の条において「給与所得等以外の所得を有し

なかつた者」という。）及び第１７条第２項

に規定する者（施行規則第２条の２第１項の

表の上欄の(2)に掲げる者を除く。）について

は、この限りでない。 
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ない。 

２～８ （略） ２～８ （略） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書） 

第２８条の３の２ 所得税法第１９４条第１

項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者（以下この条におい

て「給与所得者」という。）で市内に住所を

有するものは、当該申告書の提出の際に経由

すべき同項に規定する給与等の支払者（以下

この条において「給与支払者」という。）か

ら毎年最初に給与の支払を受ける日の前日

までに、施行規則で定めるところにより、次

に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与

支払者を経由して市長に提出しなければな

らない。 

第２８条の３の２ 所得税法第１９４条第１

項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者（以下この条におい

て「給与所得者」という。）で市内に住所を

有するものは、当該申告書の提出の際に経由

すべき同項に規定する給与等の支払者（以下

この条において「給与支払者」という。）か

ら毎年最初に給与の支払を受ける日の前日

までに、施行規則で定めるところにより、次

に掲げる事項を記載した申告書を、当該給与

支払者を経由して市長に提出しなければな

らない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が

１，０００万円以下であるものに限る。）

の自己と生計を一にする配偶者（法第３１

３条第３項に規定する青色事業専従者に

該当するもので同項に規定する給与の支

払を受けるもの及び同条第４項に規定す

る事業専従者に該当するものを除く。次条

第１項第２号において同じ。）（合計所得

金額が１３３万円以下であるものに限

る。）の氏名 

(2) 所得割の納税義務者（合計所得金額が

１，０００万円以下であるものに限る。）

の自己と生計を一にする配偶者（法第３１

３条第３項に規定する青色事業専従者に

該当するもので同項に規定する給与の支

払を受けるもの及び同条第４項に規定す

る事業専従者に該当するものを除き、合計

所得金額が１３３万円以下であるものに

限る。次条第１項において同じ。）の氏名 

(3)・(4) （略） (3)・(4) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定に

よる申告書の提出の際に経由すべき給与支

払者が令第４８条の９の７の２において準

用する令第８条の２の２に規定する要件を

満たす場合には、施行規則で定めるところに

より、当該申告書の提出に代えて、当該給与

５ 給与所得者は、第１項及び第３項の規定に

よる申告書の提出の際に経由すべき給与支

払者が令第４８条の９の７の２において準

用する令第８条の２の２に規定する要件を

満たす場合には、施行規則で定めるところに

より、当該申告書の提出に代えて、当該給与
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支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項

を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方

法であつて施行規則で定めるものをいう。次

条第５項及び第３４条の９第３項において

同じ。）により提供することができる。 

支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項

を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する

方法その他の情報通信の技術を利用する方

法であつて施行規則で定めるものをいう。次

条第４項及び第３４条の９第３項において

同じ。）により提供することができる。 

６ （略） ６ （略） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族等申告書） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族等申告書） 

第２８条の３の３ 次に掲げる者（以下この条

において「公的年金等受給者」という。）は、

公的年金等支払者（所得税法第２０３条の６

第１項に規定する申告書の提出の際に経由

すべき同項に規定する公的年金等（以下この

項において「公的年金等」という。）の支払

者をいう。以下この条において同じ。）から

毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の

前日までに、施行規則で定めるところによ

り、次項各号に掲げる事項を記載した申告書

を、当該公的年金等支払者を経由して、市長

に提出しなければならない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２８条の３の３ 所得税法第２０３条の６

第１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者又は法の施行

地において同項に規定する公的年金等（所得

税法第２０３条の７の規定の適用を受ける

ものを除く。以下この項において「公的年金

等」という。）の支払を受ける者であつて、

特定配偶者（所得割の納税義務者（合計所得

金額が９００万円以下であるものに限る。）

の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等

（第３４条の２に規定する退職手当等に限

る。以下この項において同じ。）に係る所得

を有する者であつて、合計所得金額が９５万

円以下であるものに限る。）をいう。第２号

において同じ。）又は扶養親族（年齢１６歳

未満の者又は控除対象扶養親族であつて退

職手当等に係る所得を有する者に限る。）若

しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有

する者であつて、合計所得金額が８５万円以

下であるものに限る。）を有する者（以下こ

の条において「公的年金等受給者」という。）

で市内に住所を有するものは、当該申告書の

提出の際に経由すべき所得税法第２０３条

の６第１項に規定する公的年金等の支払者

（以下この条において「公的年金等支払者」

という。）から毎年最初に公的年金等の支払

を受ける日の前日までに、施行規則で定める
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ところにより、次に掲げる事項を記載した申

告書を、当該公的年金等支払者を経由して市

長に提出しなければならない。 

(1) 所得税法第２０３条の６第１項の規定

により同項に規定する申告書を提出しな

ければならない者 

(1) 当該公的年金等支払者の名称 

 

 

(2) 法の施行地において公的年金等（所得税

法第２０３条の７の規定の適用を受ける

ものを除く。）の支払を受ける第２３条第

１項第１号に掲げる者であつて、特定配偶

者（所得割の納税義務者（合計所得金額が

９００万円以下であるものに限る。）の自

己と生計を一にする配偶者（合計所得金額

が９５万円以下であるものに限る。）をい

う。次号及び次項第３号において同じ。）

（退職手当等（第５３条の２に規定する退

職手当等に限る。以下この号において同

じ。）に係る所得を有する者に限る。）又

は扶養親族（年齢１６歳未満の者又は控除

対象扶養親族であつて退職手当等に係る

所得を有する者に限る。）若しくは特定親

族（退職手当等に係る所得を有する者であ

つて、合計所得金額が８５万円以下である

ものに限る。）を有する者 

(2) 特定配偶者の氏名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 法の施行地において公的年金等（所得税

法第２０３条の７の規定の適用を受ける

ものに限る。）の支払を受ける第２３条第

１項第１号に掲げる者（当該年中に支払を

受けるべき当該公的年金等の額がその年

最初に当該公的年金等の支払を受けるべ

き日の前日の現況において令第４８条の

９の７の３に定める金額に満たない者を

除く。）であつて、障害者、寡婦若しくは

ひとり親に該当する者又は特定配偶者若

しくは扶養親族（年齢１６歳未満の者又は

(3) 扶養親族又は特定親族の氏名 
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控除対象扶養親族に限る。）若しくは特定

親族（合計所得金額が８５万円以下である

ものに限る。）を有する者 

 (4) その他施行規則で定める事項 

２ 前項の規定による申告書の記載事項は、次

に掲げる事項とする。 

 

 

(1) 公的年金等支払者の名称  

(2) 公的年金等受給者が、法第３１４条の２

第１項第６号に規定する特別障害者又は

その他の障害者に該当する場合にはその

旨及びその該当する事実並びに寡婦又は

ひとり親に該当する場合にはその旨 

 

(3) 特定配偶者の氏名  

(4) 扶養親族又は特定親族の氏名  

(5) その他施行規則で定める事項  

３ 第１項又は法第３１７条の３の３第１項

の規定による申告書を公的年金等支払者を

経由して提出する場合において、当該申告書

に記載すべき事項がその年の前年において

当該公的年金等支払者を経由して提出した

第１項又は同条第１項の規定による申告書

に記載した事項と異動がないときは、公的年

金等受給者は、当該公的年金等支払者が所得

税法第２０３条の６第２項に規定する国税

庁長官の承認を受けている場合に限り、施行

規則で定めるところにより、第１項又は法第

３１７条の３の３第１項の規定により記載

すべき事項に代えて当該異動がない旨を記

載した第１項又は同条第１項の規定による

申告書を提出することができる。 

２ 前項又は法第３１７条の３の３第１項の

規定による申告書を公的年金等支払者を経

由して提出する場合において、当該申告書に

記載すべき事項がその年の前年において当

該公的年金等支払者を経由して提出した前

項又は法第３１７条の３の３第１項の規定

による申告書に記載した事項と異動がない

ときは、公的年金等受給者は、当該公的年金

等支払者が所得税法第２０３条の６第２項

に規定する国税庁長官の承認を受けている

場合に限り、施行規則で定めるところによ

り、前項又は法第３１７条の３の３第１項の

規定により記載すべき事項に代えて当該異

動がない旨を記載した前項又は法第３１７

条の３の３第１項の規定による申告書を提

出することができる。 

４ （略） ３ （略） 

５ 公的年金等受給者は、第１項の規定による ４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による
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申告書の提出の際に経由すべき公的年金等

支払者が令第４８条の９の８において準用

する令第８条の２の２に規定する要件を満

たす場合には、施行規則で定めるところによ

り、当該申告書の提出に代えて、当該公的年

金等支払者に対し、当該申告書に記載すべき

事項を電磁的方法により提供することがで

きる。 

申告書の提出の際に経由すべき公的年金等

支払者が令第４８条の９の７の３において

準用する令第８条の２の２に規定する要件

を満たす場合には、施行規則で定めるところ

により、当該申告書の提出に代えて、当該公

的年金等支払者に対し、当該申告書に記載す

べき事項を電磁的方法により提供すること

ができる。 

６ 前項の規定の適用がある場合における第

４項の規定の適用については、同項中「申告

書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項

を」と、「公的年金等支払者に受理されたと

き」とあるのは「公的年金等支払者が提供を

受けたとき」と、「受理された日」とあるの

は「提供を受けた日」とする。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第

３項の規定の適用については、同項中「申告

書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項

を」と、「公的年金等支払者に受理されたと

き」とあるのは「公的年金等支払者が提供を

受けたとき」と、「受理された日」とあるの

は「提供を受けた日」とする。 

（個人の市民税の納期前の納付）  

第３２条 個人の市民税の納税者は、納税通知

書に記載された納付額のうち到来した納期

に係る納付額に相当する金額の税金を納付

しようとする場合においては、当該納期の後

の納期に係る納付額に相当する金額の税金

をあわせて納付することができる。 

第３２条 削除 

（固定資産税の免税点） （固定資産税の免税点） 

第４２条 同一の者についてその者の所有に

係る土地、家屋又は償却資産に対して課する

固定資産税の課税標準となるべき額の合計

額が土地又は家屋にあつては３０万円、償却

資産にあつては１８０万円に満たない場合

においては、固定資産税を課さない。 

第４２条 同一の者についてその者の所有に

係る土地、家屋又は償却資産に対して課する

固定資産税の課税標準となるべき額の合計

額が土地にあつては３０万円、家屋にあつて

は２０万円、償却資産にあつては１５０万円

に満たない場合においては、固定資産税を課

さない。 

（施行規則第１５条の３第３項並びに第１

５条の３の２第４項及び第５項の規定によ

る補正の方法の申出） 

（施行規則第１５条の３第３項並びに第１

５条の３の２第４項及び第５項の規定によ

る補正の方法の申出） 

第４２条の６ 施行規則第１５条の３第３項

並びに第１５条の３の２第４項及び第５項

第４２条の６ 施行規則第１５条の３第３項

並びに第１５条の３の２第４項及び第５項
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の規定による補正の方法の申出は、当該家屋

に係る区分所有者の代表者が毎年１月３１

日までに次の各号に掲げる事項を記載した

申出書を市長に提出して行わなければなら

ない。 

の規定による補正の方法の申出は、当該家屋

に係る区分所有者の代表者が毎年１月３１

日までに次の各号に掲げる事項を記載した

申出書を市長に提出して行わなければなら

ない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番

号（行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律第２

条第５項に規定する個人番号をいい、当該

書類を提出する者の同項に規定する個人

番号に限る。以下固定資産税について同

じ。）又は法人番号（同条第１６項に規定

する法人番号をいう。以下固定資産税につ

いて同じ。）（個人番号又は法人番号を有

しない者にあつては、住所及び氏名又は名

称） 

(1) 代表者の住所 （法人にあつては、所在地）

及び氏名（法人にあつては、名称及び代表

者氏名） 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（法第３５２条の２第５項及び第６項の規

定による固定資産税額の按分の申出） 

（法第３５２条の２第５項及び第６項の規

定による固定資産税額の按分の申出） 

第４２条の６の２ 法第３５２条の２第５項

の規定による同条第１項第１号に掲げる要

件に該当する同項に規定する共用土地で同

項第２号に掲げる要件に該当しないものに

係る固定資産税額の按
あん

分の申出は、同項に規

定する共用土地納税義務者の代表者が毎年

１月３１日までに次の各号に掲げる事項を

記載した申出書を市長に提出して行わなけ

ればならない。 

第４２条の６の２ 法第３５２条の２第５項

の規定による同条第１項第１号に掲げる要

件に該当する同項に規定する共用土地で同

項第２号に掲げる要件に該当しないものに

係る固定資産税額の按
あん

分の申出は、同項に規

定する共用土地納税義務者の代表者が毎年

１月３１日までに次の各号に掲げる事項を

記載した申出書を市長に提出して行わなけ

ればならない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番

号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有

しない者にあつては、住所及び氏名又は名

称） 

(1) 代表者の住所 （法人にあつては、所在地）

及び氏名（法人にあつては、名称及び代表者

氏名） 

(2)～(5) （略） (2)～(5) （略） 

２ 法第３５２条の２第６項に規定する特定 ２ 法第３５２条の２第６項に規定する特定
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被災共用土地（以下この項及び次項において

「特定被災共用土地」という。）に係る固定

資産税額の按分の申出は、同条第６項に規定

する特定被災共用土地納税義務者（第５号及

び第４項において「特定被災共用土地納税義

務者」という。）の代表者が法第３４９条の

３の３第１項に規定する被災年度（第３号及

び第５５条の２において「被災年度」とい

う。）の翌年度又は翌々年度（法第３４９条

の３の３第１項に規定する避難の指示等（第

５５条の２において「避難の指示等」とい

う。）が行われた場合において、法第３４９

条の３の３第１項に規定する避難等解除日

（以下この項及び第５５条の２において「避

難等解除日」という。）の属する年が法第３

４９条の３の３第１項に規定する被災年（第

５５条の２において「被災年」という。）の

翌年以後の年であるときは、当該被災年度の

翌年度から避難等解除日の属する年の１月

１日から起算して３年を経過する日を賦課

期日とする年度までの各年度とし、法第３４

９条の３の３第１項に規定する被災市街地

復興推進地域（第５５条の２において「被災

市街地復興推進地域」という。）が定められ

た場合（避難の指示等が行われた場合におい

て、避難等解除日の属する年が被災年の翌年

以後の年であるときを除く。第５５条の２に

おいて同じ。）には、当該被災年度の翌年度

から被災年の１月１日から起算して４年を

経過する日を賦課期日とする年度までの各

年度とする。）の初日の属する年の１月３１

日までに次の各号に掲げる事項を記載し、か

つ、第４号に掲げる事実を証する書類を添付

した申出書を市長に提出して行わなければ

ならない。 

被災共用土地（以下この項及び次項において

「特定被災共用土地」という。）に係る固定

資産税額の按分の申出は、同条第６項に規定

する特定被災共用土地納税義務者（第５号及

び第４項において「特定被災共用土地納税義

務者」という。）の代表者が法第３４９条の

３の３第１項に規定する被災年度（第３号及

び第５５条の２において「被災年度」とい

う。）の翌年度又は翌々年度（法第３４９条

の３の３第１項に規定する避難の指示等（第

５５条の２において「避難の指示等」とい

う。）が行われた場合において、法第３４９

条の３の３第１項に規定する避難等解除日

（以下この項及び第５５条の２において「避

難等解除日」という。）の属する年が法第３

４９条の３の３第１項に規定する被災年（第

５５条の２において「被災年」という。）の

翌年以後の年であるときは、当該被災年度の

翌年度から避難等解除日の属する年の１月

１日から起算して３年を経過する日を賦課

期日とする年度までの各年度とし、法第３４

９条の３の３第１項に規定する被災市街地

復興推進地域（第５５条の２において「被災

市街地復興推進地域」という。）が定められ

た場合（避難の指示等が行われた場合におい

て、避難等解除日の属する年が被災年の翌年

以後の年であるときを除く。第５５条の２に

おいて同じ。）には、当該被災年度の翌年度

から被災年の１月１日から起算して４年を

経過する日を賦課期日とする年度までの各

年度とする。）の初日の属する年の１月３１

日までに次の各号に掲げる事項を記載し、か

つ、第４号に掲げる事実を証する書類を添付

した申出書を市長に提出して行わなければ

ならない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番 (1) 代表者の住所 （法人にあつては、所在地）
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号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあつては、住所及び氏名又は

名称） 

及び氏名（法人にあつては、名称及び代表

者氏名） 

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

（固定資産税の納期前の納付） （固定資産税の納期前の納付） 

第５１条 固定資産税の納税者は、納税通知書

に記載された納付額のうち到来した納期に

係る納付額に相当する金額の税金を納付し

ようとする場合においては、当該納期の後の

納期に係る納付額に相当する金額の税金を

あわせて納付することができる。 

第５１条 削除 

（固定資産税の減免） （固定資産税の減免） 

第５２条 （略） 第５２条 （略） 

２ 前項の規定により固定資産税の減免を受

けようとする者は、納期限までに、次に掲げ

る事項を記載した申請書にその減免を受け

ようとする事由を証明する書類を添付して

市長に提出しなければならない。ただし、市

長が、当該者が所有する固定資産が同項各号

のいずれかに該当することが明らかであり、

かつ、固定資産税を減免する必要があると認

める場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定により固定資産税の減免を受

けようとする者は、納期限までに、次に掲げ

る事項を記載した申請書にその減免を受け

ようとする事由を証明する書類を添付して

市長に提出しなければならない。ただし、市

長が、当該者が所有する固定資産が同項各号

のいずれかに該当することが明らかであり、

かつ、固定資産税を減免する必要があると認

める場合は、この限りでない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所 （法人にあつては、所

在地）及び氏名（法人にあつては、名称及

び代表者氏名） 

(2)～(5) （略） (2)～(5) （略） 

３ （略） ３ （略） 

（住宅用地の申告） （住宅用地の申告） 

第５５条 賦課期日において、住宅用地を所有

する者は、当該年度の前年度に係る賦課期日

から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、

その申告すべき事項に異動がない場合を除

第５５条 賦課期日において、住宅用地を所有

する者は、当該年度の前年度に係る賦課期日

から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、

その申告すべき事項に異動がない場合を除
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き、当該年度の初日の属する年の１月１０日

までに次の各号に掲げる事項を記載した申

告書を市長に提出しなければならない。 

き、当該年度の初日の属する年の１月１０日

までに次の各号に掲げる事項を記載した申

告書を市長に提出しなければならない。 

(1) 住宅用地の所有者の住所、氏名又は名称

及び個人番号又は法人番号（個人番号又は

法人番号を有しない者にあつては、住所及

び氏名又は名称） 

(1) 住宅用地の所有者の住所 （法人にあつて

は、所在地）及び氏名（法人にあつては、

名称及び代表者氏名） 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（被災住宅用地の申告） （被災住宅用地の申告） 

第５５条の２ 法第３４９条の３の３第１項

（同条第２項において準用する場合及び同

条第３項（同条第４項において準用する場合

を含む。）の規定により読み替えて適用され

る場合を含む。第５号及び次項において同

じ。）の規定の適用を受けようとする者は、

被災年度の翌年度又は翌々年度（避難の指示

等が行われた場合において、避難等解除日の

属する年が被災年の翌年以後の年であると

きは、当該被災年度の翌年度から避難等解除

日の属する年の１月１日から起算して３年

を経過する日を賦課期日とする年度までの

各年度とし、被災市街地復興推進地域が定め

られた場合には、当該被災年度の翌年度から

被災年の１月１日から起算して４年を経過

する日を賦課期日とする年度までの各年度

とする。）の初日の属する年の１月３１日ま

でに次に掲げる事項を記載し、かつ、第４号

に掲げる事実を証する書類を添付した申告

書を市長に提出しなければならない。 

第５５条の２ 法第３４９条の３の３第１項

（同条第２項において準用する場合及び同

条第３項（同条第４項において準用する場合

を含む。）の規定により読み替えて適用され

る場合を含む。第５号及び次項において同

じ。）の規定の適用を受けようとする者は、

被災年度の翌年度又は翌々年度（避難の指示

等が行われた場合において、避難等解除日の

属する年が被災年の翌年以後の年であると

きは、当該被災年度の翌年度から避難等解除

日の属する年の１月１日から起算して３年

を経過する日を賦課期日とする年度までの

各年度とし、被災市街地復興推進地域が定め

られた場合には、当該被災年度の翌年度から

被災年の１月１日から起算して４年を経過

する日を賦課期日とする年度までの各年度

とする。）の初日の属する年の１月３１日ま

でに次に掲げる事項を記載し、かつ、第４号

に掲げる事実を証する書類を添付した申告

書を市長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称）並びに当該納税義務者が令第５

２条の１３第１項第３号から第５号まで

(1) 納税義務者の住所 （法人にあつては、所

在地）及び氏名（法人にあつては、名称及

び代表者氏名）並びに当該納税義務者が令

第５２条の１３第１項第３号から第５号

まで又は第３項第３号から第５号までに
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又は第３項第３号から第５号までに掲げ

る者である場合にあつては、同条第１項第

１号若しくは第２号又は第３項第１号若

しくは第２号に掲げる者との関係 

掲げる者である場合にあつては、同条第１

項第１号若しくは第２号又は第３項第１

号若しくは第２号に掲げる者との関係 

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

２ （略） ２ （略） 

（現所有者の申告） （現所有者の申告） 

第５５条の３ 現所有者（法第３８４条の３に

規定する現所有者をいう。以下この条及び次

条において同じ。）は、現所有者であること

を知つた日の翌日から３月を経過した日ま

でに次の各号に掲げる事項を記載した申告

書を市長に提出しなければならない。 

第５５条の３ 現所有者（法第３８４条の３に

規定する現所有者をいう。以下この条及び次

条において同じ。）は、現所有者であること

を知つた日の翌日から３月を経過した日ま

でに次の各号に掲げる事項を記載した申告

書を市長に提出しなければならない。 

(1) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又

は名称、次号に規定する個人との関係及び

個人番号又は法人番号(個人番号又は法人

番号を有しない者にあつては、住所、氏名

又は名称及び同号に規定する個人との関

係) 

(1) 土地又は家屋の現所有者の住所 （法人に

あつては、所在地）、氏名（法人にあつて

は、名称及び代表者氏名）及び次号に規定

する個人との関係 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

（軽自動車税の納税義務者等） （軽自動車税の納税義務者等） 

第６４条 軽自動車税は、軽自動車等に対し、

その所有者に課する。 

第６４条 軽自動車税は、三輪以上の軽自動車

に対し、当該三輪以上の軽自動車の取得者に

環境性能割によつて、軽自動車等に対し、当

該軽自動車等の所有者に種別割によつて課

する。 

 ２ 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取

得者には、法第４４３条第２項に規定する者

を含まないものとする。 

２ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第１

項の規定により軽自動車税を課することが

できない者である場合には、前項の規定にか

かわらず、当該軽自動車等の使用者に軽自動

車税を課する。ただし、公用又は公共の用に

３ 軽自動車等の所有者が法第４４５条第１

項の規定により種別割を課することができ

ない者である場合には、第１項の規定にかか

わらず、その使用者に課する。ただし、公用

又は公共の用に供する軽自動車等について
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供する軽自動車等については、この限りでな

い。 

は、これを課さない。 

（軽自動車税のみなす課税） （軽自動車税のみなす課税） 

第６５条 軽自動車等の売買契約において売

主が当該軽自動車等の所有権を留保してい

る場合には、買主を軽自動車等の所有者とみ

なして、軽自動車税を課する。 

第６５条 軽自動車等の売買契約において売

主が当該軽自動車等の所有権を留保してい

る場合には、軽自動車税の賦課徴収について

は、買主を前条第１項に規定する三輪以上の

軽自動車の取得者（以下この節において「三

輪以上の軽自動車の取得者」という。）又は

軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税

を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係

る軽自動車等について、買主の変更があつた

ときは、新たに買主となる者を軽自動車等の

所有者とみなして、軽自動車税を課する。 

２ 前項の規定の適用を受ける売買契約に係

る軽自動車等について、買主の変更があつた

ときは、新たに買主となる者を三輪以上の軽

自動車の取得者又は軽自動車等の所有者と

みなして、軽自動車税を課する。 

 ３ 法第４４４条第３項に規定する販売業者

等（以下この項において「販売業者等」とい

う。）が、その製造により取得した三輪以上

の軽自動車又はその販売のためその他運行

（道路運送車両法第２条第５項に規定する

運行をいう。次項において同じ。）以外の目

的に供するため取得した三輪以上の軽自動

車について、当該販売業者等が、法第４４４

条第３項に規定する車両番号の指定を受け

た場合（当該車両番号の指定前に第１項の規

定の適用を受ける売買契約の締結が行われ

た場合を除く。）には、当該販売業者等を三

輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境

性能割を課する。 

 ４ 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取

得した者が、当該三輪以上の軽自動車を法の

施行地内に持ち込んで運行の用に供した場

合には、当該三輪以上の軽自動車を運行の用

に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者
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とみなして、環境性能割を課する。 

 （環境性能割の課税標準） 

 第６５条の３ 環境性能割の課税標準は、三輪

以上の軽自動車の取得のために通常要する

価額として施行規則第１５条の１０に定め

るところにより算定した金額とする。 

 （環境性能割の税率） 

 第６５条の４ 次の各号に掲げる三輪以上の

軽自動車に対して課する環境性能割の税率

は、当該各号に定める率とする。 

 (1) 法第４５１条第１項（同条第４項又は第

５項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受けるもの １００分の１ 

 (2) 法第４５１条第２項（同条第４項又は第

５項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受けるもの １００分の２ 

 (3) 法第４５１条第３項の規定の適用を受

けるもの １００分の３ 

 （環境性能割の徴収の方法） 

 第６５条の５ 環境性能割の徴収については、

申告納付の方法によらなければならない。 

 （環境性能割の申告納付） 

 第６５条の６ 環境性能割の納税義務者は、法

第４５４条第１項各号に掲げる三輪以上の

軽自動車の区分に応じ、当該各号に定める時

又は日までに、施行規則第３３号の４様式に

よる申告書を市長に提出するとともに、その

申告に係る環境性能割額を納付しなければ

ならない。 

 ２ 三輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割

の納税義務者を除く。）は、法第４５４条第

１項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める時又は日までに、施行規則第３３号の４

様式による報告書を市長に提出しなければ
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ならない。 

 （環境性能割に係る不申告等に関する過料） 

 第６５条の７ 環境性能割の納税義務者が前

条の規定により申告し、又は報告すべき事項

について正当な事由がなくて申告又は報告

をしなかつた場合には、その者に対し、１０

万円以下の過料を科する。 

 ２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定

める。 

 ３ 第１項の過料を徴収する場合において発

する納入通知書に指定すべき納期限は、その

発付の日から１０日以内とする。 

 （環境性能割の減免） 

 第６５条の８ 市長は、公益のため直接専用す

る三輪以上の軽自動車又は第７２条第１項

各号に掲げる軽自動車等（三輪以上のものに

限る。）のうち必要と認めるものに対しては、

環境性能割を減免する。 

 

 

２ 前項の規定による環境性能割の減免を受

けるための手続その他必要な事項について

は、規則で定める。 

（軽自動車税の税率） （種別割の税率） 

第６６条 次の各号に掲げる軽自動車等に対

して課する軽自動車税の税率は、１台につい

て、それぞれ当該各号に定める額とする。 

第６６条 次の各号に掲げる軽自動車等に対

して課する種別割の税率は、１台について、

それぞれ当該各号に定める額とする。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

（軽自動車税の課税免除） （種別割の課税免除） 

第６６条の２ 商品であつて使用しない軽自

動車等に対しては、軽自動車税を課さない。 

第６６条の２ 商品であつて使用しない軽自

動車等に対しては、種別割を課さない。 

（軽自動車税の賦課期日及び納期） （種別割の賦課期日及び納期） 

第６７条 軽自動車税の賦課期日は４月１日

とする。 

第６７条 種別割の賦課期日は４月１日とす

る。 

２ 軽自動車税の納期は５月１０日から同月 ２ 種別割の納期は５月１０日から同月３１
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３１日までとする。 日までとする。 

３ （略） ３ （略） 

（軽自動車税の徴収の方法） （種別割の徴収の方法） 

第６７条の２ 軽自動車税は普通徴収の方法

によつて徴収する。 

第６７条の２ 種別割は普通徴収の方法によ

つて徴収する。 

（軽自動車税に関する申告又は報告） （種別割に関する申告又は報告） 

第６９条 軽自動車税の納税義務者である軽

自動車等の所有者又は使用者（以下この節に

おいて「軽自動車等の所有者等」という。）

は、軽自動車等の所有者等となつた日から１

５日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車

の所有者又は使用者にあつては、施行規則第

３３号の４様式による申告書、原動機付自転

車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者

にあつては、施行規則第３３号の５様式によ

る申告書並びにその者の住所を証明すべき

書類を市長に提出しなければならない。 

第６９条 種別割の納税義務者である軽自動

車等の所有者又は使用者（以下この節におい

て「軽自動車等の所有者等」という。）は、

軽自動車等の所有者等となつた日から１５

日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動車の

所有者又は使用者にあつては、施行規則第３

３号の４の２様式による申告書、原動機付自

転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用

者にあつては、施行規則第３３号の５様式に

よる申告書並びにその者の住所を証明すべ

き書類を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事

項について変更があつた場合においては、そ

の事由が生じた日から１５日以内に、当該変

更があつた事項について軽自動車及び二輪

の小型自動車の所有者又は使用者にあつて

は、施行規則第３３号の４様式による申告書

並びに原動機付自転車及び小型特殊自動車

の所有者又は使用者にあつては、施行規則第

３３号の５様式による申告書を市長に提出

しなければならない。ただし、次項の規定に

より申告書を提出すべき場合については、こ

の限りでない。 

２ 前項の申告書を提出した者は、当該申告事

項について変更があつた場合においては、そ

の事由が生じた日から１５日以内に、当該変

更があつた事項について軽自動車及び二輪

の小型自動車の所有者又は使用者にあつて

は、施行規則第３３号の４の２様式による申

告書並びに原動機付自転車及び小型特殊自

動車の所有者又は使用者にあつては、施行規

則第３３号の５様式による申告書を市長に

提出しなければならない。ただし、次項の規

定により申告書を提出すべき場合について

は、この限りでない。 

３ 軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、

軽自動車等の所有者等でなくなつた日から

３０日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動

車の所有者又は使用者にあつては、施行規則

第３３号の４様式による申告書並びに原動

機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又

３ 軽自動車等の所有者等でなくなつた者は、

軽自動車等の所有者等でなくなつた日から

３０日以内に、軽自動車及び二輪の小型自動

車の所有者又は使用者にあつては、施行規則

第３３号の４の２様式による申告書並びに

原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有
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は使用者にあつては、施行規則第３４号様式

による申告書を市長に提出しなければなら

ない。 

者又は使用者にあつては、施行規則第３４号

様式による申告書を市長に提出しなければ

ならない。 

４ （略） ４ （略） 

（軽自動車税に係る不申告等に関する過料） （種別割に係る不申告等に関する過料） 

第７０条 （略） 第７０条 （略） 

（軽自動車税の減免） （種別割の減免） 

第７１条 市長は公益のため直接専用する軽

自動車等のうち必要と認めるものに対して

は、軽自動車税を減免する。 

第７１条 市長は公益のため直接専用する軽

自動車等のうち必要と認めるものに対して

は、種別割を減免する。 

２ 前項の規定によつて軽自動車税の減免を

受けようとする者は納期限までに、当該軽自

動車等について減免を受けようとする税額

及び次の各号に掲げる事項を記載した申請

書に減免を必要とする事由を証明する書類

を添付してこれを市長に提出しなければな

らない。 

２ 前項の規定によつて種別割の減免を受け

ようとする者は納期限までに、当該軽自動車

等について減免を受けようとする税額及び

次の各号に掲げる事項を記載した申請書に

減免を必要とする事由を証明する書類を添

付してこれを市長に提出しなければならな

い。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務

所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称

及び個人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関す

る法律第２条第５項に規定する個人番号

をいう。以下この号及び次条において同

じ。）又は法人番号（同法第２条第１６項に

規定する法人番号をいう。以下この号にお

いて同じ。）（個人番号又は法人番号を有し

ない者にあつては、住所又は事務所若しく

は事業所の所在地及び氏名又は名称） 

(2) 軽自動車等の所有者等の住所 （法人にあ

つては、所在地）及び氏名（法人にあつて

は、名称及び代表者氏名） 

(3)～(8) （略） (3)～(8) （略） 

３ 第１項の規定によつて軽自動車税の減免

を受けた者は、その事由が消滅した場合にお

いては、直ちにその旨を市長に申告しなけれ

ばならない。 

３ 第１項の規定によつて種別割の減免を受

けた者は、その事由が消滅した場合において

は、直ちにその旨を市長に申告しなければな

らない。 
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（身体障害者等に対する軽自動車税の減免） （身体障害者等に対する種別割の減免） 

第７２条 市長は、次の各号に掲げる軽自動車

等のうち必要と認めるものに対しては、軽自

動車税を減免する。 

第７２条 市長は、次の各号に掲げる軽自動車

等のうち必要と認めるものに対しては、種別

割を減免する。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

２ 前項第１号の規定によつて軽自動車税の

減免を受けようとする者は、納期限までに、

市長に対して、身体障害者福祉法（昭和２４

年法律第２８３号）第１５条の規定により交

付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援護

法（昭和３８年法律第１６８号）第４条の規

定により戦傷病者手帳の交付を受けている

者で身体障害者手帳の交付を受けていない

ものにあつては、戦傷病者手帳とする。以下

この項において「身体障害者手帳」という。）、

県から交付された療育手帳（以下この項にお

いて「療育手帳」という。）又は精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年

法律第１２３号）第４５条の規定により交付

された精神障害者保健福祉手帳（以下この項

において「精神障害者保健福祉手帳」とい

う。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１

０５号）第９２条の規定により交付された身

体障害者若しくは身体障害者等と生計を一

にする者若しくは身体障害者等（身体障害者

等のみで構成される世帯の者に限る。）を常

時介護する者の運転免許証（以下この項にお

いて「運転免許証」という。）又はこれらの

者の特定免許情報（同法第９５条の２第２項

に規定する特定免許情報をいう。次項におい

て同じ。）が記録された免許情報記録個人番

号カード（同法第９５条の２第４項に規定す

る免許情報記録個人番号カードをいう。次項

において同じ。）を提示するとともに、次の

各号に掲げる事項を記載した申請書に減免

を必要とする理由を証明する書類を添付し

２ 前項第１号の規定によつて種別割の減免

を受けようとする者は、納期限までに、市長

に対して、身体障害者福祉法（昭和２４年法

律第２８３号）第１５条の規定により交付さ

れた身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法

（昭和３８年法律第１６８号）第４条の規定

により戦傷病者手帳の交付を受けている者

で身体障害者手帳の交付を受けていないも

のにあつては、戦傷病者手帳とする。以下こ

の項において「身体障害者手帳」という。）、

県から交付された療育手帳（以下この項にお

いて「療育手帳」という。）又は精神保健及

び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年

法律第１２３号）第４５条の規定により交付

された精神障害者保健福祉手帳（以下この項

において「精神障害者保健福祉手帳」とい

う。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１

０５号）第９２条の規定により交付された身

体障害者若しくは身体障害者等と生計を一

にする者若しくは身体障害者等（身体障害者

等のみで構成される世帯の者に限る。）を常

時介護する者の運転免許証（以下この項にお

いて「運転免許証」という。）又はこれらの

者の特定免許情報（同法第９５条の２第２項

に規定する特定免許情報をいう。次項におい

て同じ。）が記録された免許情報記録個人番

号カード（同法第９５条の２第４項に規定す

る免許情報記録個人番号カードをいう。次項

において同じ。）を提示するとともに、次の

各号に掲げる事項を記載した申請書に減免

を必要とする理由を証明する書類を添付し
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て、提出しなければならない。 て、提出しなければならない。 

(1) 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番

号 （個人番号を有しない者にあつては、氏

名及び住所）並びに減免を受ける者が身体

障害者等と生計を一にする者である場合

には、当該身体障害者等との関係 

(1) 減免を受ける者の氏名及び住所並びに

減免を受ける者が身体障害者等と生計を

一にする者である場合には、当該身体障害

者等との関係 

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

３ （略） ３ （略） 

４ 第１項第２号の規定によつて軽自動車税

の減免を受けようとする者は、納期限まで

に、市長に対して、当該軽自動車等の提示（市

長が、当該軽自動車等の提示に代わると認め

る書類の提出がある場合には、当該書類の提

出）をするとともに、前条第２項各号に掲げ

る事項を記載した申請書を提出しなければ

ならない。 

４ 第１項第２号の規定によつて種別割の減

免を受けようとする者は、納期限までに、市

長に対して、当該軽自動車等の提示（市長が、

当該軽自動車等の提示に代わると認める書

類の提出がある場合には、当該書類の提出）

をするとともに、前条第２項各号に掲げる事

項を記載した申請書を提出しなければなら

ない。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定によつ

て軽自動車税の減免を受けている者につい

て準用する。 

５ 前条第３項の規定は、第１項の規定によつ

て種別割の減免を受けている者について準

用する。 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標

識の交付等） 

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標

識の交付等） 

第７３条 （略） 第７３条 （略） 

２ 法第４４５条若しくは第６５条の２又は

第６４条第２項ただし書の規定によつて軽

自動車税を課することのできない原動機付

自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使

用者は、その主たる定置場が市内に所在する

こととなつたときは、その事由が発生した日

から１５日以内に、市長に対し、規則で定め

る様式による申請書を提出し、かつ、当該原

動機付自転車又は小型特殊自動車の提示を

して、その車体に取り付けるべき標識の交付

を受けなければならない。軽自動車税を課さ

れるべき原動機付自転車又は小型特殊自動

車が法第４４５条若しくは第６５条の２又

２ 法第４４５条若しくは第６５条の２又は

第６４条第３項ただし書の規定によつて種

別割を課することのできない原動機付自転

車又は小型特殊自動車の所有者又は使用者

は、その主たる定置場が市内に所在すること

となつたときは、その事由が発生した日から

１５日以内に、市長に対し、規則で定める様

式による申請書を提出し、かつ、当該原動機

付自転車又は小型特殊自動車の提示をして、

その車体に取り付けるべき標識の交付を受

けなければならない。種別割を課されるべき

原動機付自転車又は小型特殊自動車が法第

４４５条若しくは第６５条の２又は第６４
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は第６４条第２項ただし書の規定によつて

軽自動車税を課されないこととなつたとき

における当該原動機付自転車又は小型特殊

自動車の所有者又は使用者についても、ま

た、同様とする。 

条第３項ただし書の規定によつて種別割を

課されないこととなつたときにおける当該

原動機付自転車又は小型特殊自動車の所有

者又は使用者についても、また、同様とする。 

３～６ （略） ３～６ （略） 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付

を受けた者は、当該原動機付自転車又は小型

特殊自動車の主たる定置場が市内に所在し

ないこととなつたとき、当該原動機付自転車

又は小型特殊自動車を所有し、若しくは使用

しないこととなつたとき又は当該原動機付

自転車又は小型特殊自動車に対して軽自動

車税が課されることとなつたときは、その事

由が発生した日から１５日以内に、市長に対

し、その標識及び証明書を返納しなければな

らない。 

７ 第２項の標識及び第３項の証明書の交付

を受けた者は、当該原動機付自転車又は小型

特殊自動車の主たる定置場が市内に所在し

ないこととなつたとき、当該原動機付自転車

又は小型特殊自動車を所有し、若しくは使用

しないこととなつたとき又は当該原動機付

自転車又は小型特殊自動車に対して種別割

が課されることとなつたときは、その事由が

発生した日から１５日以内に、市長に対し、

その標識及び証明書を返納しなければなら

ない。 

８・９ （略） ８・９ （略） 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第１２６条の３ （略） 第１２６条の３ （略） 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免

を受けようとする者は、納期限までに、次に

掲げる事項を記載した申請書にその減免を

受けようとする事由を証明する書類を添付

して市長に提出しなければならない。ただ

し、市長が、当該者が所有し、又は取得する

土地が同項各号のいずれかに該当すること

が明らかであり、かつ、特別土地保有税を減

免する必要があると認める場合は、この限り

でない。 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免

を受けようとする者は、納期限までに、次に

掲げる事項を記載した申請書にその減免を

受けようとする事由を証明する書類を添付

して市長に提出しなければならない。ただ

し、市長が、当該者が所有し、又は取得する

土地が同項各号のいずれかに該当すること

が明らかであり、かつ、特別土地保有税を減

免する必要があると認める場合は、この限り

でない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び法

人番号 （行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する法律

第2条第16項に規定する法人番号をいう。

以下この号において同じ。）（法人番号を有

(1) 納税義務者の住所 （法人にあつては、所

在地）及び氏名 （法人にあつては、名称及

び代表者氏名） 
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しない者にあつては、住所及び氏名又は名

称) 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

３ （略） ３ （略） 

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） （入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第１４０条 鉱泉浴場を経営しようとする者

は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる

事項を市長に申告しなければならない。申告

した事項に異動があつた場合においては、直

ちに、その旨を申告しなければならない。 

第１４０条 鉱泉浴場を経営しようとする者

は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる

事項を市長に申告しなければならない。申告

した事項に異動があつた場合においては、直

ちに、その旨を申告しなければならない。 

(1) 住所又は事務所若しくは事業所の所在

地、氏名又は名称及び個人番号（行政手続に

おける特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律第２条第５項に規定す

る個人番号をいう。以下この号において同

じ。）又は法人番号（同条第１６項に規定す

る法人番号をいう。以下この号において同

じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者

にあつては、住所又は事務所若しくは事業

所の所在地及び氏名又は名称） 

(1) 住所 （法人にあつては、所在地）及び氏

名（法人にあつては、名称及び代表者氏名） 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

附 則 附 則 

（特定一般用医薬品等購入費を支払つた場

合の医療費控除の特例） 

（特定一般用医薬品等購入費を支払つた場

合の医療費控除の特例） 

第３条の２ 平成３０年度以後の各年度分の

個人の市民税に限り、法附則第４条の５第３

項の規定に該当する場合における第２６条

の３の規定による控除については、その者の

選択により、同条中「同条第１項」とあるの

は「同条第１項（第２号を除く。）」と、「ま

で」とあるのは「まで並びに法附則第４条の

５第３項の規定により読み替えて適用され

る法第３１４条の２第１項（第２号に係る部

分に限る。）」として、同条の規定を適用す

第３条の２ 平成３０年度から令和９年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、法附則

第４条の５第３項の規定に該当する場合に

おける第２６条の３の規定による控除につ

いては、その者の選択により、同条中「同条

第１項」とあるのは「同条第１項（第２号を

除く。）」と、「まで」とあるのは「まで並

びに法附則第４条の５第３項の規定により

読み替えて適用される法第３１４条の２第

１項（第２号に係る部分に限る。）」として、
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ることができる。 同条の規定を適用することができる。 

 （個人の市民税の住宅借入金等特別税額控

除） 

 第３条の３ 平成２０年度から平成２８年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年分の所得税につき租

税特別措置法第４１条又は第４１条の２の

２の規定の適用を受けた場合（同法第４１条

第１項に規定する居住年（次条において「居

住年」という。）が平成１１年から平成１８

年までの各年である場合に限る。）において

は、法附則第５条の４第６項に規定するとこ

ろにより控除すべき額（第３項において「市

民税の住宅借入金等特別税額控除額」とい

う。）を、当該納税義務者の第２６条の４及

び第２６条の７の規定を適用した場合の所

得割の額から控除する。 

 ２ 前項の規定の適用がある場合における第

２６条の９及び第２６条の１０第１項の規

定の適用については、第２６条の９中「前２

条」とあるのは「前２条並びに附則第３条の

３第１項」と、同項中「前３条」とあるのは

「前３条並びに附則第３条の３第１項」とす

る。 

 ３ 第１項の規定は、市民税の所得割の納税義

務者が、当該年度の初日の属する年の３月１

５日までに、施行規則で定めるところによ

り、同項の規定の適用を受けようとする旨及

び市民税の住宅借入金等特別税額控除額の

控除に関する事項を記載した市民税住宅借

入金等特別税額控除申告書（その提出期限後

において市民税の納税通知書が送達される

時までに提出されたものを含む。）を、市長

に提出した場合（法附則第５条の４第９項の

規定により税務署長を経由して提出した場

合を含む。）に限り、適用する。 
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（個人の市民税の住宅借入金等特別税額控

除） 

 

第３条の３ 平成２２年度から令和２５年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年分の所得税につき租

税特別措置法第４１条又は第４１条の２の

２の規定の適用を受けた場合（同法第４１条

第１項に規定する居住年が平成２１年から

令和１２年までの各年である場合に限る。）

には、法附則第５条の４第５項 （同条第７項

の規定により読み替えて適用される場合を

含む。）に規定するところにより控除すべき

額を、当該納税義務者の第２６条の４及び第

２６条の７の規定を適用した場合の所得割

の額から控除する。 

第３条の３の２ 平成２２年度から令和２０

年度までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年分の所得税につ

き租税特別措置法第４１条又は第４１条の

２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が

平成１１年から平成１８年まで又は平成２

１年から令和７年までの各年である場合に

限る。）において、前条第１項の規定の適用

を受けないときは、法附則第５条の４の２第

５項 （同条第７項の規定により読み替えて適

用される場合を含む。）に規定するところに

より控除すべき額を、当該納税義務者の第２

６条の４及び第２６条の７の規定を適用し

た場合の所得割の額から控除する。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第

２６条の９及び第２６条の１０第１項の規

定の適用については、第２６条の９中「前２

条」とあるのは「前２条並びに附則第３条の

３第１項」と、第２６条の１０第１項中「前

３条」とあるのは「前３条並びに附則第３条

の３第１項」とする。 

２ 前項の規定の適用がある場合における第

２６条の９及び第２６条の１０第１項の規

定の適用については、第２６条の９中「前２

条」とあるのは「前２条並びに附則第３条の

３の２第１項」と、第２６条の１０第１項中

「前３条」とあるのは「前３条並びに附則第

３条の３の２第１項」とする。 

（寄附金税額控除における特例控除額の特

例） 

（寄附金税額控除における特例控除額の特

例） 

第３条の４ 第２６条の８の規定の適用を受

ける市民税の所得割の納税義務者が、法第３

１４条の７第１１項第２号若しくは第３号

に掲げる場合に該当する場合又は第２６条

の４第２項に規定する課税総所得金額、課税

退職所得金額及び課税山林所得金額を有し

ない場合であつて、当該納税義務者の前年中

の所得について、附則第１５条の２第１項、

附則第１６条第１項、附則第１７条第１項、

附則第１９条第１項、附則第２０条第１項、

附則第２０条の２第１項、附則第２０条の３

第３条の４ 第２６条の８の規定の適用を受

ける市民税の所得割の納税義務者が、法第３

１４条の７第１１項第２号若しくは第３号

に掲げる場合に該当する場合又は第２６条

の４第２項に規定する課税総所得金額、課税

退職所得金額及び課税山林所得金額を有し

ない場合であつて、当該納税義務者の前年中

の所得について、附則第１５条の２第１項、

附則第１６条第１項、附則第１７条第１項、

附則第１９条第１項、附則第２０条第１項、

附則第２０条の２第１項又は附則第２１条
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第１項又は附則第２１条第１項の規定の適

用を受けるときは、第２６条の８第２項に規

定する特例控除額は、同項の規定にかかわら

ず、法附則第５条の５第２項（法附則第５条

の６第３項又は第４項の規定により読み替

えて適用される場合を含む。）に定めるとこ

ろにより計算した金額とする。 

第１項の規定の適用を受けるときは、第２６

条の８第２項に規定する特例控除額は、同項

の規定にかかわらず、法附則第５条の５第２

項（法附則第５条の６第２項の規定により読

み替えて適用される場合を含む。）に定める

ところにより計算した金額とする。 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民

税の課税の特例） 

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民

税の課税の特例） 

第４条 昭和５７年度から令和１２年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り、法附則第

６条第４項に規定する場合において、第２８

条の２第１項の規定による申告書（その提出

期限後において市民税の納税通知書が送達

される時までに提出されたもの及びその時

までに提出された第２８条の３第１項の確

定申告書を含む。次項において同じ。）に肉

用牛の売却に係る租税特別措置法第２５条

第１項に規定する事業所得の明細に関する

事項の記載があるとき（これらの申告書にそ

の記載がないことについてやむを得ない理

由があると市長が認めるときを含む。次項に

おいて同じ。）は、当該事業所得に係る市民

税の所得割の額を免除する。 

第４条 昭和５７年度から令和９年度までの

各年度分の個人の市民税に限り、法附則第６

条第４項に規定する場合において、第２８条

の２第１項の規定による申告書（その提出期

限後において市民税の納税通知書が送達さ

れる時までに提出されたもの及びその時ま

でに提出された第２８条の３第１項の確定

申告書を含む。次項において同じ。）に肉用

牛の売却に係る租税特別措置法第２５条第

１項に規定する事業所得の明細に関する事

項の記載があるとき（これらの申告書にその

記載がないことについてやむを得ない理由

があると市長が認めるときを含む。次項にお

いて同じ。）は、当該事業所得に係る市民税

の所得割の額を免除する。 

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税

に限り、法附則第６条第５項に規定する場合

において、第２８条の２第１項の規定による

申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第２５条第２項第２号に規定する事業所

得の明細に関する事項の記載があるときは、

その者の前年の総所得金額に係る市民税の

所得割の額は、第２６条から第２６条の４ま

で、第２６条の７から第２６条の９まで、附

則第３条第１項、附則第３条の３第１項及び

附則第３条の４の規定にかかわらず、法附則

第６条第５項各号に掲げる金額の合計額と

２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税

に限り、法附則第６条第５項に規定する場合

において、第２８条の２第１項の規定による

申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第２５条第２項第２号に規定する事業所

得の明細に関する事項の記載があるときは、

その者の前年の総所得金額に係る市民税の

所得割の額は、第２６条から第２６条の４ま

で、第２６条の７から第２６条の９まで、附

則第３条第１項、附則第３条の３第１項、附

則第３条の３の２第１項及び附則第３条の

４の規定にかかわらず、法附則第６条第５項
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することができる。 各号に掲げる金額の合計額とすることがで

きる。 

３ （略） ３ （略） 

（個人の市民税の寄附金税額控除に係る申

告の特例等） 

（個人の市民税の寄附金税額控除に係る申

告の特例等） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

第５条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が

前年中に特例控除対象寄附金を支出し、か

つ、当該納税義務者について前条第３項の規

定による申告特例通知書の送付があつた場

合（法附則第７条第１３項の規定によりなか

つたものとみなされる場合を除く。）には、

法附則第７条の２第４項 （法附則第７条の３

第３項又は第４項の規定により読み替えて

適用される場合を含む。）に規定するところ

により控除すべき額を、第２６条の８第１項

及び第２項の規定を適用した場合の所得割

の額から控除するものとする。 

第５条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が

前年中に特例控除対象寄附金を支出し、か

つ、当該納税義務者について前条第３項の規

定による申告特例通知書の送付があつた場

合（法附則第７条第１３項の規定によりなか

つたものとみなされる場合を除く。）には、

法附則第７条の２第４項に規定するところ

により控除すべき額を、第２６条の８第１項

及び第２項の規定を適用した場合の所得割

の額から控除するものとする。 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で

定める割合） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で

定める割合） 

第６条の２ （略） 第６条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法附則第１５条第２４項第１号イに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

３ 法附則第１５条第２５項第１号イに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２４項第１号ロに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

４ 法附則第１５条第２５項第１号ロに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２４項第１号ハに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

５ 法附則第１５条第２５項第１号ハに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

６ 法附則第１５条第２４項第１号ニに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、２分の１とする。 

６ 法附則第１５条第２５項第１号ニに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 
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７ 法附則第１５条第２４項第２号に規定す

る設備について同号に規定する市の条例で

定める割合は、５分の３とする。 

７ 法附則第１５条第２５項第２号に規定す

る設備について同号に規定する市の条例で

定める割合は、７分の６とする。 

８ 法附則第１５条第２４項第３号イに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

８ 法附則第１５条第２５項第３号イに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第２４項第３号ロに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、３分の２とする。 

９ 法附則第１５条第２５項第３号ロに規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、４分の３とする。 

１０ 法附則第１５条第２４項第４号に規定

する設備について同号に規定する市の条例

で定める割合は、４分の３とする。 

１０ 法附則第１５条第２５項第３号ハに規

定する設備について同号に規定する市の条

例で定める割合は、４分の３とする。 

 １１ 法附則第１５条第２５項第４号イに規

定する設備について同号に規定する市の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

 １２ 法附則第１５条第２５項第４号ロに規

定する設備について同号に規定する市の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

 １３ 法附則第１５条第２５項第４号ハに規

定する設備について同号に規定する市の条

例で定める割合は、２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第２７項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

１４ 法附則第１５条第２８項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

１２ 法附則第１５条第３１項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

１５ 法附則第１５条第３２項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

１３ 法附則第１５条第３５項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

１６ 法附則第１５条第３６項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の２とする。 

１４ 法附則第１５条第３６項に規定する市

の条例で定める割合は、２分の１とする。 

１７ 法附則第１５条第３７項に規定する市

の条例で定める割合は、２分の１とする。 

１５ 法附則第１５条第３９項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の１とする。 

１８ 法附則第１５条第４０項に規定する市

の条例で定める割合は、３分の１とする。 

１６ 法附則第１５条第４０項に規定する市

の条例で定める割合は、４分の３とする。 

１９ 法附則第１５条第４１項に規定する市

の条例で定める割合は、４分の３とする。 

１７・１８ （略） ２０・２１ （略） 
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１９ 法附則第１５条の１１第１項に規定す

る市の条例で定める割合は、３分の１とす

る。 

 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申

告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき申

告） 

第６条の３ 法附則第１５条の６第１項又は

第２項の住宅について、これらの規定の適用

を受けようとする者は、当該年度の初日の属

する年の１月３１日までに次に掲げる事項

を記載した申告書を市長に提出しなければ

ならない。 

第６条の３ 法附則第１５条の６第１項又は

第２項の住宅について、これらの規定の適用

を受けようとする者は、当該年度の初日の属

する年の１月３１日までに次に掲げる事項

を記載した申告書を市長に提出しなければ

ならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所 （法人にあつては、所

在地）及び氏名（法人にあつては、名称及

び代表者氏名） 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

２ 法附則第１５条の７第１項又は第２項の

住宅について、これらの規定の適用を受けよ

うとする者は、当該年度の初日の属する年の

１月３１日までに次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第７条第３項に規

定する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 法附則第１５条の７第１項又は第２項の

住宅について、これらの規定の適用を受けよ

うとする者は、当該年度の初日の属する年の

１月３１日までに次に掲げる事項を記載し

た申告書に施行規則附則第７条第３項に規

定する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所 （法人にあつては、所

在地）及び氏名（法人にあつては、名称及

び代表者氏名） 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

３ （略） ３ （略） 

４ 法附則第１５条の８第１項の家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の１月３１日

までに次に掲げる事項を記載した申告書を

４ 法附則第１５条の８第１項の家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の１月３１日

までに次に掲げる事項を記載した申告書を
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市長に提出しなければならない。 市長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所 （法人にあつては、所

在地）及び氏名（法人にあつては、名称及

び代表者氏名） 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

５ 法附則第１５条の８第２項の貸家住宅に

ついて、同項の規定の適用を受けようとする

者は、当該年度の初日の属する年の１月３１

日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、高

齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１

３年法律第２６号）第７条第１項の登録を受

けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の建

設に要する費用について令附則第１２条第

１２項第１号ロに規定する補助を受けてい

る旨を証する書類を添付した申告書を市長

に提出しなければならない。 

５ 法附則第１５条の８第２項の貸家住宅に

ついて、同項の規定の適用を受けようとする

者は、当該年度の初日の属する年の１月３１

日までに次に掲げる事項を記載し、かつ、高

齢者の居住の安定確保に関する法律（平成１

３年法律第２６号）第７条第１項の登録を受

けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の建

設に要する費用について令附則第１２条第

１２項第１号ロに規定する補助を受けてい

る旨を証する書類を添付した申告書を市長

に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所 （法人にあつては、所

在地）及び氏名（法人にあつては、名称及

び代表者氏名） 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

６ 法附則第１５条の８第３項の家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の１月３１日

までに次に掲げる事項を記載した申告書を

市長に提出しなければならない。 

６ 法附則第１５条の８第３項の家屋につい

て、同項の規定の適用を受けようとする者

は、当該年度の初日の属する年の１月３１日

までに次に掲げる事項を記載した申告書を

市長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所 （法人にあつては、所

在地）及び氏名（法人にあつては、名称及

び代表者氏名） 

(2)・(3) （略） (2)・(3) （略） 

７ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適

合住宅について、同項の規定の適用を受けよ

７ 法附則第１５条の９第１項の耐震基準適

合住宅について、同項の規定の適用を受けよ

-36-



うとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る

耐震改修が完了した日から３月以内に、次に

掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改

修に要した費用を証する書類及び当該耐震

改修後の家屋が令附則第１２条第２０項に

規定する基準を満たすことを証する書類を

添付して市長に提出しなければならない。 

うとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る

耐震改修が完了した日から３月以内に、次に

掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改

修に要した費用を証する書類及び当該耐震

改修後の家屋が令附則第１２条第１９項に

規定する基準を満たすことを証する書類を

添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所 （法人にあつては、所

在地）及び氏名（法人にあつては、名称及

び代表者氏名） 

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

８ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居

住改修住宅又は同条第５項の高齢者等居住

改修専有部分について、これらの規定の適用

を受けようとする者は、同条第４項に規定す

る居住安全改修工事が完了した日から３月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書

類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

８ 法附則第１５条の９第４項の高齢者等居

住改修住宅又は同条第５項の高齢者等居住

改修専有部分について、これらの規定の適用

を受けようとする者は、同条第４項に規定す

る居住安全改修工事が完了した日から３月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に

施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書

類を添付して市長に提出しなければならな

い。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所 （法人にあつては、所

在地）及び氏名（法人にあつては、名称及

び代表者氏名） 

(2)～(3) （略） (2)～(3) （略） 

(4) 令附則第１２条第２４項に掲げる者に

該当する者の住所、氏名及び当該者が同項

各号のいずれに該当するかの別 

(4) 令附則第１２条第２３項に掲げる者に

該当する者の住所、氏名及び当該者が同項

各号のいずれに該当するかの別 

(5) （略） (5) （略） 

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに

令附則第１２条第２５項に規定する補助

金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住

宅改修費 

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに

令附則第１２条第２４項に規定する補助

金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住

宅改修費 
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(7) （略） (7) （略） 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止

改修等住宅又は同条第１０項の熱損失防止

改修等専有部分について、これらの規定の適

用を受けようとする者は、同条第９項に規定

する熱損失防止改修工事等が完了した日か

ら３月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第７条第１０項各号に

掲げる書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止

改修等住宅又は同条第１０項の熱損失防止

改修等専有部分について、これらの規定の適

用を受けようとする者は、同条第９項に規定

する熱損失防止改修工事等が完了した日か

ら３月以内に、次に掲げる事項を記載した申

告書に施行規則附則第７条第１０項各号に

掲げる書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所 （法人にあつては、所

在地）及び氏名（法人にあつては、名称及

び代表者氏名） 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及

び令附則第１２条第３２項に規定する補

助金等 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及

び令附則第１２条第３１項に規定する補

助金等 

(6) （略） (6) （略） 

１０ 法附則第１５条の９の２第１項に規定

する特定耐震基準適合住宅について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、当該特定

耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了し

た日から３月以内に、次に掲げる事項を記載

した申告書に施行規則附則第７条第１１項

各号に規定する書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

１０ 法附則第１５条の９の２第１項に規定

する特定耐震基準適合住宅について、同項の

規定の適用を受けようとする者は、当該特定

耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了し

た日から３月以内に、次に掲げる事項を記載

した申告書に施行規則附則第７条第１１項

各号に規定する書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所 （法人にあつては、所

在地）及び氏名（法人にあつては、名称及

び代表者氏名） 

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定

する特定熱損失防止改修等住宅又は同条第

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定

する特定熱損失防止改修等住宅又は同条第
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５項に規定する特定熱損失防止改修等住宅

専有部分について、これらの規定の適用を受

けようとする者は、法附則第１５条の９第９

項に規定する熱損失防止改修工事等が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第１２

項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

５項に規定する特定熱損失防止改修等住宅

専有部分について、これらの規定の適用を受

けようとする者は、法附則第１５条の９第９

項に規定する熱損失防止改修工事等が完了

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第１２

項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所 （法人にあつては、所

在地）及び氏名（法人にあつては、名称及

び代表者氏名） 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及

び令附則第１２条第３２項に規定する補

助金等 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及

び令附則第１２条第３１項に規定する補

助金等 

(6) （略） (6) （略） 

１２ 法附則第１５条の９の３第１項に規定

する特定マンションに係る区分所有に係る

家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該特定マンションに係る同項

に規定する工事が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行

規則附則第７条第１７項各号に掲げる書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

１２ 法附則第１５条の９の３第１項に規定

する特定マンションに係る区分所有に係る

家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該特定マンションに係る同項

に規定する工事が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行

規則附則第７条第１７項各号に掲げる書類

を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所 （法人にあつては、所

在地）及び氏名（法人にあつては、名称及

び代表者氏名） 

(2)～(5) （略） (2)～(5) （略） 

１４ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基

準適合家屋について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に

係る耐震改修が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規

１４ 法附則第１５条の１０第１項の耐震基

準適合家屋について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、当該耐震基準適合家屋に

係る耐震改修が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行規
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則附則第７条第１８項に規定する補助に係

る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改

修の促進に関する法律（平成７年法律第１２

３号）第７条又は附則第３条第１項の規定に

よる報告の写し及び当該耐震改修後の家屋

が令附則第１２条第２０項に規定する基準

を満たすことを証する書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

則附則第７条第１８項に規定する補助に係

る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改

修の促進に関する法律（平成７年法律第１２

３号）第７条又は附則第３条第１項の規定に

よる報告の写し及び当該耐震改修後の家屋

が令附則第１２条第１９項に規定する基準

を満たすことを証する書類を添付して市長

に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所 （法人にあつては、所

在地）及び氏名（法人にあつては、名称及

び代表者氏名） 

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

１５ 法附則第１５条の１１第１項の改修特

別特定建築物について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、同項に規定する利便性

等向上改修工事が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行

規則附則第７条の２第１項に規定する補助

に係る補助金確定通知書の写し及び高齢者、

障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

法律（平成１８年法律第９１号）第１４条第

１項に規定する建築物移動等円滑化基準（同

条第３項の条例で付加した事項を含む。）又

は同法第１７条第３項第１号に規定する同

法第２条第２０号に規定する建築物特定施

設の構造及び配置に関する基準に適合する

旨を証する書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

１５ 法附則第１５条の１１第１項の改修実

演芸術公演施設について、同項の規定の適用

を受けようとする者は、同項に規定する利便

性等向上改修工事が完了した日から３月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書に高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律施行規則（平成１８年国土交通省令

第１１０号）第１０条第２項に規定する通知

書の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性

化に関する法律（平成２４年法律第４９号）

第２条第２項に規定する実演芸術の公演の

用に供する施設である旨を証する書類を添

付して市長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称） 

(1) 納税義務者の住所 （法人にあつては、所

在地）及び氏名（法人にあつては、名称及

び代表者氏名） 

(2) （略） (2) （略） 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑 (3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑
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化の促進に関する法律施行令（平成１８年

政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別

特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律第１４条第３

項の条例で定める同法第２条第１８号に

規定する特定建築物を含む。）のいずれに

該当するかの別 

化の促進に関する法律施行令（平成１８年

政令第３７９号）第５条第３号に規定する

劇場若しくは演芸場又は同条第４号に規

定する集会場若しくは公会堂のいずれに

該当するかの別 

(4)～(6) （略） (4)～(6) （略） 

（令和２年７月豪雨に係る固定資産税の特

例の適用を受けようとする者がすべき申告

等） 

（令和２年７月豪雨に係る固定資産税の特

例の適用を受けようとする者がすべき申告

等） 

第６条の４ 法附則第１６条の２第１項（同条

第２項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受けようとする者は、当該年度の

初日の属する年の１月３１日（第３６条第６

項の規定により同項に規定する仮換地等に

係る同条第１項の所有者とみなされた者が

当該仮換地等について法附則第１６条の２

第６項（同条第７項において準用する場合を

含む。）の規定により読み替えて適用される

同条第１項の規定の適用を受けようとする

場合にあつても同じ。）までに次に掲げる事

項を記載した申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。 

第６条の４ 法附則第１６条の２第１項（同条

第２項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受けようとする者は、当該年度の

初日の属する年の１月３１日（第３６条第６

項の規定により同項に規定する仮換地等に

係る同条第１項の所有者とみなされた者が

当該仮換地等について法附則第１６条の２

第６項（同条第７項において準用する場合を

含む。）の規定により読み替えて適用される

同条第１項の規定の適用を受けようとする

場合にあつても同じ。）までに次に掲げる事

項を記載した申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称）並びに当該納税義務者が令附則

第１２条の３第１項第３号から第５号ま

で又は第３項第３号から第５号までに掲

げる者である場合にあつては、同条第１項

第１号若しくは第２号又は第３項第１号

若しくは第２号に掲げる者との関係 

(1) 納税義務者の住所 （法人にあつては、所

在地）及び氏名（法人にあつては、名称及

び代表者氏名）並びに当該納税義務者が令

附則第１２条の４第１項第３号から第５

号まで又は第３項第３号から第５号まで

に掲げる者である場合にあつては、同条第

１項第１号若しくは第２号又は第３項第

１号若しくは第２号に掲げる者との関係 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

２ （略） ２ （略） 
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３ 法附則第１６条の２第４項に規定する特

定被災共用土地（以下この項において「特定

被災共用土地」という。）に係る固定資産税

額の按分の申出は、同条第４項に規定する特

定被災共用土地納税義務者（以下第４号にお

いて「特定被災共用土地納税義務者」とい

う。）の代表者が毎年１月３１日までに次に

掲げる事項を記載した申出書を市長に提出

して行わなければならない。 

３ 法附則第１６条の２第４項に規定する特

定被災共用土地（以下この項において「特定

被災共用土地」という。）に係る固定資産税

額の按分の申出は、同条第４項に規定する特

定被災共用土地納税義務者（以下この項にお

いて「特定被災共用土地納税義務者」とい

う。）の代表者が毎年１月３１日までに次に

掲げる事項を記載した申出書を市長に提出

して行わなければならない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番

号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあつては、住所及び氏名又は

名称） 

(1) 代表者の住所 （法人にあつては、所在地）

及び氏名（法人にあつては、名称及び代表

者氏名） 

(2)～(5) （略） (2)～(5) （略） 

４ （略） ４ （略） 

（令和６年能登半島地震に係る固定資産税

の特例の適用を受けようとする者がすべき

申告等） 

 

第６条の５ 法附則第１６条の３第１項（同条

第２項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受けようとする者は、当該年度の

初日の属する年の１月３１日（第５４条第６

項の規定により同項に規定する仮換地等に

係る同条第１項の所有者とみなされた者が

当該仮換地等について法附則第１６条の３

第６項（同条第７項において準用する場合を

含む。）の規定により読み替えて適用される

同条第１項の規定の適用を受けようとする

場合にあつても同じ。）までに次に掲げる事

項を記載した申告書を市長に提出しなけれ

ばならない。 

 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称）並びに当該納税義務者が令附則
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第１２条の４第１項第３号から第５号ま

で又は第３項第３号から第５号までに掲

げる者である場合にあつては、同条第１項

第１号若しくは第２号又は第３項第１号

若しくは第２号に掲げる者との関係 

(2) 法附則第１６条の３第１項に規定する

被災住宅用地の上に令和５年度に係る賦

課期日において存した家屋の所有者及び

家屋番号 

 

(3) 当該年度に係る賦課期日において法附

則第１６条の３第１項（同条第２項におい

て準用する場合及び同条第６項（同条第７

項において準用する場合を含む。）の規定

により読み替えて適用される場合を含

む。）の規定の適用を受けようとする土地

を法第３４９条の３の２第１項に規定す

る家屋の敷地の用に供する土地として使

用することができない理由 

 

(4) その他市長が固定資産税の賦課徴収に

関し必要と認める事項 

 

２ 法附則第１６条の３第１項（同条第２項に

おいて準用する場合を含む。）の規定の適用

を受ける土地に係る令和８年度分及び令和

９年度分の固定資産税については、第７４条

の規定は適用しない。 

 

３ 法附則第１６条の３第４項に規定する特

定被災共用土地（以下この項において「特定

被災共用土地」という。）に係る固定資産税

額の按分の申出は、同条第４項に規定する特

定被災共用土地納税義務者（第４号において

「特定被災共用土地納税義務者」という。）

の代表者が毎年１月３１日までに次に掲げ

る事項を記載した申出書を市長に提出して

行わなければならない。 

 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番  
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号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあつては、住所及び氏名又は

名称） 

(2) 特定被災共用土地の所在、地番、地目及

び地積並びにその用途 

 

(3) 特定被災共用土地に係る法附則第１６

条の３第３項に規定する被災区分所有家

屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面

積並びにその用途 

 

(4) 各特定被災共用土地納税義務者の住所

及び氏名並びに当該各特定被災共用土地

納税義務者の当該特定被災共用土地に係

る持分の割合 

 

(5) 法附則第１６条の３第３項の規定によ

り按分する場合に用いられる割合に準じ

て定めた割合及び当該割合の算定方法 

 

４ 法附則第１６条の３第９項の規定により

特定被災共用土地とみなされた特定仮換地

等（以下この項において「特定仮換地等」と

いう。）に係る固定資産税額の按分の申出に

ついては、前項中「特定被災共用土地納税義

務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」

と、「特定被災共用土地の」とあるのは「特

定仮換地等の」と、「特定被災共用土地に」

とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の

土地である特定被災共用土地に」とする。 

 

（土地に対して課する令和６年度から令和

８年度までの各年度分の固定資産税の特例

に関する用語の意義） 

（土地に対して課する令和６年度から令和

８年度までの各年度分の固定資産税の特例

に関する用語の意義） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

（宅地等に対して課する令和６年度から令

和８年度までの各年度分の固定資産税の特

例） 

（宅地等に対して課する令和６年度から令

和８年度までの各年度分の固定資産税の特

例） 

第８条 宅地等に係る令和６年度から令和８ 第８条 宅地等に係る令和６年度から令和８
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年度までの各年度分の固定資産税の額は、当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額

が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に

係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、

当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３の２の規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該価格に同条に定める率を乗

じて得た額。以下この条において同じ。）に

１００分の５を乗じて得た額を加算した額

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて地方税法等の一部を改正する法律（令

和８年法律第２号）第１条の規定による改正

前の地方税法（以下「令和８年改正前の法」

という。）第３４９条の３又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資

産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」と

いう。）を超える場合には、当該宅地等調整

固定資産税額とする。 

年度までの各年度分の固定資産税の額は、当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額

が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に

係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、

当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３の２の規定の適用を受ける宅地等で

あるときは、当該価格に同条に定める率を乗

じて得た額。以下この条において同じ。）に

１００分の５を乗じて得た額を加算した額

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税に

ついて法第３４９条の３又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資

産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」と

いう。）を超える場合には、当該宅地等調整

固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係

る令和６年度から令和８年度までの各年度

分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等

調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商

業地等が当該年度分の固定資産税について

令和８年改正前の法第３４９条の３又は法

附則第１５条から第１５条の３までの規定

の適用を受ける商業地等であるときは、当該

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係

る令和６年度から令和８年度までの各年度

分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等

調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格に１０分の６を乗じて得た額（当該商

業地等が当該年度分の固定資産税について

法第３４９条の３又は法附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受ける商

業地等であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準
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資産税の課税標準となるべき額とした場合

における固定資産税額を超える場合には、同

項の規定にかかわらず、当該固定資産税額と

する。 

となるべき額とした場合における固定資産

税額を超える場合には、同項の規定にかかわ

らず、当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係

る令和６年度から令和８年度までの各年度

分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等

調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき

価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地

等が当該年度分の固定資産税について令和

８年改正前の法第３４９条の３又は法附則

第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける宅地等であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における

固定資産税額に満たない場合には、同項の規

定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係

る令和６年度から令和８年度までの各年度

分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等

調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき

価格に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地

等が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３又は法附則第１５条から第１

５条の３までの規定の適用を受ける宅地等

であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額に満

たない場合には、同項の規定にかかわらず、

当該固定資産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．６以上０．７以下のものに

係る令和６年度から令和８年度までの各年

度分の固定資産税の額は、第１項の規定にか

かわらず、当該商業地等の当該年度分の固定

資産税に係る前年度分の固定資産税の課税

標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資

産税について令和８年改正前の法第３４９

条の３又は法附則第１５条から第１５条の

３までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、前年度分の固定資産税の課税標準

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合

における固定資産税額（以下「商業地等据置

固定資産税額」という。）とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度

の負担水準が０．６以上０．７以下のものに

係る令和６年度から令和８年度までの各年

度分の固定資産税の額は、第１項の規定にか

かわらず、当該商業地等の当該年度分の固定

資産税に係る前年度分の固定資産税の課税

標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資

産税について法第３４９条の３又は法附則

第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける商業地等であるときは、前年度分

の固定資産税の課税標準額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産

税額（以下「商業地等据置固定資産税額」と

いう。）とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度 ５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度
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の負担水準が０．７を超えるものに係る令和

６年度から令和８年度までの各年度分の固

定資産税の額は、第１項の規定にかかわら

ず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき価格に１０分の

７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度

分の固定資産税について令和８年改正前の

法第３４９条の３又は法附則第１５条から

第１５条の３までの規定の適用を受ける商

業地等であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産

税額（以下「商業地等調整固定資産税額」と

いう。）とする。 

の負担水準が０．７を超えるものに係る令和

６年度から令和８年度までの各年度分の固

定資産税の額は、第１項の規定にかかわら

ず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき価格に１０分の

７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度

分の固定資産税について法第３４９条の３

又は法附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける商業地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき額とし

た場合における固定資産税額（以下「商業地

等調整固定資産税額」という。）とする。 

 （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例） 

 第１２条の２ 軽自動車税の環境性能割の賦

課徴収は、当分の間、第１章第２節の規定に

かかわらず、県が、自動車税の環境性能割の

賦課徴収の例により、行うものとする。 

 ２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行

う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関

し、３輪以上の軽自動車が法第４４６条第１

項（同条第２項又は第３項において準用する

場合を含む。）又は法第４５１条第１項若し

くは第２項（これらの規定を同条第４項又は

第５項において準用する場合を含む。）の適

用を受ける３輪以上の軽自動車に該当する

かどうかの判断をするときは、国土交通大臣

の認定等（法附則第２９条の９第３項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項にお

いて同じ。）に基づき当該判断をするものと

する。 

 ３ 県知事は、当分の間、第１項の規定により

賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割に
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つき、その納付すべき額について不足額があ

ることを附則第１２条の４の規定により読

み替えられた第６５条の６第１項の納期限

（納期限の延長があつたときは、その延長さ

れた納期限）後において知つた場合におい

て、当該事実が生じた原因が、国土交通大臣

の認定等の申請をした者が偽りその他不正

の手段（当該申請をした者に当該申請に必要

な情報を直接又は間接に提供した者の偽り

その他不正の手段を含む。）により国土交通

大臣の認定等を受けたことを事由として国

土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を

取り消したことによるものであるときは、当

該申請をした者又はその一般承継人を当該

不足額に係る３輪以上の軽自動車について

法附則第２９条の１１の規定によりその例

によることとされた法第１６１条第１項に

規定する申告書を提出すべき当該３輪以上

の軽自動車の取得者とみなして、軽自動車税

の環境性能割に関する規定を適用する。 

４ 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、同

項の不足額に、これに１００分の３５の割合

を乗じて計算した金額を加算した金額とす

る。 

 （軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 

 第１２条の３ 市長は、当分の間、第６５条の

８の規定にかかわらず、県知事が自動車税の

環境性能割を減免する自動車に相当するも

のとして市長が定める三輪以上の軽自動車

に対しては、軽自動車税の環境性能割を減免

する。 

 （軽自動車税の環境性能割の申告納付の特

例） 

 第１２条の４ 第６５条の６の規定による申

告納付については、当分の間、同条中「市長」
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とあるのは「県知事」とする。 

 （軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱

費の交付） 

 第１２条の５ 市は、県が軽自動車税の環境性

能割の賦課徴収に関する事務を行うために

要する費用を補償するため、法附則第２９条

の１６第１項に掲げる金額の合計額を、徴収

取扱費として県に交付する。 

 （軽自動車税の環境性能割の税率の特例） 

 

 

第１２条の６ 営業用の３輪以上の軽自動車

に対する第６５条の４の規定の適用につい

ては、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 第１号 １００分の１ １００分の０．

５ 

第２号 １００分の２ １００分の１ 

第３号 １００分の３ １００分の２ 
 

 ２ 自家用の３輪以上の軽自動車に対する第

６５条の４（第３号に係る部分に限る。）の

規定の適用については、当分の間、同号中「１

００分の３」とあるのは、「１００分の２」

とする。 

（軽自動車税の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 

第１３条 法附則第３０条第１項に規定する

３輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が最初の道路運送車両法第６０条第１項後

段の規定による車両番号の指定（次項及び第

３項において「初回車両番号指定」という。）

を受けた月から起算して１４年を経過した

月の属する年度以後の年度分の軽自動車税

に係る第６６条の規定の適用については、当

分の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中

同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の

第１３条 法附則第３０条第１項に規定する

３輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車

が最初の法第４４４条第３項に規定する車

両番号の指定（次項から第４項までにおいて

「初回車両番号指定」という。）を受けた月

から起算して１４年を経過した月の属する

年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に

係る第６６条の規定の適用については、当分

の間、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右
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右欄に掲げる字句とする。 欄に掲げる字句とする。 

（略） 
 

（略） 
 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号

に掲げる３輪以上の軽自動車に対する第６

６条の規定の適用については、当該軽自動車

が令和７年４月１日から令和１０年３月３

１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には、当該初回車両番号指定を受けた日

の属する年度の翌年度分の軽自動車税に限

り、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号

に掲げる３輪以上の軽自動車に対する第６

６条の規定の適用については、当該軽自動車

が令和４年４月１日から令和８年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合には、当該初回車両番号指定を受けた日の

属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別

割に限り、次の表の左欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表

の右欄に掲げる字句とする。 

（略） 
 

（略） 
 

３ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受

ける３輪以上の同項に規定するガソリン軽

自動車（以下この項において「ガソリン軽自

動車」という。）（営業用の乗用のものに限

る。）に対する第６６条の規定の適用につい

ては、当該ガソリン軽自動車が令和７年４月

１日から令和８年３月３１日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には、令和８年

度分の軽自動車税に限り、同条第２号イ（イ）

中「３，９００円」とあるのは「２，０００

円」と、同号イ（ウ）(a)中「６，９００円」

とあるのは「３，５００円」とする。 

３ 法附則第３０条第３項の規定の適用を受

ける３輪以上の法第４４６条第１項第３号

に規定するガソリン軽自動車（以下この項及

び次項において「ガソリン軽自動車」とい

う。）（営業用の乗用のものに限る。）に対

する第６６条の規定の適用については、当該

ガソリン軽自動車が令和４年４月１日から

令和８年３月３１日までの間に初回車両番

号指定を受けた場合には、当該初回車両番号

指定を受けた日の属する年度の翌年度分の

軽自動車税の種別割に限り、同条第２号イ

（イ）中「３，９００円」とあるのは「２，

０００円」と、同号イ（ウ）(a)中「６，９０

０円」とあるのは「３，５００円」とする。 

 ４ 法附則第３０条第４項の規定の適用を受

ける３輪以上のガソリン軽自動車（前項の規

定の適用を受けるものを除き、営業用の乗用

のものに限る。）に対する第６６条の規定の

適用については、当該ガソリン軽自動車が令

和４年４月１日から令和７年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合に

は、当該初回車両番号指定を受けた日の属す
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る年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に

限り、同条第２号イ（イ）中「３，９００円」

とあるのは「３，０００円」と、同号イ（ウ）

(a)中「６，９００円」とあるのは「５，２０

０円」とする。 

（軽自動車税の賦課徴収の特例） （軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第１４条 市長は、軽自動車税の賦課徴収に関

し、３輪以上の軽自動車が前条第２項又は第

３項の規定の適用を受ける３輪以上の軽自

動車に該当するかどうかの判断をするとき

は、国土交通大臣の認定等（法附則第３０条

の２第１項に規定する国土交通大臣の認定

等をいう。次項において同じ。）に基づき当

該判断をするものとする。 

第１４条 市長は、軽自動車税の種別割の賦課

徴収に関し、３輪以上の軽自動車が前条第２

項から第４項までの規定の適用を受ける３

輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判

断をするときは、国土交通大臣の認定等（法

附則第３０条の２第１項に規定する国土交

通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）

に基づき当該判断をするものとする。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の額につい

て不足額があることを第６７条第２項の納

期限（納期限の延長があつたときは、その延

長された納期限）後において知つた場合にお

いて、当該事実が生じた原因が、国土交通大

臣の認定等の申請をした者が偽りその他不

正の手段（当該申請をした者に当該申請に必

要な情報を直接又は間接に提供した者の偽

りその他不正の手段を含む。）により国土交

通大臣の認定等を受けたことを事由として

国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等

を取り消したことによるものであるときは、

当該申請をした者又はその一般承継人を賦

課期日現在における当該不足額に係る３輪

以上の軽自動車の所有者とみなして、軽自動

車税に関する規定（第６９条及び第７０条の

規定を除く。）を適用する。 

２ 市長は、納付すべき軽自動車税の種別割の

額について不足額があることを第６７条第

２項の納期限（納期限の延長があつたとき

は、その延長された納期限）後において知つ

た場合において、当該事実が生じた原因が、

国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽

りその他不正の手段（当該申請をした者に当

該申請に必要な情報を直接又は間接に提供

した者の偽りその他不正の手段を含む。）に

より国土交通大臣の認定等を受けたことを

事由として国土交通大臣が当該国土交通大

臣の認定等を取り消したことによるもので

あるときは、当該申請をした者又はその一般

承継人を賦課期日現在における当該不足額

に係る３輪以上の軽自動車の所有者とみな

して、軽自動車税の種別割に関する規定（第

６９条及び第７０条の規定を除く。）を適用

する。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の額は、同項の不足額

に、これに１００分の３５の割合を乗じて計

算した金額を加算した金額とする。 

３ 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の種別割の額は、同項の

不足額に、これに１００分の３５の割合を乗

じて計算した金額を加算した金額とする。 
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（上場株式等に係る配当所得等に係る市民

税の課税の特例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市民

税の課税の特例） 

第１５条の２ （略） 第１５条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第２６条の７から第２６条の９まで、第

２６条の１０第１項、附則第３条第１項及

び附則第３条の３第１項の規定の適用に

ついては、第２６条の７中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第１５条

の２第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第２６条の８第１項前段、第２

６条の９、第２６条の１０第１項、附則第

３条第１項及び附則第３条の３第１項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第１５条の２第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第２６条の８

第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第１５条の２第１項の

規定による市民税の所得割の額の合計額」

とする。 

(2) 第２６条の７から第２６条の９まで、第

２６条の１０第１項、附則第３条第１項、

附則第３条の３第１項及び附則第３条の

３の２第１項の規定の適用については、第

２６条の７中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第１５条の２第１項の

規定による市民税の所得割の額」と、第２

６条の８第１項前段、第２６条の９、第２

６条の１０第１項、附則第３条第１項、附

則第３条の３第１項及び附則第３条の３

の２第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第１５条の２第１項

の規定による市民税の所得割の額」と、第

２６条の８第１項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第１５条の

２第１項の規定による市民税の所得割の

額の合計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市

民税の課税の特例） 

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市

民税の課税の特例） 

第１６条 （略） 第１６条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第２６条の７から第２６条の９まで、第

２６条の１０第１項、附則第３条第１項及

(2) 第２６条の７から第２６条の９まで、第

２６条の１０第１項、附則第３条第１項、
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び附則第３条の３第１項の規定の適用に

ついては、第２６条の７中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第１６条

第１項の規定による市民税の所得割の額」

と、第２６条の８第１項前段、第２６条の

９、第２６条の１０第１項、附則第３条第

１項及び附則第３条の３第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第１６条第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、第２６条の８第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第１６条第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。 

附則第３条の３第１項及び附則第３条の

３の２第１項の規定の適用については、第

２６条の７中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第１６条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第２６条

の８第１項前段、第２６条の９、第２６条

の１０第１項、附則第３条第１項、附則第

３条の３第１項及び附則第３条の３の２

第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第１６条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第２６条

の８第１項後段中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第１６条第１項の

規定による市民税の所得割の額の合計額」

とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

４ （略） ４ （略） 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税

の特例） 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税

の特例） 

第１７条 （略） 第１７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

３ 第１項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第２６条の７から第２６条の９まで、第

２６条の１０第１項、附則第３条第１項及

び附則第３条の３第１項の規定の適用に

ついては、第２６条の７中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第１７条

第１項の規定による市民税の所得割の額」

と、第２６条の８第１項前段、第２６条の

９、第２６条の１０第１項、附則第３条第

１項及び附則第３条の３第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第１７条第１項の規定による市民税の所

(2) 第２６条の７から第２６条の９まで、第

２６条の１０第１項、附則第３条第１項、

附則第３条の３第１項及び附則第３条の

３の２第１項の規定の適用については、第

２６条の７中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第１７条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第２６条

の８第１項前段、第２６条の９、第２６条

の１０第１項、附則第３条第１項、附則第

３条の３第１項及び附則第３条の３の２

第１項中「所得割の額」とあるのは「所得
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得割の額」と、第２６条の８第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第１７条第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。 

割の額並びに附則第１７条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第２６条

の８第１項後段中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第１７条第１項の

規定による市民税の所得割の額の合計額」

とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の

課税の特例） 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和１１年

度までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年中に前条第１項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等（租税

特別措置法第３１条第１項に規定する土地

等をいう。以下この条において同じ。）の譲

渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この条

において同じ。）をした場合において、当該

譲渡が優良住宅地等のための譲渡（法附則第

３４条の２第１項に規定する優良住宅地等

のための譲渡をいう。）に該当するときにお

ける前条第１項に規定する譲渡所得（次条の

規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項に

おいて同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額

に対して課する市民税の所得割の額は、前条

第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げ

る場合の区分に応じ、当該各号に定める金額

に相当する額とする。 

第１７条の２ 昭和６３年度から令和８年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得

割の納税義務者が前年中に前条第１項に規

定する譲渡所得の基因となる土地等（租税特

別措置法第３１条第１項に規定する土地等

をいう。以下この条において同じ。）の譲渡

（同項に規定する譲渡をいう。以下この条に

おいて同じ。）をした場合において、当該譲

渡が優良住宅地等のための譲渡（法附則第３

４条の２第１項に規定する優良住宅地等の

ための譲渡をいう。）に該当するときにおけ

る前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規

定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項にお

いて同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に

対して課する市民税の所得割の額は、前条第

１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる

場合の区分に応じ、当該各号に定める金額に

相当する額とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和１１

年度までの各年度分の個人の市民税に限り、

所得割の納税義務者が前年中に前条第１項

に規定する譲渡所得の基因となる土地等の

譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優

良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第３

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和８年

度までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年中に前条第１項に

規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲

渡をした場合において、当該譲渡が確定優良

住宅地等予定地のための譲渡（法附則第３４
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４条の２第６項に規定する確定優良住宅地

等予定地のための譲渡をいう。以下この項に

おいて同じ。）に該当するときにおける前条

第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期

譲渡所得金額に対して課する市民税の所得

割について準用する。この場合において、当

該譲渡が法附則第３４条の２第１２項の規

定に該当することとなるときは、当該譲渡は

確定優良住宅地等予定地のための譲渡では

なかつたものとみなす。 

条の２第５項に規定する確定優良住宅地等

予定地のための譲渡をいう。以下この項にお

いて同じ。）に該当するときにおける前条第

１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲

渡所得金額に対して課する市民税の所得割

について準用する。この場合において、当該

譲渡が法附則第３４条の２第１０項の規定

に該当することとなるときは、当該譲渡は確

定優良住宅地等予定地のための譲渡ではな

かつたものとみなす。 

３ （略） ３ （略） 

４ 第１項（第２項において準用する場合を含

む。）の場合において、所得割の納税義務者

が、租税特別措置法第３１条の２第２項第１

３号から第１５号までに掲げる土地等の譲

渡に該当するものをしたときにおけるその

譲渡をした土地等がその譲渡をした時にお

いて地すべり等防止法（昭和３３年法律第３

０号）第３条第１項の地すべり防止区域、急

傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法

律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項

の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域

等における土砂災害防止対策の推進に関す

る法律（平成１２年法律第５７号）第９条第

１項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市

河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７

号）第５６条第１項の浸水被害防止区域内に

あるときは、当該土地等の譲渡は、第１項又

は第２項に規定する優良住宅地等のための

譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための

譲渡に該当しないものとみなす。 

 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税

の特例） 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税

の特例） 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

-55-



５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

５ 第１項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第２６条の７から第２６条の９まで、第

２６条の１０第１項、附則第３条第１項及

び附則第３条の３第１項の規定の適用に

ついては、第２６条の７中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第１９条

第１項の規定による市民税の所得割の額」

と、第２６条の８第１項前段、第２６条の

９、第２６条の１０第１項、附則第３条第

１項及び附則第３条の３第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第１９条第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、第２６条の８第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第１９条第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。 

(2) 第２６条の７から第２６条の９まで、第

２６条の１０第１項、附則第３条第１項、

附則第３条の３第１項及び附則第３条の

３の２第１項の規定の適用については、第

２６条の７中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第１９条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第２６条

の８第１項前段、第２６条の９、第２６条

の１０第１項、附則第３条第１項、附則第

３条の３第１項及び附則第３条の３の２

第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第１９条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第２６条

の８第１項後段中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第１９条第１項の

規定による市民税の所得割の額の合計額」

とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

（一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人

の市民税の課税の特例） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第２６条の７から第２６条の９まで、第

２６条の１０第１項、附則第３条第１項及

び附則第３条の３第１項の規定の適用に

ついては、第２６条の７中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第２０条

第１項の規定による市民税の所得割の額」

と、第２６条の８第１項前段、第２６条の

９、第２６条の１０第１項、附則第３条第

(2) 第２６条の７から第２６条の９まで、第

２６条の１０第１項、附則第３条第１項、

附則第３条の３第１項及び附則第３条の

３の２第１項の規定の適用については、第

２６条の７中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第２０条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第２６条

の８第１項前段、第２６条の９、第２６条
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１項及び附則第３条の３第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第２０条第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、第２６条の８第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第２０条第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。 

の１０第１項、附則第３条第１項、附則第

３条の３第１項及び附則第３条の３の２

第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第２０条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第２６条

の８第１項後段中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第２０条第１項の

規定による市民税の所得割の額の合計額」

とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の

市民税の課税の特例) 

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の

市民税の課税の特例) 

第２０条の２ （略） 第２０条の２ （略） 

（特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個

人の市民税の課税の特例） 

 

第２０条の３ 当分の間、所得割の納税義務者

が前年中に租税特別措置法第３８条の２第

１項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所

得を有する場合には、当該事業所得、譲渡所

得及び雑所得については、第２６条第１項及

び第２項並びに第２６条の４の規定にかか

わらず、他の所得と区分し、前年中の当該事

業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の

金額として令附則第１８条の６の４で定め

るところにより計算した金額（以下この項に

おいて「特定暗号資産に係る譲渡所得等の金

額」という。）に対し、特定暗号資産に係る

課税譲渡所得等の金額（特定暗号資産に係る

譲渡所得等の金額（次項第１号の規定により

読み替えて適用される第２６条の３の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）

をいう。）の１００分の３に相当する金額に

相当する市民税の所得割を課する。 

 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 
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(1) 第２６条の３の規定の適用については、

同条中「総所得金額」とあるのは、「総所

得金額、附則第２０条の３第１項に規定す

る特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」

とする。 

 

(2) 第２６条の７から第２６条の９まで、第

２６条の１０第１項、附則第３条第１項及

び附則第３条の３第１項の規定の適用に

ついては、第２６条の７中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第２０条

の３第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第２６条の８第１項前段、第２

６条の９、第２６条の１０第１項、附則第

３条第１項及び附則第３条の３第１項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第２０条の３第１項の規定によ

る市民税の所得割の額」と、第２６条の８

第１項後段中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第２０条の３第１項の

規定による市民税の所得割の額の合計額」

とする。 

 

(3) 第２７条の規定の適用については、同条

中「又は山林所得金額」とあるのは「若し

くは山林所得金額又は附則第２０条の３

第１項に規定する特定暗号資産に係る譲

渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得

金額」とあるのは「、山林所得金額若しく

は附則第２０条の３第１項に規定する特

定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」とす

る。 

 

(4) 附則第４条の２の規定の適用について

は、同条第１項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに附則第２０条の

３第１項に規定する特定暗号資産に係る

譲渡所得等の金額」と、同条第２項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに
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附則第２０条の３第１項の規定による市

民税の所得割の額」とする。 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市

民税の課税の特例） 

（先物取引に係る雑所得等に係る個人の市

民税の課税の特例） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第２６条の７から第２６条の９まで、第

２６条の１０第１項、附則第３条第１項及

び附則第３条の３第１項の規定の適用に

ついては、第２６条の７中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第２１条

第１項の規定による市民税の所得割の額」

と、第２６条の８第１項前段、第２６条の

９、第２６条の１０第１項、附則第３条第

１項及び附則第３条の３第１項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第２１条第１項の規定による市民税の所

得割の額」と、第２６条の８第１項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及

び附則第２１条第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。 

(2) 第２６条の７から第２６条の９まで、第

２６条の１０第１項、附則第３条第１項、

附則第３条の３第１項及び附則第３条の

３の２第１項の規定の適用については、第

２６条の７中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額及び附則第２１条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第２６条

の８第１項前段、第２６条の９、第２６条

の１０第１項、附則第３条第１項、附則第

３条の３第１項及び附則第３条の３の２

第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第２１条第１項の規定

による市民税の所得割の額」と、第２６条

の８第１項後段中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額及び附則第２１条第１項の

規定による市民税の所得割の額の合計額」

とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例） 

（特例適用利子等及び特例適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例） 

第２１条の２ （略） 第２１条の２ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第２６条の７から第２６条の９まで、第

２６条の１０第１項並びに附則第３条第

(2) 第２６条の７から第２６条の９まで、第

２６条の１０第１項並びに附則第３条第
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１項及び附則第３条の３第１項の規定の

適用については、第２６条の７中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

２１条の２第１項の規定による市民税の

所得割の額」と、第２６条の８第１項前段、

第２６条の９、第２６条の１０第１項並び

に附則第３条第１項及び附則第３条の３

第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第２１条の２第１項の

規定による市民税の所得割の額」と、第２

６条の８第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第２１条の２

第１項の規定による市民税の所得割の額

の合計額」とする。 

１項、第３条の３第１項及び第３条の３の

２第１項の規定の適用については、第２６

条の７中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第２１条の２第１項の規

定による市民税の所得割の額」と、第２６

条の８第１項前段、第２６条の９、第２６

条の１０第１項並びに附則第３条第１項、

第３条の３第１項及び第３条の３の２第

１項中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第２１条の２第１項の規

定による市民税の所得割の額」と、第２６

条の８第１項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び附則第２１条の２第

１項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第２６条の７から第２６条の９まで、第

２６条の１０第１項並びに附則第３条第

１項及び附則第３条の３第１項の規定の

適用については、第２６条の７中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

２１条の２第３項後段の規定による市民

税の所得割の額」と、第２６条の８第１項

前段、第２６条の９、第２６条の１０第１

項並びに附則第３条第１項及び附則第３

条の３第１項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第２１条の２第

３項後段の規定による市民税の所得割の

額」と、第２６条の８第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第２１条の２第３項後段の規定による市

(2) 第２６条の７から第２６条の９まで、第

２６条の１０第１項並びに附則第３条第

１項、第３条の３第１項及び第３条の３の

２第１項の規定の適用については、第２６

条の７中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第２１条の２第３項後段

の規定による市民税の所得割の額」と、第

２６条の８第１項前段、第２６条の９、第

２６条の１０第１項並びに附則第３条第

１項、第３条の３第１項及び第３条の３の

２第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第２１条の２第３項

後段の規定による市民税の所得割の額」

と、第２６条の８第１項後段中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第２
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民税の所得割の額の合計額」とする。 １条の２第３項後段の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例） 

第２１条の３ （略） 第２１条の３ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

２ 前項の規定の適用がある場合には、次に定

めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第２６条の７から第２６条の９まで、第

２６条の１０第１項並びに附則第３条第

１項及び附則第３条の３第１項の規定の

適用については、第２６条の７中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

２１条の３第１項の規定による市民税の

所得割の額」と、第２６条の８第１項前段、

第２６条の９、第２６条の１０第１項並び

に附則第３条第１項及び附則第３条の３

第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額並びに附則第２１条の３第１項の

規定による市民税の所得割の額」と、第２

６条の８第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第２１条の３

第１項の規定による市民税の所得割の額

の合計額」とする。 

(2) 第２６条の７から第２６条の９まで、第

２６条の１０第１項並びに附則第３条第

１項、第３条の３第１項及び第３条の３の

２第１項の規定の適用については、第２６

条の７中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第２１条の３第１項の規

定による市民税の所得割の額」と、第２６

条の８第１項前段、第２６条の９、第２６

条の１０第１項並びに附則第３条第１項、

第３条の３第１項及び第３条の３の２第

１項中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第２１条の３第１項の規

定による市民税の所得割の額」と、第２６

条の８第１項後段中「所得割の額」とある

のは「所得割の額及び附則第２１条の３第

１項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第２６条の７から第２６条の９まで、第

２６条の１０第１項並びに附則第３条第

１項及び附則第３条の３第１項の規定の

(2) 第２６条の７から第２６条の９まで、第

２６条の１０第１項並びに附則第３条第

１項、第３条の３第１項及び第３条の３の
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適用については、第２６条の７中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第

２１条の３第３項後段の規定による市民

税の所得割の額」と、第２６条の８第１項

前段、第２６条の９、第２６条の１０第１

項並びに附則第３条第１項及び附則第３

条の３第１項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第２１条の３第

３項後段の規定による市民税の所得割の

額」と、第２６条の８第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第２１条の３第３項後段の規定による市

民税の所得割の額の合計額」とする。 

２第１項の規定の適用については、第２６

条の７中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第２１条の３第３項後段

の規定による市民税の所得割の額」と、第

２６条の８第１項前段、第２６条の９、第

２６条の１０第１項並びに附則第３条第

１項、第３条の３第１項及び第３条の３の

２第１項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第２１条の３第３項

後段の規定による市民税の所得割の額」

と、第２６条の８第１項後段中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第２

１条の３第３項後段の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

６ （略） ６ （略） 

（東日本大震災に係る固定資産税の特例の

適用を受けようとする者がすべき申告等） 

（東日本大震災に係る固定資産税の特例の

適用を受けようとする者がすべき申告等） 

第２３条 法附則第５６条第１項（同条第２項

において準用する場合を含む。）の規定の適

用を受けようとする者は、当該年度の初日の

属する年の１月３１日（第３６条第６項の規

定により同項に規定する仮換地等に係る同

条第１項の所有者とみなされた者が当該仮

換地等について法附則第５６条第６項（同条

第７項において準用する場合を含む。）の規

定により読み替えて適用される同条第１項

の規定の適用を受けようとする場合にあっ

ても同じ。）までに次に掲げる事項を記載し

た申告書を市長に提出しなければならない。 

第２３条 法附則第５６条第１項（同条第２項

において準用する場合を含む。）の規定の適

用を受けようとする者は、当該年度の初日の

属する年の１月３１日（第３６条第６項の規

定により同項に規定する仮換地等に係る同

条第１項の所有者とみなされた者が当該仮

換地等について法附則第５６条第６項（同条

第７項において準用する場合を含む。）の規

定により読み替えて適用される同条第１項

の規定の適用を受けようとする場合にあっ

ても同じ。）までに次に掲げる事項を記載し

た申告書を市長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個

人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名

又は名称）並びに当該納税義務者が令附則

第３３条第１項第３号から第５号まで又

(1) 納税義務者の住所 （法人にあつては、所

在地）及び氏名（法人にあつては、名称及

び代表者氏名）並びに当該納税義務者が令

附則第３３条第１項第３号から第５号ま

で又は第３項第３号から第５号までに掲
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は第３項第３号から第５号までに掲げる

者である場合にあっては、同条第１項第１

号若しくは第２号又は第３項第１号若し

くは第２号に掲げる者との関係 

げる者である場合にあっては、同条第１項

第１号若しくは第２号又は第３項第１号

若しくは第２号に掲げる者との関係 

(2)～(4) （略） (2)～(4) （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 法附則第５６条第４項に規定する特定被

災共用土地（以下この項において「特定被災

共用土地」という。）に係る固定資産税額の

按分の申出は、同項に規定する特定被災共用

土地納税義務者（以下この項において「特定

被災共用土地納税義務者」という。）の代表

者が毎年１月３１日までに次に掲げる事項

を記載した申出書を市長に提出して行わな

ければならない。 

３ 法附則第５６条第４項に規定する特定被

災共用土地（以下この項において「特定被災

共用土地」という。）に係る固定資産税額の

按分の申出は、同項に規定する特定被災共用

土地納税義務者（以下この項において「特定

被災共用土地納税義務者」という。）の代表

者が毎年１月３１日までに次に掲げる事項

を記載した申出書を市長に提出して行わな

ければならない。 

(1) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番

号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあつては、住所及び氏名又は

名称） 

(1) 代表者の住所 （法人にあつては、所在地）

及び氏名（法人にあつては、名称及び代表

者氏名） 

(2)～(5) （略） (2)～(5) （略） 

４ （略） ４ （略） 

 （美濃加茂市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 美濃加茂市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年美濃加茂市条例第

２１号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

第６条 平成２７年３月３１日以前に初めて

道路運送車両法第６０条第１項後段の規定

による車両番号の指定を受けた三輪以上の

軽自動車に対して課する軽自動車税に係る

美濃加茂市税条例第６６条及び附則第１３

条の規定の適用については、次の表の左欄に

掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

第６条 平成２７年３月３１日以前に初めて道

路運送車両法第６０条第１項後段の規定によ

る車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動

車に対して課する軽自動車税の種別割に係る

美濃加茂市税条例第６６条及び附則第１３条

の規定の適用については、次の表の左欄に掲げ

る同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 
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する。 

（略） 
 

（略） 
 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第２８条の２第１項ただし書、第２８条の３の２及び第２８条の３の３の改

正並びに附則第３条の２の改正及び附則第３条の３の２第１項の改正（「令和

２０年度」を「令和２５年度」に改める部分及び「令和７年」を「令和１２年」

に改める部分に限る。）並びに次条第１項及び第２項の規定 令和９年１月１

日 

(2) 第４２条の改正及び附則第３条第２項の規定 令和９年４月１日 

(3) 第２６条の８第２項の改正並びに附則第３条の４の改正（「附則第５条の６

第２項」を「附則第５条の６第３項又は第４項」に改める部分に限る。）、附則

第５条の２の改正及び附則第１７条の２の改正（同条第１項及び第２項中「令

和８年度」を「令和１１年度」に改める部分を除く。）並びに次条第４項の規定

 令和１０年１月１日 

(4) 附則第３条の４の改正（前号に掲げる改正を除く。）及び附則第２０条の２

の次に１条を加える改正並びに次条第３項及び第５項の規定 金融商品取引法

及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律（令和８年法律第●●号）の

施行の日の属する年の翌々年の１月１日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の市税条例（以下「新条例」という。）第２８条の

３の３第１項及び第２項の規定は、前条第１号に掲げる規定の施行の日以後に支

払を受けるべき公的年金等について提出する新条例第２８条の３の３第１項の規

定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について

提出したこの条例による改正前の市税条例第２８条の３の３第一項の規定による

申告書については、なお従前の例による。 

２ 前条第１号に掲げる規定による改正後の市税条例附則第３条の３第１項及び第

２項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が令和８年１月１日以後に所得税法

等の一部を改正する法律（令和８年法律第１２号。以下この項において「所得税

法等改正法」という。）第７条の規定による改正後の租税特別措置法（昭和３２

年法律第２６号）第４１条第１項に規定する居住用家屋（同条第１６項の規定に

より同条第１項に規定する居住用家屋とみなされる同条第１６項に規定する特例
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居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅（同条第１７項の規定により同条第１項

に規定する既存住宅とみなされる同条第１７項に規定する特例既存住宅及び同条

第３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第３５項

に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（同条第１７

項の規定により同条第１項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第１

７項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改

築等に係る部分に限る。）又は同条第６項に規定する認定住宅等（同条第１８項

の規定により同条第６項に規定する認定住宅等とみなされる同条第１８項に規定

する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその者の居住

の用に供する場合について適用し、市民税の所得割の納税義務者が同日前に所得

税法等改正法第７条の規定による改正前の租税特別措置法第４１条第１項に規定

する居住用家屋（同条第２０項の規定により同条第１項に規定する居住用家屋と

みなされる同条第２０項に規定する特例居住用家屋を含む。）若しくは既存住宅

（同条第３５項の規定により同条第１項に規定する既存住宅とみなされる同条第

３５項に規定する要耐震改修住宅を含む。）若しくは増改築等をした家屋（当該

増改築等に係る部分に限る。）又は同条第１０項に規定する認定住宅等（同条第

２１項の規定により同条第１０項に規定する認定住宅等とみなされる同条第２１

項に規定する特例認定住宅等を含む。）を同条第１項の定めるところによりその

者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 

３ 前条第４号に掲げる規定による改正後の市税条例附則第３条の４の規定は、同

号に掲げる規定の施行の日（以下この項及び第５項において「４号施行日」とい

う。）の属する年度の翌年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、４号

施行日の属する年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

４ 新条例附則第１７条の２第４項の規定は、市民税の所得割の納税義務者が前条

第３号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第１７条の２第１項の土地

等の譲渡について適用する。 

５ 新条例附則第２０条の３の規定は、４号施行日の属する年度の翌年度以後の年

度分の個人の市民税について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和８年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和７年度分までの固定

資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第４２条の規定は、令和９年度以後の年度分の固定資産税について適用

し、令和８年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 
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３ 令和６年４月１日から令和８年３月３１日までの間に新たに取得された地方税

法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の

地方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項において「旧法」という。）附則第

１５条第２５項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する固定

資産税については、なお従前の例による。 

４ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に旧法附則第１５条の１

１第１項に規定する利便性等向上改修工事が行われた同項に規定する改修実演芸

術公演施設に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和８年度以後の年度分の軽

自動車税について適用する。 

２ この条例の施行の日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税

の環境性能割については、なお従前の例による。 

３ 令和７年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例によ

る。 
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承第５号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和８

年３月３１日次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求める。 

 

  令和８年６月５日提出 

 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

 

美濃加茂市都市計画税条例の一部を改正する条例について 

 

美濃加茂市都市計画税条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

 

                  記 

 

美濃加茂市都市計画税条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市都市計画税条例（昭和３２年美濃加茂市条例第１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

（法附則第１５条第３１項の条例で定める

割合） 

（法附則第１５条第３２項の条例で定める

割合） 

２ 法附則第１５条第３１項に規定する市の

条例で定める割合は、３分の２とする。 

２ 法附則第１５条第３２項に規定する市の

条例で定める割合は、３分の２とする。 

（法附則第１５条第３５項の条例で定める

割合） 

（法附則第１５条第３６項の条例で定める

割合） 

３ 法附則第１５条第３５項に規定する市の

条例で定める割合は、３分の２とする。 

３ 法附則第１５条第３６項に規定する市の

条例で定める割合は、３分の２とする。 

（法附則第１５条第３６項の条例で定める

割合） 

（法附則第１５条第３７項の条例で定める

割合） 

４ 法附則第１５条第３６項に規定する市の ４ 法附則第１５条第３７項に規定する市の
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条例で定める割合は、２分の１とする。 条例で定める割合は、２分の１とする。 

（法附則第１５条第４０項の条例で定める

割合） 

（法附則第１５条第４１項の条例で定める

割合） 

５ 法附則第１５条第４０項に規定する市の

条例で定める割合は、４分の３とする。 

５ 法附則第１５条第４１項に規定する市の

条例で定める割合は、４分の３とする。 

（法附則第１５条の１１第１項の条例で定

める割合） 

 

６ （略） ６ （略） 

７ 法附則第１５条の１１第１項に規定する

市の条例で定める割合は３分の１とする。 

 

（改修特別特定建築物に対する都市計画税

の減額の規定の適用を受けようとする者が

すべき申告） 

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画

税の減額の規定の適用を受けようとする者

がすべき申告） 

８ 法附則第１５条の１１第１項の改修特別

特定建築物について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、同項に規定する利便性等

向上改修工事が完了した日から３月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に地方税

法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号）

附則第７条の２第１項に規定する補助に係

る補助金確定通知書の写し及び高齢者、障害

者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

（平成１８年法律第９１号）第１４条第１項

に規定する建築物移動等円滑化基準（同条第

３項の条例で付加した事項を含む。）又は同

法第１７条第３項第１号に規定する同法第

２条第２０号に規定する建築物特定施設の

構造及び配置に関する基準に適合する旨を

証する書類を添付して市長に提出しなけれ

ばならない。 

７ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演

芸術公演施設について、同項の規定の適用を

受けようとする者は、同項に規定する利便性

等向上改修工事が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律施行規則（平成１８年国土交通省令第

１１０号）第１０条第２項に規定する通知書

の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性化

に関する法律（平成２４年法律第４９号）第

２条第２項に規定する実演芸術の公演の用

に供する施設である旨を証する書類を添付

して市長に提出しなければならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律施行令（平成１８年

政令第３７９号）第５条各号に掲げる特別

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律施行令（平成１８年

政令第３７９号）第５条第３号に規定する
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特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律第１４条第３

項の条例で定める同法第２条第１８号に

規定する特定建築物を含む。）のいずれか

に該当するかの別 

劇場若しくは演芸場又は同条第４号に規

定する集会場若しくは公会堂のいずれに

該当するかの別 

(4)～(6) （略） (4)～(6) （略） 

９・１０ （略） ８・９ （略） 

１１ 附則第９項の規定の適用を受ける宅地

等に係る令和６年度から令和８年度までの

各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該

宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当

該宅地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第３４９条の３（第１８項を除く。）又

は法附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける宅地等であるときは、当

該額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額に満たない場合には、

附則第９項の規定にかかわらず、当該都市計

画税額とする。 

１０ 附則第８項の規定の適用を受ける宅地

等に係る令和６年度から令和８年度までの

各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該

宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準とな

るべき価格に１０分の２を乗じて得た額（当

該宅地等が当該年度分の固定資産税につい

て法第３４９条の３（第１８項を除く。）又

は法附則第１５条から第１５条の３までの

規定の適用を受ける宅地等であるときは、当

該額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額に満たない場合には、

附則第８項の規定にかかわらず、当該都市計

画税額とする。 

１２ 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が０．６以上０．７以下のもの

に係る令和６年度から令和８年度までの各

年度分の都市計画税の額は、附則第９項の規

定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分

の都市計画税に係る前年度分の都市計画税

の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の３（第１

８項を除く。）又は法附則第１５条から第１

５条の３までの規定の適用を受ける商業地

等であるときは、当該課税標準額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税

１１ 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が０．６以上０．７以下のもの

に係る令和６年度から令和８年度までの各

年度分の都市計画税の額は、附則第８項の規

定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分

の都市計画税に係る前年度分の都市計画税

の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第３４９条の３（第１

８項を除く。）又は法附則第１５条から第１

５条の３までの規定の適用を受ける商業地

等であるときは、当該課税標準額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税
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標準となるべき額とした場合における都市

計画税額とする。 

標準となるべき額とした場合における都市

計画税額とする。 

１３ 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が０．７を超えるものに係る令

和６年度から令和８年度までの各年度分の

都市計画税の額は、附則第９項の規定にかか

わらず、当該商業地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格に１０

分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条

の３（第１８項を除く。）又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受

ける商業地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商

業地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額とする。 

１２ 商業地等のうち当該商業地等の当該年

度の負担水準が０．７を超えるものに係る令

和６年度から令和８年度までの各年度分の

都市計画税の額は、附則第８項の規定にかか

わらず、当該商業地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格に１０

分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条

の３（第１８項を除く。）又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受

ける商業地等であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商

業地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額とする。 

１４ （略） １３ （略） 

（読替規定） （読替規定） 

１５ 附則第９項及び第１１項の「宅地等」と

は法附則第１７条第２号に、附則第９項及び

第１２項の「前年度分の都市計画税の課税標

準額」とは法附則第２５条第６項において読

み替えて準用される法附則第１８条第６項

に、附則第１０項、第１２項及び第１３項の

「商業地等」とは法附則第１７条第４号に、

附則第１２項から前項までの「負担水準」と

は法附則第１７条第８号ロに、前項の「農地」

とは法附則第１７条第１号に、前項の「前年

度分の都市計画税の課税標準額」とは法附則

第２６条第２項において読み替えて準用さ

れる法附則第１８条第６項に規定するとこ

ろによる。 

１４ 附則第８項及び第１０項の「宅地等」と

は法附則第１７条第２号に、附則第８項及び

第１１項の「前年度分の都市計画税の課税標

準額」とは法附則第２５条第６項において読

み替えて準用される法附則第１８条第６項

に、附則第９項、第１１項及び第１２項の「商

業地等」とは法附則第１７条第４号に、附則

第１１項から前項までの「負担水準」とは法

附則第１７条第８号ロに、前項の「農地」と

は法附則第１７条第１号に、前項の「前年度

分の都市計画税の課税標準額」とは法附則第

２６条第２項において読み替えて準用され

る法附則第１８条第６項に規定するところ

による。 

１６ 法附則第１５条第１項、第８項、第１２

項から第１６項まで、第１８項、第１９項、

１５ 法附則第１５条第１項、第９項、第１３

項から第１７項まで、第１９項、第２０項、
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第２３項、第２６項、第３０項から第３２項

まで、第３５項、第３６項、第４０項若しく

は第４３項、第１５条の２第２項、第１５条

の３又は第６３条の規定の適用がある各年

度分の都市計画税に限り、第２条第２項中

「又は第３３項」とあるのは「若しくは第３

３項又は法附則第１５条から第１５条の３

まで若しくは第６３条」とする。 

第２４項、第２７項、第３１項から第３３項

まで、第３６項、第３７項、第４１項若しく

は第４４項、第１５条の２第２項、第１５条

の３又は第６３条の規定の適用がある各年

度分の都市計画税に限り、第２条第２項中

「又は第３３項」とあるのは「若しくは第３

３項又は法附則第１５条から第１５条の３

まで若しくは第６３条」とする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の美濃加茂市都市計画税条例

の規定は、令和８年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和７年度分

までの都市計画税については、なお従前の例による。 

３ 平成３０年４月１日から令和８年３月３１日までの間に地方税法等の一部を改

正する法律（令和８年法律第２号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）附則第１５条の１１第１項に規定する利便性等向上改修

工事が行われた同項に規定する改修実演芸術公園施設に対して課する都市計画税

については、なお従前の例による。 
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議第４２号 

  

   美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例について 

 

美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

  

 令和８年６月５日提出 

 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

 

記 

 

美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例（平成２６年美濃加茂市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1)～(5) (略) (1)～(5) (略) 

(6) 満３歳未満等小規模保育事業 児童福

祉法第６条の３第１０項に規定する小規

模保育事業（同項第３号に掲げる事業を除

く。）をいう。 

(6) 小規模保育事業 児童福祉法第６条の

３第１０項に規定する小規模保育事業を

いう。 

(7) 満３歳以上限定小規模保育事業 児童

福祉法第６条の３第１０項に規定する小

規模保育事業（同項第３号に掲げる事業に

限る。）をいう。 

 

(8)～(12) （略）  (7)～(11) （略） 

(13) 教育認定子ども 法第２７条第１項に  
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規定する教育認定子どもをいう。 

(14) 満３歳以上保育認定子ども 法第２７

条第１項に規定する満３歳以上保育認定

子どもをいう。  

 

(15) 保育認定子ども 法第２９条第２項に

規定する保育認定子どもをいう。 

 

(16)～(33) （略）  (12)～(29) （略） 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼

稚園に限る。以下この項において同じ。）は、

利用の申込みに係る法第１９条第１号に掲

げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・

保育施設を現に利用している教育認定子ど

もの総数が、当該特定教育・保育施設の同号

に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る

利用定員の総数を超える場合においては、抽

選、申込みを受けた順序により決定する方

法、当該特定教育・保育施設の設置者の教育・

保育に関する理念、基本方針等に基づく選考

その他公正な方法により選考しなければな

らない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は幼

稚園に限る。以下この項において同じ。）は、

利用の申込みに係る法第１９条第１号に掲

げる小学校就学前子ども及び当該特定教育・

保育施設を現に利用している同号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子どもの総数が、当該特定教育・保育

施設の同号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員の総数を超える場合に

おいては、抽選、申込みを受けた順序により

決定する方法、当該特定教育・保育施設の設

置者の教育・保育に関する理念、基本方針等

に基づく選考その他公正な方法により選考

しなければならない。 

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保

育所に限る。以下この項において同じ。）は、

利用の申込みに係る法第１９条第２号又は

第３号に掲げる小学校就学前子ども及び当

該特定教育・保育施設を現に利用している満

３歳以上保育認定子ども又は満３歳未満保

育認定子ども（特定満３歳以上保育認定子ど

もを除く。）の総数が、当該特定教育・保育施

設の同条第２号又は第３号に掲げる小学校

就学前子どもの区分に係る利用定員の総数

を超える場合においては、教育・保育給付認

定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の

３ 特定教育・保育施設（認定こども園又は保

育所に限る。以下この項において同じ。）は、

利用の申込みに係る法第１９条第２号又は

第３号に掲げる小学校就学前子ども及び当

該特定教育・保育施設を現に利用している同

条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前

子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

の総数が、当該特定教育・保育施設の同条第

２号又は第３号に掲げる小学校就学前子ど

もの区分に係る利用定員の総数を超える場

合においては、教育・保育給付認定に基づき、

保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案
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状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと

認められる教育・保育給付認定子どもが優先

的に利用できるよう、選考するものとする。 

し、保育を受ける必要性が高いと認められる

教育・保育給付認定子どもが優先的に利用で

きるよう、選考するものとする。 

４・５ （略） ４・５ （略） 

（あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第８条 （略） 第８条 （略） 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は 

保育所に限る。以下この項において同じ。）

は、保育認定子どもに係る当該特定教育・保

育施設の利用について児童福祉法第２４条

第３項（同法第７３条第１項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）の規定によ

り市町村が行う調整及び要請に対し、できる

限り協力しなければならない。 

２ 特定教育・保育施設（認定こども園又は 

保育所に限る。以下この項において同じ。）

は、法第１９条第２号又は第３号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子どもに係る当該特定教育・保育施設の

利用について児童福祉法第２４条第３項（同

法第７３条第１項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）の規定により市町村

が行う調整及び要請に対し、できる限り協力

しなければならない。 

（利用者負担額等の受領） （利用者負担額等の受領） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受

ける額のほか、特定教育・保育において提供

される便宜に要する費用のうち、次に掲げる

費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者

から受けることができる。 

４ 特定教育・保育施設は、前３項の支払を受

ける額のほか、特定教育・保育において提供

される便宜に要する費用のうち、次に掲げる

費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者

から受けることができる。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 食事の提供（次に掲げるものを除く。） 

に要する費用 

(3) 食事の提供（次に掲げるものを除く。） 

に要する費用 

ア 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳

以上教育・保育給付認定子どものうち、

その教育・保育給付認定保護者及び当

該教育・保育給付認定保護者と同一の

世帯に属する者に係る市町村民税所得

割合算額がそれぞれ（ア）又は（イ）に

定める金額未満であるものに対する副

ア 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳

以上教育・保育給付認定子どものうち、

その教育・保育給付認定保護者及び当

該教育・保育給付認定保護者と同一の

世帯に属する者に係る市町村民税所得

割合算額がそれぞれ（ア）又は（イ）に

定める金額未満であるものに対する副
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食の提供 食の提供 

（ア） 教育認定子ども ７７，１０１

円 

（ア） 法第１９条第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども ７７，

１０１円 

（イ） 満３歳以上保育認定子ども（特

定満３歳以上保育認定子どもを

除く。イ（イ）において同じ。） 

５７，７００円（令第４条第２項

第６号に規定する特定教育・保

育給付認定保護者にあっては、

７７，１０１円） 

（イ） 法第１９条第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども（特定満

３歳以上保育認定子どもを除

く。イ（イ）において同じ。） ５

７，７００円（令第４条第２項第

６号に規定する特定教育・保育

給付認定保護者にあっては、７

７，１０１円） 

イ 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳

以上教育・保育給付認定子どものうち、

負担額算定基準子ども又は小学校第３

学年修了前子ども（小学校、義務教育学

校の前期課程又は特別支援学校の小学

部の第１学年から第３学年までに在籍

する子どもをいう。以下このイにおい

て同じ。）が同一の世帯に３人以上いる

場合にそれぞれ（ア）又は（イ）に定め

る者に該当するものに対する副食の提

供（アに該当するものを除く。） 

イ 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳

以上教育・保育給付認定子どものうち、

負担額算定基準子ども又は小学校第３

学年修了前子ども（小学校、義務教育学

校の前期課程又は特別支援学校の小学

部の第１学年から第３学年までに在籍

する子どもをいう。以下このイにおい

て同じ。）が同一の世帯に３人以上いる

場合にそれぞれ（ア）又は（イ）に定め

る者に該当するものに対する副食の提

供（アに該当するものを除く。） 

（ア） 教育認定子ども 負担額算定

基準子ども又は小学校第３学年

修了前子ども（そのうち最年長

者及び２番目の年長者である者

を除く。）である者 

（ア） 法第１９条第１号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども 負担

額算定基準子ども又は小学校第

３学年修了前子ども（そのうち

最年長者及び２番目の年長者で

ある者を除く。）である者 

（イ） 満３歳以上保育認定子ども 

負担額算定基準子ども（そのう

ち最年長者及び２番目の年長者

（イ） 法第１９条第２号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子ども 負担
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である者を除く。）である者 額算定基準子ども（そのうち最

年長者及び２番目の年長者であ

る者を除く。）である者 

ウ （略） ウ （略） 

(4)・(5) （略） (4)・(5) （略） 

５・６ （略） ５・６ （略） 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第２６条 特定教育・保育施設の職員は、教育・

保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第３

３条の１０第１項各号（幼保連携型認定こど

も園である特定教育・保育施設の職員にあっ

ては、認定こども園法第２７条の２第１項各

号、学校教育法第１条に規定する幼稚園であ

る特定教育・保育施設の職員にあっては、同

法第２８条第２項において準用する認定こ

ども園法第２７条の２第１項各号）に掲げる

行為その他当該教育・保育給付認定子どもの

心身に有害な影響を与える行為をしてはな

らない。 

第２６条 特定教育・保育施設の職員は、教育・

保育給付認定子どもに対し、児童福祉法第３

３条の１０第１項各号（幼保連携型認定こど

も園である特定教育・保育施設の職員にあっ

ては、認定こども園法第２７条の２第１項各

号）に掲げる行為その他当該教育・保育給付

認定子どもの心身に有害な影響を与える行

為をしてはならない。 

（特別利用保育の基準） （特別利用保育の基準） 

第３６条 特定教育・保育施設（保育所に限る。

以下この条において同じ。）が、教育認定子

どもに対し特別利用保育を提供する場合に

は、法第３４条第１項第３号に規定する基準

を遵守しなければならない。 

第３６条 特定教育・保育施設（保育所に限る。

以下この条において同じ。）が法第１９条第

１号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもに対し特別利用

保育を提供する場合には、法第３４条第１項

第３号に規定する基準を遵守しなければな

らない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により

特別利用保育を提供する場合には、当該特別

利用保育に係る教育認定子ども及び当該特

定教育・保育施設を現に利用している満３歳

以上保育認定子どもの総数が、第５条第２項

第３号の規定により定められた法第１９条

第２号に掲げる小学校就学前子どもに係る

利用定員の総数を超えないものとする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により

特別利用保育を提供する場合には、当該特別

利用保育に係る法第１９条第１号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を

現に利用している同条第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもの総数が、第５条第２項第３号の規
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定により定められた法第１９条第２号に掲

げる小学校就学前子どもに係る利用定員の

総数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定によ

り特別利用保育を提供する場合には、特定教

育・保育には特別利用保育を、施設型給付費

には特例施設型給付費（法第２８条第１項の

特例施設型給付費をいう。次条第３項におい

て同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節

（第７条第３項及び第８条第２項を除く。）

の規定を適用する。この場合において、第７

条第２項中「特定教育・保育施設（認定こど

も園又は幼稚園に限る。以下この項において

同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特

別利用保育を提供している施設に限る。以下

この項において同じ。）」と、「教育認定子ど

も」とあるのは「教育認定子ども又は満３歳

以上保育認定子ども」と、「同号」とあるのは

「同条第２号」と、第１４条第２項中「法第

２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは

「法第２８条第２項第２号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額」と、

同条第４項第３号イ（ア）中「教育認定子ど

も」とあるのは「教育認定子ども（特別利用

保育を受ける者を除く。）」と、同号イ（イ）

中「満３歳以上保育認定子ども」とあるのは

「満３歳以上保育認定子ども（特別利用保育

を受ける者を含む。）」とする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定によ

り特別利用保育を提供する場合には、特定教

育・保育には特別利用保育を、施設型給付費

には特例施設型給付費（法第２８条第１項の

特例施設型給付費をいう。次条第３項におい

て同じ。）を、それぞれ含むものとして、前節

（第７条第３項及び第８条第２項を除く。）

の規定を適用する。この場合において、第７

条第２項中「特定教育・保育施設（認定こど

も園又は幼稚園に限る。以下この項において

同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特

別利用保育を提供している施設に限る。以下

この項において同じ。）」と、「同号に掲げる小

学校就学前子どもに該当する教育・保育給付

認定子ども」とあるのは「同号又は同条第２

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども」と、第１４条第

２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる

額」とあるのは「法第２８条第２項第２号の

内閣総理大臣が定める基準により算定した

費用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）中

「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定子ども（特別利用保育を受

ける者を除く。）」と、同号イ（イ）中「教育・

保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保

育給付認定子ども（特別利用保育を受ける者

を含む。）」とする。 

（特別利用教育の基準） （特別利用教育の基準） 

第３７条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。

以下この条において同じ。）が満３歳以上保

育認定子どもに対し、特別利用教育を提供す

る場合には、法第３４条第１項第２号に規定

する基準を遵守しなければならない。 

第３７条 特定教育・保育施設（幼稚園に限る。

以下この条において同じ。）が法第１９条第

２号に掲げる小学校就学前子どもに該当す

る教育・保育給付認定子どもに対し、特別利

用教育を提供する場合には、法第３４条第１
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項第２号に規定する基準を遵守しなければ

ならない。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により

特別利用教育を提供する場合には、当該特別

利用教育に係る満３歳以上保育認定子ども

及び当該特定教育・保育施設を現に利用して

いる教育認定子どもの総数が、第５条第２項

第２号の規定により定められた法第１９条

第１号に掲げる小学校就学前子どもに係る

利用定員の総数を超えないものとする。 

２ 特定教育・保育施設が、前項の規定により

特別利用教育を提供する場合には、当該特別

利用教育に係る法第１９条第２号に掲げる

小学校就学前子どもに該当する教育・保育給

付認定子ども及び当該特定教育・保育施設を

現に利用している同条第１号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認

定子どもの総数が、第５条第２項第２号の規

定により定められた法第１９条第１号に掲

げる小学校就学前子どもに係る利用定員の

総数を超えないものとする。 

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定によ

り特別利用教育を提供する場合には、特定教

育・保育には特別利用教育を、施設型給付費

には特例施設型給付費を、それぞれ含むもの

として、前節（第７条第３項及び第８条第２

項を除く。）の規定を適用する。この場合に

おいて、第７条第２項中「特定教育・保育施

設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下こ

の項において同じ。）」とあるのは「特定教

育・保育施設（特別利用教育を提供している

施設に限る。以下この項において同じ。）」

と、「利用の申込みに係る法第１９条第１号

に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは

「利用の申込みに係る法第１９条第２号に

掲げる小学校就学前子ども」と、「教育認定

子ども」とあるのは「教育認定子ども又は満

３歳以上保育認定子ども」と、「同号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利用定

員」とあるのは「同条第１号に掲げる小学校

就学前子どもの区分に係る利用定員」と、第

１４条第２項中「法第２７条第３項第１号に

掲げる額」とあるのは「法第２８条第２項第

３号の内閣総理大臣が定める基準により算

３ 特定教育・保育施設が、第１項の規定によ

り特別利用教育を提供する場合には、特定教

育・保育には特別利用教育を、施設型給付費

には特例施設型給付費を、それぞれ含むもの

として、前節（第７条第３項及び第８条第２

項を除く。）の規定を適用する。この場合に

おいて、第７条第２項中「特定教育・保育施

設（認定こども園又は幼稚園に限る。以下こ

の項において同じ。）」とあるのは「特定教

育・保育施設（特別利用教育を提供している

施設に限る。以下この項において同じ。）」

と、「利用の申込みに係る法第１９条第１号

に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは

「利用の申込みに係る法第１９条第２号に

掲げる小学校就学前子ども」と、「同号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保

育給付認定子ども」とあるのは「同条第１号

又は第２号に掲げる小学校就学前子どもに

該当する教育・保育給付認定子ども」と、「同

号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係

る利用定員」とあるのは「同条第１号に掲げ

る小学校就学前子どもの区分に係る利用定

員」と、第１４条第２項中「法第２７条第３
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定した費用の額」と、同条第４項第３号イ

（ア）中「教育認定子ども」とあるのは「教

育認定子ども（特別利用教育を受ける者を含

む。）」と、同号イ（イ）中「満３歳以上保

育認定子ども」とあるのは「満３歳以上保育

認定子ども（特別利用教育を受ける者を除

く。）」とする。 

項第１号に掲げる額」とあるのは「法第２８

条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基

準により算定した費用の額」と、同条第４項

第３号イ（ア）中「教育・保育給付認定子ど

も」とあるのは「教育・保育給付認定子ども

（特別利用教育を受ける者を含む。）」と、

同号イ（イ）中「教育・保育給付認定子ども」

とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特

別利用教育を受ける者を除く。）」とする。 

第３８条 特定地域型保育事業（事業所内保育

事業を除く。）の利用定員（法第２９条第１

項の確認において定めるものに限る。以下こ

の章において同じ。）の数は、家庭的保育事

業にあっては１人以上５人以下、小規模保育

事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６

１号）第２７条に規定する小規模保育事業Ａ

型をいう。第４３条第３項において同じ。）

及び小規模保育事業Ｂ型（同令第２７条に規

定する小規模保育事業Ｂ型をいう。第４３条

第３項において同じ。）にあっては６人以上

１９人以下、小規模保育事業Ｃ型（同令第２

７条に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう。

附則第４条において同じ。）にあっては６人

以上１０人以下、居宅訪問型保育事業にあっ

ては１人とする。 

第３８条 特定地域型保育事業（事業所内保育

事業を除く。）の利用定員（法第２９条第１

項の確認において定めるものに限る。以下こ

の章において同じ。）の数は、家庭的保育事

業にあっては１人以上５人以下、小規模保育

事業Ａ型（家庭的保育事業等の設備及び運営

に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６

１号）第２８条に規定する小規模保育事業Ａ

型をいう。第４３条第３項において同じ。）

及び小規模保育事業Ｂ型（同令第３１条に規

定する小規模保育事業Ｂ型をいう。第４３条

第３項において同じ。）にあっては６人以上

１９人以下、小規模保育事業Ｃ型（同令第３

３条に規定する小規模保育事業Ｃ型をいう。

附則第４条において同じ。）にあっては６人

以上１０人以下、居宅訪問型保育事業にあっ

ては１人とする。 

２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小

規模保育事業者（満３歳以上限定小規模保育

事業を行う者をいう。以下同じ。）を除く。）

は、次の各号に掲げる地域型保育事業の区分

に応じ、当該地域型保育事業を行う事業所ご

とに、当該各号に定める利用定員を、満１歳

に満たない小学校就学前子どもと満１歳以

上の小学校就学前こどもとに区分して定め

るものとする。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

の種類及び当該特定地域型保育の種類に係

る特定地域型保育事業を行う事業所（以下

「特定地域型保育事業所」という。）ごとに、

法第１９条第３号に掲げる小学校就学前子

どもに係る利用定員（事業所内保育事業を行

う事業所にあっては、家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準第４２条の規定を

踏まえ、その雇用する労働者の監護する小学

校就学前子どもを保育するため当該事業所
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内保育事業を自ら施設を設置して行う事業

主に係る当該小学校就学前子ども（当該事業

所内保育事業が、事業主団体に係るものにあ

っては事業主団体の構成員である事業主の

雇用する労働者の監護する小学校就学前子

どもとし、共済組合等（児童福祉法第６条の

３第１２項第１号ハに規定する共済組合等

をいう。）に係るものにあっては共済組合等

の構成員（同号ハに規定する共済組合等の構

成員をいう。）の監護する小学校就学前子ど

もとする。）及びその他の小学校就学前子ど

もごとに定める法第１９条第３号に掲げる

小学校就学前子どもに係る利用定員とす

る。）を、満１歳に満たない小学校就学前子

どもと満１歳以上の小学校就学前子どもに

区分して定めるものとする。 

(1) 家庭的保育事業、満３歳未満等小規模保

育事業及び居宅訪問型保育事業 法第１

９条第３号に掲げる小学校就学前子ども

に係る利用定員 

 

(2) 事業所内保育事業 法第４３条第３項

に規定する労働者等監護満３歳未満小学

校就学前子どもに係る利用定員及びその

他の法第１９条第３号に掲げる小学校就

学前子どもに係る利用定員 

 

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小

規模保育事業者に限る。）は、満３歳以上限

定小規模保育事業を行う事業所ごとに、法第

１９条第２号に掲げる小学校就学前子ども

に係る利用定員を定めるものとする。 

 

（正当な理由のない提供拒否の禁止等） （正当な理由のない提供拒否の禁止等） 

第４０条 （略） 第４０条 （略） 

２ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小

規模保育事業者を除く。）は、利用の申込み

に係る法第１９条第３号に掲げる小学校就

２ 特定地域型保育事業者は、利用の申込みに

係る法第１９条第３号に掲げる小学校就学

前子ども及び特定地域型保育事業所を現に
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学前子ども及び特定地域型保育事業所を現

に利用している満３歳未満保育認定子ども

（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以

下この章（第４４条第１項を除く。）におい

て同じ。）の総数が、当該特定地域型保育事

業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの

区分に係る利用定員の総数を超える場合に

おいては、教育・保育給付認定に基づき、保

育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、

保育を受ける必要性が高いと認められる満

３歳未満保育認定子どもが優先的に利用で

きるよう、選考するものとする。 

利用している満３歳未満保育認定子ども（特

定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下こ

の章において同じ。）の総数が、当該特定地

域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学

前子どもの区分に係る利用定員の総数を超

える場合においては、教育・保育給付認定に

基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況

を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認め

られる満３歳未満保育認定子どもが優先的

に利用できるよう、選考するものとする。 

３ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小

規模保育事業者に限る。）は、利用の申込み

に係る法第１９条第２号に掲げる小学校就

学前子どもの数及び特定地域型保育事業所

を現に利用している満３歳以上保育認定子

どもの総数が、当該特定地域型保育事業所の

同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に

係る利用定員の総数を超える場合において

は、法第２０条第４項の規定による認定に基

づき、保育の必要の程度及び家庭等の状況を

勘案し、保育を受ける必要性が高いと認めら

れる満３歳以上保育認定子どもが優先的に

利用できるよう、選考するものとする。 

 

４ 前２項の特定地域型保育事業者は、前２項

に規定する選考の方法をあらかじめ教育・保

育給付認定保護者に明示した上で、当該選考

を行わなければならない。 

３ 前項に規定する場合においては、特定地域

型保育事業者は、同項に規定する選考の方法

をあらかじめ教育・保育給付認定保護者に明

示した上で、当該選考を行わなければならな

い。 

５ 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提

供体制の確保が困難である場合その他利用

申込者に係る保育認定子どもに対し自ら適

切な教育・保育を提供することが困難である

場合は、第４３条第１項に規定する連携施設

その他の適切な特定教育・保育施設又は特定

４ 特定地域型保育事業者は、地域型保育の提

供体制の確保が困難である場合その他利用

申込者に係る満３歳未満保育認定子どもに

対し自ら適切な教育・保育を提供することが

困難である場合は、第４３条第１項に規定す

る連携施設その他の適切な特定教育・保育施
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地域型保育事業を紹介する等の適切な措置

を速やかに講じなければならない。 

設又は特定地域型保育事業を紹介する等の

適切な措置を速やかに講じなければならな

い。 

（あっせん、調整及び要請に対する協力） （あっせん、調整及び要請に対する協力） 

第４１条 （略） 第４１条 （略） 

２ 特定地域型保育事業者は、保育認定子ども

に係る特定地域型保育事業の利用について

児童福祉法第２４条第３項（同法附則第７３

条第１項の規定により読み替えて適用する

場合を含む。）の規定により市町村が行う調

整及び要請に対し、できる限り協力しなけれ

ばならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育

認定子どもに係る特定地域型保育事業の利

用について児童福祉法第２４条第３項（同法

第７３条第１項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）の規定により市町村が

行う調整及び要請に対し、できる限り協力し

なければならない。 

（心身の状況等の把握） （心身の状況等の把握） 

第４２条 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育の提供に当たっては、保育認定子ども

の心身の状況、その置かれている環境、他の

特定教育・保育施設等の利用状況等の把握に

努めなければならない。 

第４２条 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育の提供に当たっては、満３歳未満保育

認定子どもの心身の状況、その置かれている

環境、他の特定教育・保育施設等の利用状況

等の把握に努めなければならない。 

（特定教育・保育施設等との連携） （特定教育・保育施設等との連携） 

第４３条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型

保育事業を行う者を除く。以下この項から第

７項までにおいて同じ。）は、特定地域型保

育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教

育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲

げる事項に係る連携協力を行う認定こども

園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」と

いう。）を適切に確保しなければならない。 

第４３条 特定地域型保育事業者（居宅訪問型

保育事業を行う者を除く。以下この項から第

７項までにおいて同じ。）は、特定地域型保

育が適正かつ確実に実施され、及び必要な教

育・保育が継続的に提供されるよう、次に掲

げる事項に係る連携協力を行う認定こども

園、幼稚園又は保育所（以下「連携施設」と

いう。）を適切に確保しなければならない。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている保

育認定子どもに集団保育を体験させるた

めの機会の設定、特定地域型保育の適切な

提供に必要な特定地域型保育事業者に対

する相談、助言その他の保育の内容に関す

る支援（次項において「保育内容支援」と

いう。）を実施すること。 

(1) 特定地域型保育の提供を受けている満

３歳未満保育認定子どもに集団保育を体

験させるための機会の設定、特定地域型保

育の適切な提供に必要な特定地域型保育

事業者に対する相談、助言その他の保育の

内容に関する支援（次項において「保育内

容支援」という。）を実施すること。 
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(2) （略） (2) （略） 

(3) 当該特定地域型保育事業者（満３歳以上

限定小規模保育事業者を除く。第６項、第

７項、第１１項及び第１２項において同

じ。）により特定地域型保育（満３歳以上

限定小規模保育を除く。第６項、第７項及

び第１２項において同じ。）の提供を受け

ていた満３歳未満保育認定子ども（事業所

内保育事業を利用する満３歳未満保育認

定子どもにあっては、第３８条第２項に規

定するその他の法第１９条第３号に掲げ

る小学校就学前子どもに限る。第６項第１

号において同じ。）を、当該特定地域型保

育の提供の終了に際して、当該満３歳未満

保育認定子どもに係る教育・保育給付認定

保護者の希望に基づき、引き続き当該連携

施設において受け入れて教育・保育を提供

すること。 

(3) 当該特定地域型保育事業者により特定

地域型保育の提供を受けていた満３歳未

満保育認定子ども（事業所内保育事業を利

用する満３歳未満保育認定子どもにあっ

ては、第３８条第２項に規定するその他の

小学校就学前子どもに限る。以下この号及

び第６項第１号において同じ。）を、当該

特定地域型保育の提供の終了に際して、当

該満３歳未満保育給付認定子どもに係る

教育・保育給付認定保護者の希望に基づ

き、引き続き当該連携施設において受け入

れて教育・保育を提供すること。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 前項第２号の場合において、特定地域型保

育事業者は、児童福祉法第５９条第１項に規

定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定

員が２０人以上のものに限る。）又は満３歳

以上限定小規模保育事業を行う事業所であ

って、市長が適当と認めるものを第１項第３

号に掲げる事項に係る連携協力を行う者と

して適切に確保しなければならない。 

７ 前項第２号の場合において、特定地域型保

育事業者は、児童福祉法第５９条第１項に規

定する施設のうち、次に掲げるもの（入所定

員が２０人以上のものに限る。）であって、

市長が適当と認めるものを第１項第３号に

掲げる事項に係る連携協力を行う者として

適切に確保しなければならない。 

 (1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

８ 特定地域型保育事業者（満３歳以上限定小

規模保育事業者に限る。）は、第１項本文の

規定にかかわらず、連携施設の確保に当たっ

て、同項第３号に係る連携協力を求めること

を要しない。 

 

９～１２ （略） ８～１１ （略） 

 （利用者負担額等の受領）  （利用者負担額等の受領） 
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第４４条 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育を提供した際は、教育・保育給付認定

保護者（満３歳未満保育認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者に限る。）から当該

特定地域型保育に係る利用者負担額（法第２

９条第３項第２号に掲げる額をいう。）の支

払を受けるものとする。 

第４４条 特定地域型保育事業者は、特定地域

型保育を提供した際は、教育・保育給付認定

保護者から当該特定地域型保育に係る利用

者負担額（法第２９条第３項第２号に掲げる

額をいう。）の支払を受けるものとする。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

（運営規程） （運営規程） 

第４７条 特定地域型保育事業者は、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。 

第４７条 特定地域型保育事業者は、次に掲げ

る事業の運営についての重要事項に関する

規程を定めておかなければならない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

(7) 特定地域型保育事業の利用の開始、終了

に関する事項及び利用に当たっての留意

事項（第４０条第２項及び第３項に規定す

る選考の方法を含む。） 

(7) 特定地域型保育事業の利用の開始及び

終了に関する事項並びに特定地域型保育

事業の利用に当たっての留意事項（第４０

条第２項に規定する選考の方法を含む。） 

(8)～(11) （略） (8)～(11) （略） 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第４８条 特定地域型保育事業者は、保育認定

子どもに対し、適切な特定地域型保育を提供

することができるよう、特定地域型保育事業

所ごとに職員の勤務の体制を定めておかな

ければならない。 

第４８条 特定地域型保育事業者は、満３歳未

満保育認定子どもに対し、適切な特定地域型

保育を提供することができるよう、特定地域

型保育事業所ごとに職員の勤務の体制を定

めておかなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

事業所ごとに、当該特定地域型保育事業所の

職員によって特定地域型保育を提供しなけ

ればならない。ただし、保育認定子どもに対

する特定地域型保育の提供に直接影響を及

ぼさない業務については、この限りでない。 

２ 特定地域型保育事業者は、特定地域型保育

事業所ごとに、当該特定地域型保育事業所の

職員によって特定地域型保育を提供しなけ

ればならない。ただし、満３歳未満保育認定

子どもに対する特定地域型保育の提供に直

接影響を及ぼさない業務については、この限

りでない。 

３ （略） ３ （略） 

（記録の整備） （記録の整備） 
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第５０条 （略） 第５０条 （略） 

２ 特定地域型保育事業者は、保育認定子ども

に対する特定地域型保育の提供に関する次

に掲げる記録を整備し、その完結の日から５

年間保存しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者は、満３歳未満保育

認定子どもに対する特定地域型保育の提供

に関する次に掲げる記録を整備し、その完結

の日から５年間保存しなければならない。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

（準用） （準用） 

第５１条 第９条から第１５条まで（第１１条

及び第１４条を除く。）、第１８条から第２

０条まで及び第２４条から第３４条までの

規定は、特定地域型保育事業者、特定地域型

保育事業所及び特定地域型保育について準

用する。この場合において、第１２条中「教

育・保育給付認定子どもについて」とあるの

は「教育・保育給付認定子ども（教育認定子

どもを除く。以下この節において同じ。）に

ついて」と、第１５条第１項中「施設型給付

費（法第２７条第１項の施設型給付費をい

う。以下同じ。）」とあるのは「地域型保育

給付費（法第２９条第１項の地域型保育給付

費をいう。以下この項及び第５１条において

準用する第２０条において同じ。）」と、「施

設型給付費の」とあるのは「地域型保育給付

費の」と、同条第２項中「特定教育・保育提

供証明書」とあるのは「特定地域型保育提供

証明書」と、第２０条中「施設型給付費」と

あるのは「地域型保育給付費」と、第２６条

中「各号（幼保連携型認定こども園である特

定教育・保育施設の職員にあっては、認定こ

ども園法第２７条の２第１項各号、学校教育

法第１条に規定する幼稚園である特定教育・

保育施設の職員にあっては、同法第２８条第

２項において準用する認定こども園法第２

７条の２第１項各号）」とあるのは「各号」

と読み替えるものとする。 

第５１条 第９条から第１５条まで（第１１条

及び第１４条を除く。）、第１８条から第２

０条まで及び第２４条から第３４条までの

規定は、特定地域型保育事業者、特定地域型

保育事業所及び特定地域型保育について準

用する。この場合において、第１２条中「教

育・保育給付認定子どもについて」とあるの

は「教育・保育給付認定子ども（満３歳未満

保育認定子どもに限り、特定満３歳以上保育

認定子どもを除く。以下この節において同

じ。）について」と、第１５条第１項中「施

設型給付費（法第２７条第１項の施設型給付

費をいう。以下同じ。）」とあるのは「地域

型保育給付費（法第２９条第１項の地域型保

育給付費をいう。以下この項及び第５１条に

おいて準用する第２０条において同じ。）」

と、「施設型給付費の」とあるのは「地域型

保育給付費の」と、同条第２項中「特定教育・

保育提供証明書」とあるのは「特定地域型保

育提供証明書」と、第２０条中「施設型給付

費」とあるのは「地域型保育給付費」と、第

２４条中「運営規程」とあるのは「第４７条

に規定する事業の運営についての重要事項

に関する規程」と読み替えるものとする。 
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（特別利用地域型保育の基準） （特別利用地域型保育の基準） 

第５２条 特定地域型保育事業者（満３歳以上

限定小規模保育事業者を除く。以下この条に

おいて同じ。）が教育認定子どもに対し特別

利用地域型保育を提供する場合には、法第４

６条第１項に規定する地域型保育事業の認

可基準を遵守しなければならない。 

第５２条 特定地域型保育事業者が法第１９

条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもに対し特別

利用地域型保育を提供する場合には、法第４

６条第１項に規定する地域型保育事業の認

可基準を遵守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定によ

り特別利用地域型保育を提供する場合には、

当該特別利用地域型保育に係る教育認定子

ども及び特定地域型保育事業所を現に利用

している満３歳未満保育認定子ども（第５３

条第１項の規定により特定利用地域型保育

を提供する場合にあっては、当該特定利用地

域型保育の対象となる満３歳以上保育認定

子どもを含む。）の総数が、第３８条第２項

の規定により定められた利用定員の総数を

超えないものとする。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定によ

り特別利用地域型保育を提供する場合には、

当該特別利用地域型保育に係る法第１９条

第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども及び特定地域

型保育事業所を現に利用している満３歳未

満保育認定子ども（次条第１項の規定により

特定利用地域型保育を提供する場合にあっ

ては、当該特定利用地域型保育の対象となる

法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子どもを

含む。）の総数が、第３８条第２項の規定に

より定められた利用定員の総数を超えない

ものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定に

より特別利用地域型保育を提供する場合に

は、特定地域型保育には特別利用地域型保

育、地域型保育給付費には特例地域型保育給

付費（法第３０条第１項の特例地域型保育給

付費をいう。次条第３項及び第５３条第３項

において同じ。）を、それぞれ含むものとし

て、この章（第３８条第３項、第４０条第３

項及び第４１条第２項を除き、前条において

準用する第９条から第１５条まで（第１１条

及び第１４条を除く。）、第１８条から第２

０条まで及び第２４条から第３４条までを

含む。第５３条第３項において同じ。）の規

定を適用する。この場合において、第４０条

第２項中「利用の申込みに係る法第１９条第

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定に

より特別利用地域型保育を提供する場合に

は、特定地域型保育には特別利用地域型保

育、地域型保育給付費には特例地域型保育給

付費（法第３０条第１項の特例地域型保育給

付費をいう。次条第３項において同じ。）を、

それぞれ含むものとして、前節（第４１条第

２項を除き、前条において準用する第９条か

ら第１５条まで（第１１条及び第１４条を除

く。）、第１８条から第２０条まで及び第２

４条から第３４条までを含む。次条第３項に

おいて同じ。）の規定を適用する。この場合

において、第４０条第２項中「利用の申込み

に係る法第１９条第３号に掲げる小学校就

学前子ども」とあるのは「利用の申込みに係
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３号に掲げる小学校就学前子ども」とあるの

は「利用の申込みに係る法第１９条第１号に

掲げる小学校就学前子ども」と、「満３歳未

満保育認定子ども（特定満３歳以上保育認定

子どもを除く。以下この章（第４４条第１項

を除く。）において同じ。）」とあるのは「教

育認定子ども及び満３歳未満保育認定子ど

も（特定満３歳以上保育認定子どもを除き、

第５３条第１項の規定により特定利用地域

型保育を提供する場合にあっては、当該特定

利用地域型保育の対象となる満３歳以上保

育認定子どもを含む。）」と、「同号に掲げ

る小学校就学前子ども」とあるのは「同条第

３号に掲げる小学校就学前子ども」と、「教

育・保育給付認定に基づき、保育の必要の程

度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける

必要性が高いと認められる満３歳未満保育

認定子どもが優先的に利用できるよう、」と

あるのは「抽選、申込みを受けた順序により

決定する方法、当該特定地域型保育事業者の

保育に関する理念、基本方針等に基づく選考

その他公正な方法により」と、第４４条第１

項中「教育・保育給付認定保護者（満３歳未

満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定

保護者に限る。）」とあるのは「教育・保育

給付認定保護者（特別利用地域型保育の対象

となる教育認定子どもに係る教育・保育給付

認定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法

第２９条第３項第１号に掲げる額」とあるの

は「法第３０条第２項第２号の内閣総理大臣

が定める基準により算定した費用の額」と、

同条第３項中「前２項」とあるのは「前項」

と、同条第４項中「前３項」とあるのは「前

２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げ

る費用及び食事の提供（第１４条第４項第３

号ア又はイに掲げるものを除く。）に要する

る法第１９条第１号に掲げる小学校就学前

子ども」と、「満３歳未満保育認定子ども（特

定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下こ

の章において同じ。）」とあるのは「同号又

は同条第３号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子ども（第５

３条第１項の規定により特定利用地域型保

育を提供する場合にあっては、当該特定利用

地域型保育の対象となる法第１９条第２号

に掲げる小学校就学前子どもに該当する教

育・保育給付認定子どもを含む。）」と、「同

号に掲げる小学校就学前子ども」とあるのは

「同条第３号に掲げる小学校就学前子ども」

と、「教育・保育給付認定に基づき、保育の

必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育

を受ける必要性が高いと認められる満３歳

未満保育認定子どもが優先的に利用できる

よう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた

順序により決定する方法、当該特定地域型保

育事業者の保育に関する理念、基本方針等に

基づく選考その他公正な方法により」と、第

４４条第１項中「教育・保育給付認定保護者」

とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特

別利用地域型保育の対象となる法第１９条

第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子どもに係る教育・

保育給付認定保護者を除く。）」と、同条第

２項中「法第２９条第３項第１号に掲げる

額」とあるのは「法第３０条第２項第２号の

内閣総理大臣が定める基準により算定した

費用の額」と、同条第３項中「前２項」とあ

るのは「前項」と、同条第４項中「前３項」

とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」と

あるのは「掲げる費用及び食事の提供（第１

４条第４項第３号ア又はイに掲げるものを

除く。）に要する費用」と、同条第５項中「前
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費用」と、同条第５項中「前各項」とあるの

は「前３項」とする。 

各項」とあるのは「前３項」とする。 

第５２条の２ 特定地域型保育事業者（満３歳

以上限定小規模保育事業者に限る。以下この

条において同じ。）が教育認定子どもに対し

特別利用地域型保育を提供する場合には、法

第４６条第１項に規定する地域型保育事業

の認可基準を遵守しなければならない。 

 

２ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定に

より特別利用地域型保育を提供する場合に

は、当該特別利用地域型保育に係る教育認定

子ども及び特定地域型保育事業所を現に利

用している満３歳以上保育認定子どもの総

数が、第３８条第３項の規定により定められ

た利用定員の数を超えないものとする。 

 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定に

より特別利用地域型保育を提供する場合に

は、特定地域型保育には、特別利用地域型保

育を、地域型保育給付費には特例地域型保育

給付費を、それぞれ含むものとして、この章

（第３８条第２項、第４０条第２項及び第４

１条第２項を除き、第５１条において準用す

る第９条から第１５条まで（第１１条及び第

１４条を除く。）、第１８条から第２０条ま

で及び第２４条から第３４条までを含む。）

の規定を適用する。この場合において、第４

０条第３項中「第２０条第２号」とあるのは

「第２０条第１号」と、「満３歳以上保育認

定子どもの」とあるのは「教育認定子ども又

は満３歳以上保育認定子どもの」と、「同号」

とあるのは「法第１９条第２号」と、「法第

２０条第４項の規定による認定に基づき、保

育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、

保育を受ける必要性が高いと認められる満

３歳以上保育認定子どもが優先的に利用で

きるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受
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けた順序により決定する方法、当該特定地域

型保育事業者の保育に関する理念、基本方針

等に基づく選考その他公正な方法により」

と、第４４条第１項中「教育・保育給付認定

保護者（満３歳未満保育認定子どもに係る教

育・保育給付認定保護者に限る。）」とある

のは「教育・保育給付認定保護者（特別利用

地域型保育の対象となる教育認定子どもに

係る教育・保育給付認定保護者を除く。）」

と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号

に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項

第２号の内閣総理大臣が定める基準により

算定した費用の額」と、同条第３項中「前２

項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前

３項」とあるのは「前２項」と、「掲げる費

用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供

（第１４条第４項３号ア又はイに掲げるも

のを除く。）に要する費用」と、同条第５項

中「前各項」とあるのは「前３項」とする。 

（特定利用地域型保育の基準） （特定利用地域型保育の基準） 

第５３条 特定地域型保育事業者（満３歳以上

限定小規模保育事業者を除く。以下この条に

おいて同じ。）が満３歳以上保育認定子ども

に対し特定利用地域型保育を提供する場合

には、法第４６条第１項に規定する地域型保

育事業の認可基準を遵守しなければならな

い。 

第５３条 特定地域型保育事業者が法第１９

条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該

当する教育・保育給付認定子どもに対し特定

利用地域型保育を提供する場合には、法第４

６条第１項に規定する地域型保育事業の認

可基準を遵守しなければならない。 

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定によ

り特定利用地域型保育を提供する場合には、

当該特定利用地域型保育に係る満３歳以上

保育認定子ども及び特定地域型保育事業所

を現に利用している満３歳未満保育認定子

ども（第５２条第１項の規定により特別利用

地域型保育を提供する場合にあっては、当該

特別利用地域型保育の対象となる教育認定

子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

２ 特定地域型保育事業者が、前項の規定によ

り特定利用地域型保育を提供する場合には、

当該特定利用地域型保育に係る法第１９条

第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当

する教育・保育給付認定子ども及び特定地域

型保育事業所を現に利用している同条第３

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども（前条第１項の規

定により特別利用地域型保育を提供する場
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を含む。）の総数が、第３８条第２項の規定

により定められた利用定員の総数を超えな

いものとする。 

 

合にあっては、当該特別利用地域型保育の対

象となる法第１９条第１号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定

子どもを含む。）の総数が、第３８条第２項

の規定により定められた利用定員の総数を

超えないものとする。 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定に

より特定利用地域型保育を提供する場合に

は、特定地域型保育には特定利用地域型保育

を、地域型保育給付費には特例地域型保育給

付費を、それぞれ含むものとして、前節の規

定を適用する。この場合において、第４４条

第１項中「教育・保育給付認定保護者（満３

歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付

認定保護者に限る。）」とあるのは「教育・

保育給付認定保護者（特定利用地域型保育の

対象となる満３歳以上保育認定子ども（特定

満３歳以上保育認定子どもに限る。）に係る

教育・保育給付認定保護者に限る。）」と、

「法第２９条第３項第２号に掲げる額」とあ

るのは「法第３０条第２項第３号の市町村が

定める額」と、同条第２項中「法第２９条第

３項第１号に掲げる額」とあるのは「法第３

０条第２項第３号の内閣総理大臣が定める

基準により算定した費用の額」と、同条第４

項中「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用

及び食事の提供（特定利用地域型保育の対象

となる特定満３歳以上保育認定子どもに対

するもの及び満３歳以上保育認定子ども（特

定満３歳以上保育認定子どもを除く。）に係

る第１４条第４項第３号ア又はイに掲げる

ものを除く。）に要する費用」とする。 

 

３ 特定地域型保育事業者が、第１項の規定に

より特定利用地域型保育を提供する場合に

は、特定地域型保育には特定利用地域型保育

を、地域型保育給付費には特例地域型保育給

付費を、それぞれ含むものとして、前節の規

定を適用する。この場合において、第４４条

第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあ

るのは「教育・保育給付認定保護者（特定利

用地域型保育の対象となる法第１９条第２

号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

教育・保育給付認定子ども（特定満３歳以上

保育認定子どもに限る。）に係る教育・保育

給付認定保護者に限る。）」と、「法第２９

条第３項第２号に掲げる額」とあるのは「法

第３０条第２項第３号の市町村が定める額」

と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号

に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項

第３号の内閣総理大臣が定める基準により

算定した費用の額」と、同条第４項中「掲げ

る費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の

提供（特定利用地域型保育の対象となる特定

満３歳以上保育認定子どもに対するもの及

び満３歳以上保育認定子ども（令第４条第１

項第２号に規定する満３歳以上保育認定子

どもをいう。）に係る第１４条第４項第３号

ア又はイに掲げるものを除く。）に要する費

用」とする。 

附 則 附 則 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 
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第５条 特定地域型保育事業者（満３歳以上限

定小規模保育事業者及び特例保育所型事業

所内保育事業者を除く。）は、連携施設の確

保が著しく困難であって、第５９条第４号に

規定する事業による支援その他の必要な適

切な支援を行うことができると市が認める

場合は、第４３条第１項本文の規定にかかわ

らず、この条例の施行日から起算して１５年

を経過する日までの間、連携施設を確保しな

いことができる。 

第５条 特定地域型保育事業者（特例保育所型

事業所内保育事業者を除く。）は、連携施設

の確保が著しく困難であって、法第５９条第

４号に規定する事業による支援その他の必

要な適切な支援を行うことができると市が

認める場合は、第４３条第１項本文の規定に

かかわらず、この条例の施行の日から起算し

て１５年を経過する日までの間、連携施設を

確保しないことができる。 

附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、公布の日の翌日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日

から施行する。 

 （児童福祉法等の一部を改正する法律附則第３条第４項及び第６条第３項の条例 

で定める日） 

２ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）附則第３条第４

項及び第６条第３項の条例で定める日は、この条例の公布の日とする。 
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議第４３号 

 

美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について 

 

美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例を下記のとおり制定する。 

 

  令和８年６月５日提出 

 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

 

                  記 

 

美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例 

美濃加茂市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年美濃加茂市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

第２条 （略） 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 幼児 法第４条第１項第２号に規定す

る幼児のうち、満３歳に満たない者（法第

６条の３第９項第２号、同条第１０項第

２号、同条第１１項第２号又は同条第１

２項第２号の規定に基づき保育が必要と

認められる児童であって満３歳以上のも

のについて保育を行う場合若しくは同条

第１０項第３号の規定に基づき保育を必

要とする児童であって満３歳以上のもの

について保育を行う場合にあっては、満

３歳に満たない者及び当該満３歳以上の

(3) 幼児 法第４条第１項第２号に規定す

る幼児のうち、満３歳に満たない者（法第

６条の３第９項第２号、同条第１０項第２

号、同条第１１項第２号又は同条第１２項

第２号の規定に基づき保育が必要と認め

られる児童であって満３歳以上のものに

ついて保育を行う場合にあっては、満３歳

に満たない者及び当該満３歳以上の児童）

をいう。 
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児童）をいう。 

（保育所等との連携） （保育所等との連携） 

第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保

育事業を行う者（以下「居宅訪問型保育事業

者」という。）を除く。以下この条、次条第

１項、第８条の２、第１５条第１項及び第２

項、第１６条第１項、第２項及び第５項、第

１７条並びに第１８条第１項から第３項ま

で並びに附則第３条において同じ。）は、利

用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行

われ、及び家庭的保育事業者等による保育

の提供の終了後も満３歳以上の児童に対し

て必要な教育（教育基本法（平成１８年法律

第１２０号）第６条第１項に規定する法律

に定める学校において行われる教育をい

う。以下この条において同じ。）又は保育が

継続的に提供されるよう、次に掲げる事項

（法第６条の３第１０項第３号に掲げる事

業（以下「満３歳以上限定小規模保育事業」

という。）を行う事業者（以下「満３歳以上

限定小規模保育事業者」という。）にあって

は、第１号及び第２号に掲げる事項）に係る

連携協力を行う保育所（子ども・子育て支援

法（平成２４年法律第６５号）第７条第４項

に規定する保育所をいう。）、幼稚園（同項

に規定する幼稚園をいう。）又は認定こども

園（同項に規定する認定こども園をいう。）

（以下「連携施設」という。）を適切に確保

しなければならない。 

第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育

事業を行う者（以下「居宅訪問型保育事業者」

という。）を除く。以下この条、次条第１項、

第８条の２、第１５条第１項及び第２項、第

１６条第１項、第２項及び第５項、第１７条

並びに第１８条第１項から第３項まで並び

に附則第３条において同じ。）は、利用乳幼

児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及

び家庭的保育事業者等による保育の提供の

終了後も満３歳以上の児童に対して必要な

教育（教育基本法（平成１８年法律第１２０

号）第６条第１項に規定する法律に定める学

校において行われる教育をいう。以下この条

において同じ。）又は保育が継続的に提供さ

れるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を

行う保育所（子ども・子育て支援法（平成２

４年法律第６５号）第７条第４項に規定する

保育所をいう。）、幼稚園（同項に規定する

幼稚園をいう。）又は認定こども園（同項に

規定する認定こども園をいう。）（以下「連

携施設」という。）を適切に確保しなければ

ならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 当該家庭的保育事業者等（満３歳以上

限定小規模保育事業者を除く。第６項及

び第７項において同じ。）により保育の提

供を受けていた利用乳幼児（事業所内保

育事業の利用乳幼児にあっては、第４３

条に規定するその他の乳児又は幼児に限

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の

提供を受けていた利用乳幼児（事業所内保

育事業の利用乳幼児にあっては、第４３条

に規定するその他の乳児又は幼児に限る。

以下この号及び第６項第１号において同

じ。）を、当該保育の提供の終了に際して、
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る。以下この号及び第６項第１号におい

て同じ。）を、当該保育の提供の終了に際

して、当該利用乳幼児に係る保護者の希

望に基づき、引き続き当該連携施設にお

いて受け入れて教育又は保育を提供する

こと。 

当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基

づき、引き続き当該連携施設において受け

入れて教育又は保育を提供すること。 

２～６ （略） ２～６ （略） 

７ 前項第２号の場合において、家庭的保育事

業者等は、法第５９条第１項に規定する施設

のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人

以上のものに限る。）又は満３歳以上限定小

規模保育事業を行う事業所であって、市長が

適当と認めるものを第１項第３号に掲げる

事項に係る連携協力を行う者として適切に

確保しなければならない。 

７ 前項第２号の場合において、家庭的保育事

業者等は、法第５９条第１項に規定する施設

のうち、次に掲げるもの（入所定員が２０人

以上のものに限る。）であって、市長が適当

と認めるものを第１項第３号に掲げる事項

に係る連携協力を行う者として適切に確保

しなければならない。 

（児童対象性暴力等の防止）  

第１３条 家庭的保育事業者等は、法第３４条

の１６第４項において準用する法第２１条

の５の１８第４項の規定に基づき、児童対象

性暴力等（学校設置者等及び民間教育保育等

事業者による児童対象性暴力等の防止等の

ための措置に関する法律（令和６年法律第６

９号）第２条第２項に規定する児童対象性暴

力等をいう。以下この条において同じ。）を

防止し、及び児童対象性暴力等が行われた場

合に利用乳幼児を適切に保護するため、児童

等対象業務従事者（利用乳幼児と接する業務

に従事する者のうち、支配性、継続性及び閉

鎖性のある環境の下で当該利用乳幼児に接

するものをいう。）に係る犯罪事実確認（同

法第４条第１項に規定する犯罪事実確認を

いう。）その他の必要な措置を講じなければ

ならない。 

第１３条 削除 

 （家庭的保育事業所等内部の規程）  （家庭的保育事業所等内部の規程） 

第１９条 家庭的保育事業者等は、次の各号に 第１９条 家庭的保育事業者等は、次の各号に

-94-



掲げる事業の運営についての重要事項に関

する規程を定めておかなければならない。 

掲げる事業の運営についての重要事項に関

する規程を定めておかなければならない。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員（満

３歳以上限定小規模保育事業者にあって

は、満３歳以上の幼児の利用定員） 

(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員 

第２８条 小規模保育事業は、小規模保育事業

Ａ型、小規模保育事業Ｂ型（満３歳以上限定

小規模保育事業を除く。）及び小規模保育事

業Ｃ型（満３歳以上限定小規模保育事業を除

く。）とする。 

第２８条 小規模保育事業は、小規模保育事業

Ａ型、小規模保育事業Ｂ型及び小規模保育事

業Ｃ型とする。 

（職員） （職員） 

第３０条 （略） 第３０条 （略） 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める数の合計数に１を加え

た数以上とする。 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める数の合計数に１を加え

た数以上とする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 満３歳以上満４歳に満たない児童（法第

６条の３第１０項第２号又は第３号の規

定に基づき受け入れる場合に限る。次号

において同じ。） おおむね１５人につき

１人 

(3) 満３歳以上満４歳に満たない児童（法第

６条の３第１０項第２号の規定に基づき

受け入れる場合に限る。次号において同

じ。） おおむね１５人につき１人 

 (4) （略） (4) （略） 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当た

っては、当該小規模保育事業所Ａ型に勤務す

る保健師、看護師又は准看護師（以下「看護

師等」という。）を１人に限り、保育士とみ

なすことができる。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当た

っては、当該小規模保育事業所Ａ型に勤務す

る保健師、看護師又は准看護師を１人に限

り、保育士とみなすことができる。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当

たっては、当該小規模保育事業所Ａ型に勤務

する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

心理担当職員（学校教育法（昭和２２年法律

第２６号）の規定による大学（短期大学を除

く。）若しくは大学院において、心理学を専 
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修する学科、研究科若しくはこれに相当す

る課程を修めて卒業した者であって、個人

及び集団心理療法の技術を有するもの又は

これと同等以上の能力を有すると認められ

る者をいう。）又は障害児の療育に関する知

識及び経験を有する者であって、障害児の

療育の指導を行う業務に５年以上従事した

経験を有するもののいずれかに該当し、か

つ、子育てに関する知識及び経験を有する

者（以下「特定理学療法士等」という。）を

１人に限り、保育士とみなすことができる。

ただし、当該特定理学療法士等が保育を行

うに当たっては、当該小規模保育事業所Ａ

型の保育士による支援を受けることができ

る体制を確保しなければならない。 

 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理

学療法士等のいずれもが保育を行う場合に

は、当該看護師等が保育を行うに当たって、

当該小規模保育事業所Ａ型の保育士（前項た

だし書きの規定による支援を行う保育士を

除く。）による支援を受けることができる体

制を確保しなければならない。 

 

 （職員）  （職員） 

第３２条 （略） 第３２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当た

っては、当該小規模保育事業所Ｂ型に勤務す

る看護師等を１人に限り、保育士とみなすこ

とができる。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当た

っては、当該小規模保育事業所Ｂ型に勤務す

る保健師、看護師又は准看護師を１人に限

り、保育士とみなすことができる。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当

たっては、当該小規模保育事業所Ｂ型に勤務

する特定理学療法士等を１人に限り、保育士

とみなすことができる。ただし、当該特定理

学療法士等が保育を行うに当たっては、当該

小規模保育事業所Ｂ型の保育士による支援

 

-96-



を受けることができる体制を確保しなけれ

ばならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理

学療法士等のいずれもが保育を行う場合に

は、当該看護師等が保育を行うに当たって、

当該小規模保育事業所Ｂ型の保育士（前項た

だし書きの規定による支援を行う保育士を

除く。）による支援を受けることができる体

制を確保しなければならない。 

 

 （利用定員）  （利用定員） 

第３６条 小規模保育事業所Ｃ型は、法第６条

の３第１０項第１号の規定にかかわらず、そ

の利用定員を６人以上１０人以下とする。 

第３６条 小規模保育事業所Ｃ型は、法第６条

の３第１０項の規定にかかわらず、その利用

定員を６人以上１０人以下とする。 

（保育所型事業所内保育事業所の職員） （保育所型事業所内保育事業所の職員） 

第４５条 （略） 第４５条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当た

っては、当該保育所型事業所内保育事業所に

勤務する看護師等を１人に限り、保育士とみ

なすことができる。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当た

っては、当該保育所型事業所内保育事業所に

勤務する保健師、看護師又は准看護師を１人

に限り、保育士とみなすことができる。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当

たっては、当該保育所型事業所内保育事業所

に勤務する特定理学療法士等を１人に限り、

保育士とみなすことができる。ただし、当該

特定理学療法士等が保育を行うに当たって

は、当該保育所型事業所内保育事業所の保育

士による支援を受けることができる体制を

確保しなければならない。 

 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理

学療法士等のいずれもが保育を行う場合に

は、当該看護師等が保育を行うに当たって、

当該保育所型事業所内保育事業所の保育士

（前項ただし書きの規定による支援を行う

保育士を除く。）による支援を受けることが
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できる体制を確保しなければならない。 

（小規模型事業所内保育事業所の職員） （小規模型事業所内保育事業所の職員） 

第４８条 （略） 第４８条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当た

っては、当該小規模型事業所内保育事業所に

勤務する看護師等を１人に限り、保育士とみ

なすことができる。 

３ 前項に規定する保育士の数の算定に当た

っては、当該小規模型事業所内保育事業所に

勤務する保健師、看護師又は准看護師を１人

に限り、保育士とみなすことができる。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当

たっては、当該小規模型事業所内保育事業所

に勤務する特定理学療法士等を１人に限り、

保育士とみなすことができる。ただし、当該

特定理学療法士等が保育を行うに当たって

は、当該小規模型事業所内保育事業所の保育

士による支援を受けることができる体制を

確保しなければならない。 

 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理

学療法士等のいずれもが保育を行う場合に

は、当該看護師等が保育を行うに当たって、

当該小規模型事業所内保育事業所の保育士

（前項ただし書きの規定による支援を行う

保育士を除く。）による支援を受けることが

できる体制を確保しなければならない。 

 

（準用） （準用） 

第４９条 第２５条から第２７条まで及び第

２９条の規定は、小規模型事業所内保育事業

について準用する。この場合において、第２

５条中「家庭的保育事業を行う者（次条及び

第２７条において「家庭的保育事業者」とい

う。）」とあるのは「第４８条第１項に規定

する小規模型事業所内保育事業を行う者（第

４９条において準用する次条及び第２７条

において「小規模型事業所内保育事業者」と

いう。）」と、第２６条及び第２７条中「家

庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業

第４９条 第２５条から第２７条まで及び第

２９条の規定は、小規模型事業所内保育事業

について準用する。この場合において、第２

５条中「家庭的保育事業を行う者（次条及び

第２７条において「家庭的保育事業者」とい

う。）」とあるのは「第４８条第１項に規定

する小規模型事業所内保育事業を行う者（第

４９条において準用する次条及び第２７条

において「小規模型事業所内保育事業者」と

いう。）」と、第２６条及び第２７条中「家

庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業
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所内保育事業者」と、第２９条中「小規模保

育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所

内保育事業所」と、同条第１号中「調理設備」

とあるのは「調理設備（当該小規模型事業所

内保育事業所を設置し及び管理する事業主

が事業場に附属して設置する炊事場を含む。

第４９条において準用する第４号において

同じ。）」とする。 

所内保育事業者」と、第２９条中「小規模保

育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内

保育事業所」と、同条第１号中「調理設備」

とあるのは「調理設備（当該小規模型事業所

内保育事業所を設置し及び管理する事業主

が事業場に附属して設置する炊事場を含む。

第４９条において準用する第４号において

同じ。）」と、同条第４号中「次号並びに第

３４条第４号及び第５号」とあるのは「第４

９条において準用する次号」と読み替えるも

のとする。 

附 則 附 則 

（連携施設に関する経過措置） （連携施設に関する経過措置） 

第３条 家庭的保育事業者等（満３歳以上限定

小規模保育事業者及び特例保育所型事業所

内保育事業者を除く。）は、連携施設の確保

が著しく困難であって、子ども・子育て支援

法第５９条第４号に規定する事業による支

援その他の必要な適切な支援を行うことが

できると市が認める場合は、第７条第１項本

文の規定にかかわらず、施行日から起算して

１５年を経過する日までの間、連携施設の確

保をしないことができる。 

第３条 家庭的保育事業者等（特例保育所型事

業所内保育事業者を除く。）は、連携施設の

確保が著しく困難であって、子ども・子育て

支援法第５９条第４号に規定する事業によ

る支援その他の必要な適切な支援を行うこ

とができると市が認める場合は、第７条第１

項本文の規定にかかわらず、施行日から起算

して１５年を経過する日までの間、連携施設

の確保をしないことができる。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日の翌日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日か

ら、第１３条の改正は令和８年１２月２５日から施行する。 

 （児童福祉法等の一部を改正する法律附則第３条第４項及び第６条第３項の条例

で定める日） 

２ 児童福祉法等の一部を改正する法律（令和７年法律第２９号）附則第３条第４

項及び第６条第３項の条例で定める日は、この条例の公布の日とする。 
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議第４４号 

 

美濃加茂市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例について 

 

美濃加茂市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を下記のとおり制定する。 

 

  令和８年６月５日提出 

 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

 

                  記 

 

美濃加茂市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

美濃加茂市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和

７年美濃加茂市条例２８号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（虐待等の禁止） （虐待等の禁止） 

第１４条 （略） 第１４条 （略） 

（児童対象性暴力等の防止）  

第１４条の２ 乳児等通園支援事業者は、法第

３４条の１６第４項において準用する法第

２１条の５の１８第４項の規定に基づき、児

童対象性暴力等（学校設置者等及び民間教育

保育等事業者による児童対象性暴力等の防

止等のための措置に関する法律（令和６年法

律第６９号）第２条第２項に規定する児童対

象性暴力等をいう。以下この条において同

じ。）を防止し、及び児童対象性暴力等が行

われた場合に利用乳幼児を適切に保護する

ため、児童等対象業務従事者（利用乳幼児と

接する業務に従事する者のうち、支配性、継

続性及び閉鎖性のある環境の下で当該利用
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乳幼児に接するものをいう。）に係る犯罪事

実確認（同法第４条第１項に規定する犯罪事

実確認をいう。）その他の必要な措置を講じ

なければならない。 

（衛生管理等） （衛生管理等） 

第１５条 （略） 第１５条 （略） 

附 則 

この条例は、令和８年１２月２５日から施行する。 
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議第４５号 

 

美濃加茂市印鑑条例の一部を改正する条例について 

 

美濃加茂市印鑑条例の一部を改正する条例を下記のとおり制定する。 

 

  令和８年６月５日提出 

 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

 

                  記 

 

美濃加茂市印鑑条例の一部を改正する条例 

美濃加茂市印鑑条例（昭和５０年美濃加茂市条例第２号）の一部を次のように改

正する。 

改正後 改正前 

（多機能端末機による印鑑登録証明書の申

請及び交付） 

（多機能端末機による印鑑登録証明書の申

請及び交付） 

第１０条の２ 前条の規定にかかわらず、印鑑

の登録を受けている者は、多機能端末機（地

方公共団体情報システム機構の使用に係る

電子計算機を経由して市の使用に係る電子

計算機と電気通信回線で接続された通信端

末機で、当該端末機の操作により証明書を発

行する機能を有するものをいう。）に、個人

番号カード、特定在留カード（出入国管理及

び難民認定法（昭和２６年政令第３１９号）

第１９条の１５の２第１項に規定する特定

在留カードをいう。）若しくは特定特別永住

者証明書（日本国との平和条約に基づき日本

の国籍を離脱した者等の出入国管理に関す

る特例法（平成３年法律第７１号）第１６条

の２第１項に規定する特定特別永住者証明

書をいう。）（これらのうち、電子署名等に

係る地方公共団体情報システム機構の認証

第１０条の２ 前条の規定にかかわらず、印鑑

の登録を受けている者は、多機能端末機（地

方公共団体情報システム機構の使用に係る

電子計算機を経由して市の使用に係る電子

計算機と電気通信回線で接続された通信端

末機で、当該端末機の操作により証明書を発

行する機能を有するものをいう。）に、個人

番号カード（電子署名等に係る地方公共団体

情報システム機構の認証業務に関する法律

（平成１４年法律第１５３号。以下「公的個

人認証法」という。）第２２条第１項に規定

する個人番号カード用利用者証明用電子証

明書が記録されているものに限る。）又は移

動端末設備（電気通信事業法（昭和５９年法

律第８６号）第１２条の２第４項第３号ロに

規定する移動端末設備であって、公的個人認

証法第３５条の２第１項に規定する移動端
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業務に関する法律（平成１４年法律第１５３

号。以下「公的個人認証法」という。）第２

２条第１項に規定する個人番号カード用利

用者証明用電子証明書が記録されているも

のに限る。）又は移動端末設備（電気通信事

業法（昭和５９年法律第８６号）第１２条の

２第４項第３号ロに規定する移動端末設備

であって、公的個人認証法第３５条の２第１

項に規定する移動端末設備用利用者証明用

電子証明書が記録されているものに限る。）

を使用し、暗証番号（公的個人認証法第２条

第５項に規定する利用者証明利用者符号を

利用するために用いるものとして設定され

た暗証番号をいう。）その他必要な事項を入

力することにより、印鑑登録証明書の交付を

申請し、その交付を受けることができる。 

末設備用利用者証明用電子証明書が記録さ

れているものに限る。）を使用し、暗証番号

（公的個人認証法第２条第５項に規定する

利用者証明利用者符号を利用するために用

いるものとして設定された暗証番号をい

う。）その他必要な事項を入力することによ

り、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交

付を受けることができる。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議第４６号 

 

美濃加茂市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例につい

て 

 

美濃加茂市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を下記のとおり制

定する。 

 

  令和８年６月５日提出 

 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

 

記 

 

美濃加茂市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 美濃加茂市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年美濃加茂市条例第１６号）

の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

（葬祭補償） （葬祭補償） 

第１８条 非常勤消防団員等が公務により、又

は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に

協力し、又は応急措置の業務に従事したこと

により、死亡した場合においては、市は、葬

祭を行う者に対して、葬祭補償として、３３

０，０００円に補償基礎額の３０倍に相当す

る金額を加えた金額を支給する。 

第１８条 非常勤消防団員等が公務により、又

は消防作業等に従事し、若しくは救急業務に

協力し、又は応急措置の業務に従事したこと

により、死亡した場合においては、市は、葬

祭を行う者に対して、葬祭補償として、３１

５，０００円に補償基礎額の３０倍に相当す

る金額を加えた金額を支給する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の美濃加茂市消防団員等公務災害補償条例（以下「改正

後の条例」という。）第１８条の規定は、令和８年４月１日（以下「適用日」と

いう。）以後に支給すべき事由が生じた美濃加茂市消防団員等公務災害補償条例

第４条第７号に規定する葬祭補償（以下「葬祭補償」という。）について適用し、

適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。 

３ 適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、この条例による改正
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前の美濃加茂市消防団員等公務災害補償条例（以下「改正前の条例」という。）

第１８条の規定による金額により支給されたもの又は改正前の条例附則第６条の

規定による金額により支給されたもの（その額が６６０，０００円未満であるも

のに限る。）の支払は、改正後の条例第１８条の規定による金額により支給され

るべき葬祭補償の内払とみなす。 
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議第４７号 

 

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一

部を改正する条例について 

 

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例を下記のとおり制定する。 

 

令和８年６月５日提出 

 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

 

記 

 

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例 

美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和４２年美

濃加茂市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表（第２条、第５条関係） 別表（第２条、第５条関係） 

区分 根拠となる法

律、条例等 

報酬の額 費用弁

償 

（略） 

投票管理

者 

（略）  （略） 

投 票 所

の投票管

理者 

日額 １１，

１５４円（時

間を単位に

従事した場

合は、時間額

を支給する

ことができ

る。） 

 

 期日前

投票所の

 時間額 １，

１１４円 

 

区分 根拠となる法

律、条例等 

報酬の額 費用弁

償 

（略） 

投票管理

者 

（略）  （略） 

投 票 所

の投票管

理者 

日額 １４，

５００円 

 

 

 

 

 

 

 

期 日 前

投票所の

 日額 １２，

８００円(時
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投票管理

者 

 

 

 

 

投票立会

人 

 

投 票 所

の投票立

会人 

日額 ９，５

３９円（時間

を単位に従

事した場合

は、時間額を

支給するこ

と が で き

る。） 

期 日 前

投票所の

投票立会

人 

 

 

 

 

時間額 ９

４８円 

指 定 施

設の不在

者投票に

おける外

部立会人 

 

 

 

時間額 １，

４５９円 

（略） 
 

投票管理

者 

間を単位に

従事した場

合は、時間額

を支給する

ことができ

る。) 

投票立会

人 

 

投 票 所

の投票立

会人 

日額 １２，

４００円(時

間を単位に

従事した場

合は、時間額

を支給する

ことができ

る。) 

期 日 前

投票所の

投票立会

人 

日額 １０，

９００円(時

間を単位に

従事した場

合は、時間額

を支給する

ことができ

る。) 

指 定 施

設の不在

者投票に

おける外

部立会人 

日額 １２，

４００円(時

間を単位に

従事した場

合は、時間額

を支給する

ことができ

る。) 

（略） 
 

附 則 

 （施行期日） 
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１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の美濃加茂市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規

定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後その期日を告示され

る選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙について

は、なお従前の例による。 
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議第４８号 

 

令和８年度美濃加茂市一般会計補正予算（第１号） 

 

令和８年度美濃加茂市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９３，６７９千円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２６，４６３，６７９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の変更は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

 

令和８年６月５日提出 

 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 
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債　　務　　負　　担　　行　　為　　補　　正

（変更） （単位：千円）

期　　間 限　　 度　  額 限　　 度　  額

自 令 和 ９ 年 度

至 令和１３年度
学校給食センター厨房機器賃借料 306,735 550,432

自　令和９年度

至　令和１４年度

第２表

事　　　　　　　項
補　　　正　　　前 補　　　正　　　後

期　　間
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限 度 額
期  間 金  額

千円

550,432学校給食センター厨房機器賃借料

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出

額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

前年度末までの
事　　　　　項 支出（見込）額
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期  間 金  額 国県支出金 地 方 債 そ の 他
千円 千円 千円

R９－Ｒ１４ 550,432 51,466 498,966

支出予定額 特　　　定　　　財　　　源 一般財源

当該年度以降の 左　　　の　　　財　　　源　　　内　　　訳
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議第４９号 

 

令和８年度美濃加茂市介護保険会計補正予算（第１号） 

 

令和８年度美濃加茂市の介護保険会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，１５７千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ４，５７６，５２０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和８年６月５日提出 

 

                    美濃加茂市長  藤 井 浩 人 

 

 

-140-



-141-



-142-



-143-



-144-



-145-



-146-



-147-



-148-



-149-



-150-



議第５０号 
 
   指定金融機関の指定について 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３５条第２項及び地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号）第１６８条第２項の規定により、美濃加茂市の公金の

収納又は支払の事務を取り扱わせる金融機関を下記のとおり指定する。 
 
  令和８年６月５日提出 
 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
 
                  記 
 
１ 金融機関名 株式会社大垣共立銀行 

指定期間 令和８年１０月１日から令和１１年９月３０日まで 

   

２ 金融機関名 東濃信用金庫 

指定期間 令和１１年１０月１日から令和１４年９月３０日まで 

 

３ 金融機関名 株式会社十六銀行 

指定期間 令和１４年１０月１日から令和１７年９月３０日まで 

 

４ 令和１７年１０月１日以後は、上記１から３までの金融機関をその順序により

指定期間３年ごとに交替で指定する。 
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議第５１号 
 
   市道路線の認定について 
 
 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第１項の規定により、下記のとおり

市道路線を認定することについて、同条第２項の規定により議会の議決を求める。 
 
  令和８年６月５日提出 
 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
 
                  記 
 

番号 路線名 
起         点 重要な 

経過地 終         点 

１ 
小山３０５

号線 

美濃加茂市下米田町小山字上井領９５０番１地先   

  美濃加茂市下米田町小山字上井領９５０番１地先 
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新規認定路線 ①： 小山３ ０ ５ 号線

小山３ ０ ５ 号線

0 45 90 135 180 225 m
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新規認定路線 ①： 小山３ ０ ５ 号線

小山３ ０ ５ 号線

0 9 18 27 36 45 m
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議第５２号 

 

美濃加茂市監査委員の選任について 

 

 美濃加茂市監査委員に下記の者を選任したいから、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

令和８年６月５日提出 

 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

 

記 

 

住  所   

氏  名  渡 邉 竜 彦 

生年月日   
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議第５３号 
 
   美濃加茂市農業委員会の委員の任命について 
 
 美濃加茂市農業委員会の委員に下記の者を任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求め

る。 
 
  令和８年６月５日提出 
 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
 

記 
 
住  所   
氏  名  佐 口 勇 一 
生年月日     
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議第５４号 
 
   美濃加茂市農業委員会の委員の任命について 
 
 美濃加茂市農業委員会の委員に下記の者を任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求め

る。 
 
  令和８年６月５日提出 
 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
 

記 
 
住  所   
氏  名  座 馬 利 裕 
生年月日   
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議第５５号 
 
   美濃加茂市農業委員会の委員の任命について 
 
 美濃加茂市農業委員会の委員に下記の者を任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求め

る。 
 
  令和８年６月５日提出 
 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
 

記 
 
住  所   
氏  名  大 梅 孝 幸 
生年月日   

 
   

-158-



議第５６号 
 
   美濃加茂市農業委員会の委員の任命について 
 
 美濃加茂市農業委員会の委員に下記の者を任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求め

る。 
 
  令和８年６月５日提出 
 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
 

記 
 
住  所   
氏  名  山 田 昌 人 
生年月日     
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議第５７号 
 
   美濃加茂市農業委員会の委員の任命について 
 
 美濃加茂市農業委員会の委員に下記の者を任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求め

る。 
 
  令和８年６月５日提出 
 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
 

記 
 
住  所   
氏  名  酒 向 孝 志 
生年月日     
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議第５８号 
 
   美濃加茂市農業委員会の委員の任命について 
 
 美濃加茂市農業委員会の委員に下記の者を任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求め

る。 
 
  令和８年６月５日提出 
 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
 

記 
 
住  所   
氏  名  坂 井 博 文 
生年月日   
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議第５９号 
 
   美濃加茂市農業委員会の委員の任命について 
 
 美濃加茂市農業委員会の委員に下記の者を任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求め

る。 
 
  令和８年６月５日提出 
 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
 

記 
 
住  所   
氏  名  間 宮 𠀋 彦 
生年月日   
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議第６０号 
 
   美濃加茂市農業委員会の委員の任命について 
 
 美濃加茂市農業委員会の委員に下記の者を任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求め

る。 
 
  令和８年６月５日提出 
 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
 

記 
 
住  所   
氏  名  織 部 優 
生年月日   
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議第６１号 
 
   美濃加茂市農業委員会の委員の任命について 
 
 美濃加茂市農業委員会の委員に下記の者を任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求め

る。 
 
  令和８年６月５日提出 
 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
 

記 
 
住  所   
氏  名  小 林 喜 典 
生年月日   
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議第６２号 
 
   美濃加茂市農業委員会の委員の任命について 
 
 美濃加茂市農業委員会の委員に下記の者を任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求め

る。 
 
  令和８年６月５日提出 
 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
 

記 
 
住  所   
氏  名  木 澤 時 彦 
生年月日   
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議第６３号 
 
   美濃加茂市農業委員会の委員の任命について 
 
 美濃加茂市農業委員会の委員に下記の者を任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求め

る。 
 
  令和８年６月５日提出 
 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
 

記 
 
住  所   
氏  名  鈴 木 美 和 
生年月日     
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議第６４号 
 
   美濃加茂市農業委員会の委員の任命について 
 
 美濃加茂市農業委員会の委員に下記の者を任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求め

る。 
 
  令和８年６月５日提出 
 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
 

記 
 
住  所   
氏  名  日 比 野 和 彦 
生年月日     
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議第６５号 
 
   美濃加茂市農業委員会の委員の任命について 
 
 美濃加茂市農業委員会の委員に下記の者を任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求め

る。 
 
  令和８年６月５日提出 
 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
 

記 
 
住  所   
氏  名  曽 我 孝 子 
生年月日   
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議第６６号 
 
   美濃加茂市農業委員会の委員の任命について 
 
 美濃加茂市農業委員会の委員に下記の者を任命したいから、農業委員会等に関す

る法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議会の同意を求め

る。 
 
  令和８年６月５日提出 
 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   
 

記 
 
住  所   
氏  名  坂 井 文 好 
生年月日   
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議第６７号 

 

美濃加茂市古井財産区管理委員の選任について 

 

 美濃加茂市古井財産区管理委員に下記の者を選任したいから、美濃加茂市財産区

管理会条例（平成２３年美濃加茂市条例第１４号）第３条第１項の規定により、議

会の同意を求める。 

 

令和８年６月５日提出 

 

美濃加茂市長  藤 井 浩 人   

 

                記 

 

住  所   

氏  名    宮 克 行 

生年月日   
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